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  はじめに 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、私たちの生活や働き方は大きく変化し、テレワ

ークやオンライン学習、柔軟な働き方の普及が進む一方で、家庭内における負担の偏りや非正

規雇用者への影響など、新たな課題も浮かび上がっています。加えて、ここ数年でインターネ

ットや SNS を介した性暴力・犯罪が深刻化し、社会問題として大きく取り上げられるように

なっているほか、全国各地で頻発する台風や豪雨、地震などの災害においても、男女共同参画

の視点を取り入れた避難所の運営や防災対策の必要性が一層高まるなど、社会情勢の変化に伴

い対応すべき課題が増えています。 

これまで宜野湾市では、平成 27 年に「第３次宜野湾市男女共同参画計画（はごろもぷらん）」

を策定し、その後の改定を経て、男女混合名簿の導入や関連講座の開催等による啓発活動、人

権意識の向上に向けた取組を進めてきました。しかし、市民アンケートの結果から、社会のさ

まざまな場面で男女の格差が依然として存在し、性別による役割分担の意識が根強く残ってい

ることに加え、意思決定の場への女性の参画の遅れや、家庭や地域における負担の偏りなど、

いまだ解決すべき課題が残されています。 

この度、第３次計画の期間終了にあたり、これまでの取組を評価・点検するとともに、意識

調査や本市の現状分析及び課題の整理、近年の国や県の動向等を踏まえ、「第４次宜野湾市男

女共同参画計画」を策定しました。 

本計画では、性犯罪の刑法改正を踏まえ、性暴力・犯罪防止に向けた啓発やメディア・リテ

ラシー向上の取組を強化するほか、誰もが働きやすい職場環境の整備を進めるとともに、ライ

フステージや生活環境に応じた多様な働き方を支援し、すべての人が自分らしく活躍し、幸福

感を実感できる社会の実現に向け、より一層の推進を図る内容としています。 

本計画の推進にあたっては、国や県との連携に加え、市民、事業者、自治会、教育関係者の

皆様と市が協働して取り組んでいくことが大切です。すべての人が尊重され、輝ける未来へ向

け、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

最後に、本計画の策定にあたり、ご尽力いただいた「宜野湾市男女共同参画会議」の委員の

皆様をはじめ、関係各位に心より感謝申し上げます。 

 

令和７年３月 

宜野湾市長 佐喜眞 淳 
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Ⅰ 計画の基本事項 

１．男女共同参画を取り巻く現況 

（１）世界の動き 

国際的な男女共同参画の取組は、国際連合（以下、国連）が中心的な役割を担ってきま

した。1976（昭和 51）年からの「国際婦人の 10 年」、1979（昭和 54）年に「女子差

別撤廃条約（CEDAW）」の採択を皮切りに、国連は女性の地位向上と男女平等を目指す

一連の取組を強化し、女性に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための国際的な法的

枠組みが確立されました。 

2015（平成 27）年９月には、2030（令和 12）年までの達成を目指す「持続可能な

開発目標（SDGs）」が採択され、その１つに「ジェンダー平等を実現しよう」が掲げら

れています。ジェンダー平等の実現に向け、国連女性機関（UN Women）やユニセフ

（UNICEF）などが世界各地で様々な活動を行っています。 

また、2023（令和５）年には「Ｇ７栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会

合」が開催され、「女性の経済的自立」等、様々な課題や各国の取組について議論が行わ

れ、「Ｇ７ジェンダー平等大臣共同声明（日光声明）」が取りまとめられました。 

一方、2024（令和６）年６月に世界経済フォーラムが発表した、「ジェンダーギャッ

プ指数（※）2024」において、日本は 146 か国中 118 位（Ｇ７諸国では最下位）と先進

諸国の中では非常に低く、特に経済（120 位）・政治（113 位）分野が課題となってお

り、依然として日本の女性の活躍は進んでいない状況です。 
※世界経済フォーラムが算定する４分野（経済、教育、健康、政治）の指標から、各国の男女格差を数値化し、

ランク付けしたもの。 

 

（２）国内の動き 

我が国においては、世界的な流れを受け、1977（昭和 52）年に女性に関する施策を

総合的かつ効果的に推進していくための「国内行動計画」を定め、1980（昭和 55）年

に国連の「女子差別撤廃条約」に署名し、1985（昭和 60）年に同条約を批准しました。 

以後、1987（昭和 62）年「新国内行動計画」、1996（平成 8）年「男女共同参画 2000

年プラン」を策定、1999（平成 11）年「男女共同参画社会基本法」施行後、今日まで

の間、男女共同参画社会の実現に向け、各種施策を推進しながら男女共同参画基本計画

の改定や新たな策定を行ってきました。 

2020（令和２）年 12 月には、全ての人が幸福を感じられる、インクルーシブな社会

の実現を目指し「第５次男女共同参画基本計画」が閣議決定されました。2023（令和５）

年には、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進

に関する法律（LGBT 理解増進法）が公布・施行され、また、DV やストーカー、性被害、

生活困窮などの問題を抱える女性を支援するため、昨今の女性を巡る課題を反映させた

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（困難女性支援法）」が成立（施行は翌

年４月１日）しました。 

１．男女共同参画を取り巻く現況 

Ⅰ 計画の基本事項 
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（３）沖縄県の動き 

沖縄県においても、男女共同参画社会の実現を目指し、1993（平成５）年「男女共同

参画社会の実現を目指す沖縄県行動計画～DEIGO プラン 21～」（第１次）を策定し、

その後改定を重ねながら、第５次まで計画策定を行ってきました。 

2022（令和４）年には、「男性の育児休業取得」や「政治分野における女性の参画」

の促進をはじめ、「ジェンダー平等」や「ジェンダーに関する暴力の根絶」などを掲げ

た、「第６次沖縄県男女共同参画計画～DEIGO プラン～」を策定しました。 

この間、2003（平成 15）年には、「沖縄県男女共同参画推進条例」を制定している

ほか、2006（平成 18）年には、「沖縄県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本

計画」を策定し、施策の一層の充実を図るため 2010（平成 22）年に計画を改定しまし

た。また、2021（令和３）年に、誰もが自分らしく幸せに生きることのできる沖縄を目

指して「沖縄県性の多様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）」を行いました。 

 

（４）宜野湾市の動き 

本市においては、1993（平成５）年に助役を本部長とする「宜野湾市女性行政推進本

部」を発足し、下部組織として「宜野湾市女性行政実務者会議」を置き、女性行政の推進

体制を確立しました。同年７月に市民、有識者で構成した「宜野湾市女性会議」を設置

し、女性行政について調査、研究を開始しました。1995（平成７）年に、宜野湾市女性

会議の提言を踏まえ、「21 世紀に翔びたつ新しい女と男の『ねたての都市』をめざす宜

野湾市行動計画～はごろもぷらん 21～」を策定しています。その後改定を重ねながら第

３次まで計画策定を行い、男女共同参画社会の実現に向け、諸施策に取り組んできまし

た。 

2003（平成 15）年には、男女共同参画と国際交流を推進する拠点施設として「人材

育成交流センターめぶき」が、2014（平成 26）年には、男女共同参画社会の実現をめ

ざす活動拠点として「男女共同参画支援センターふくふく」を開設しました。 

また、2010（平成 22）年 1 月、男女共同参画推進のための各種施策を重点的に展開

していくことを目指して「宜野湾市男女共同参画都市宣言」を行い、2021（令和３）年

には、平和で安心な社会を目指し、市及び市民等が協働して男女共同参画社会の実現を

目的とした「宜野湾市男女共同参画推進条例」を制定しました。 

 

２．計画策定の趣旨 

（１）計画策定の目的 

本計画は、すべての人が性別等にかかわりなく、人権を尊重しながら責任を分かち合

い、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指し、本市の男女共同

参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定します。 

  

２．計画策定の趣旨 
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（２）計画の位置づけ 

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第９条及び第 14 条第３項に基づき策定される

男女共同参画推進のための総合的な計画です。 

また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下、ＤＶ防止

法）第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画」並びに「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律」（以下、女性活躍推進法）第６条第２項に基づく「市町村推進計

画」の性格をあわせもつ計画です。 

なお、2024（令和６）年４月１日に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に

関する法律」第８条第３項において努力義務とされている「市町村基本計画」の策定に

ついては、県内外の事例の調査研究等を踏まえ、今後検討を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画期間 

本計画は、2025（令和７）年度から 2034（令和 16）年度までの 10 年間を計画期

間とし、中間年度である 2029（令和 11）年度に中間見直しを行います。なお、計画に

位置づけられた施策・事業等の点検・評価を毎年度行うとともに、社会情勢の変化等に

よって計画に変更の必要性が生じた場合には、適宜見直しを行うものとします。 
 

 年度 
R7 

2025 
R8 
2026 

R9 
2027 

R10 
2028 

R11 
2029 

R12 
2030 

R13 
2031 

R14 
2032 

R15 
2033 

R16 
2034 

世界 持続可能な開発目標

(ＳＤＧｓ)  
          

国 第５次男女共同参画

基本計画  
          

県 第６次沖縄県男女共

同参画計画  
          

沖縄県配偶者等からの

暴力防止及び被害者支

援基本計画改定版  

  
      

  

市 第五次宜野湾市総合

計画 
          

第４次宜野湾市男女

共同参画計画 
  

      
  

 
 
国 

男女共同参画社会基本法 女性活躍推進法 ＤＶ防止法 

第５次男女共同参画 
基本計画 

女性の職業生活における活
躍の推進に関する基本方針 

配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等のための施策

に関する基本的な方針 

 
 
市 

第４次宜野湾市男女共同参画計画～はごろもぷらん～ 

【関連計画】 
・地域福祉計画 
・こども計画 
・産業振興計画 
・特定事業主行動 

計画     
等 第５次宜野湾市総合計画 

・政治分野における男

女共同参画推進法 

・困難女性支援法 

・LGBT 理解増進法 

等 

その他関連法 

見直し 改定版 

R7～R16（10 年間 ※前期：5 年、後期 5 年） 

本計画（10 年間：R7～R16） 

R6～（適宜見直し） 

R4～R8（5 年間） 

 

R2.12.25～R12 ※想定：R6 点検・評価、R7 改定、R8 改定版 

H28～R12（15 年間） 

 
 県 

第６次沖縄県男女共同参画計画 

～ＤＥＩＧＯプラン～ 

沖縄県配偶者等からの暴力防止及び被害者

支援基本計画改定版 
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（４）本計画と SDGsとの関係 

SDGs（持続可能な開発目標）は、2015（平成 27）年に国連で採択された国際目標で

あり、「誰一人取り残さない」という理念のもと、2030（令和 12）年までに持続可能で

公正な社会の実現を目指す 17 のゴールと 169 のターゲットで構成されています。 

本市では、人口減少や少子高齢化といった課題を背景に、持続可能なまちづくりが求

められています。そのため、本市の最上位計画である「第五次総合計画 前期基本計画」

において、SDGs の理念や目標と一致する方向性を掲げ、SDGs に貢献することを念頭

に施策を推進する方針を示しています。 

本計画（第４次宜野湾市男女共同参画計画）は、本市の総合計画に基づく個別計画の

一つとして位置づけられており、特に SDGs の目標５「ジェンダー平等を実現しよう」

および目標 10「人や国の不平等をなくそう」に関連しています。 

本計画に基づく施策を通じて、市民一人ひとりが生き生きと暮らせる、持続可能な社

会の実現を目指します。 

 

 

 

  

出典：国際連合広報センター 
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Ⅱ 計画の基本的な考え方（総論） 

１．基本理念 

男女共同参画社会の実現は、性別にとらわれず、すべての人が個人として尊重され、その

個性と能力を対等に発揮することにつながるとともに、女性の社会進出による活力の創造や

積極的な地域活動への参加によるコミュニティの形成等、まちづくりに欠かせない要素の充

実・創出にもつながります。 

また、本市の最上位計画である「第五次宜野湾市総合計画」においては、『ねたて※のまち

宜野湾～健やかに、心豊かに育む未来～』を将来都市像に掲げ、「協働の推進による持続可能

なまち」をはじめ６つの基本目標のもと、まちづくりの方針を示しています。 

このように、市民一人ひとりが健やかに生活でき、心豊かに幸福感を感じられるまちを目

指すとともに、沖縄県の中心地として発展していこうという願いを込めた将来像の実現には、

本計画が推進する男女共同参画社会の実現が不可欠です。 

そこで、本計画においては、すべての人がひとりの人間として尊重され、多様な場面で活

躍していく姿を展望し、「すべての人が尊重され すべての人が輝く 未来へつながる

都市（まち）ぎのわん」を基本理念に掲げ、その実現に向けた方策を位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅱ 計画の基本的な考え方（総論） 

１．基本理念 

 

※本市における“ねたて”とは 

「ねたて」とは古謡「おもろそうし」に表された言葉で、「物事の根元」または「共同体の

中心」を意味するものです。沖縄コンベンションセンターを中核として、人・物・情報が国際

的な次元で出入りする本市は、沖縄県の中核的な役割を担う都市として成長発展しており、現

代の「ねたて」といえます。今後もこの特徴を活かして、沖縄県全体をリードするまちづくり

を進める思いを込めたキーワードです。（第五次宜野湾市総合計画基本構想） 

すべての人が尊重され すべての人が輝く 

未来へつながる都市(まち)ぎのわん 
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２．本計画における重点課題 

2023（令和５）年度から 2024（令和６）年度にかけて行った、各種アンケートの調査結

果やこの間の施策の点検・評価の総括を踏まえ、基本理念の実現を達成するために取り組む

べき重点課題として以下の７つを設定しました。 

 

（１）性別による意識の差の解消 

2023（令和５）年度に実施した市民アンケート結果から、「男性は外で働き、女性は

家庭を守るべきである」という考え方について、男性のほうが『賛成』または『どちらか

といえば賛成』と答える割合が高く（男性 11.1％、女性 7.2％）、また、高校生アンケ

ートにおいては、女子生徒の６割弱が『反対』と答えたのに対し、男子生徒は４割弱と

開きがあるほか、男子生徒の約３割が『どちらともいえない』（女子生徒では２割弱）と

回答しています。さらに、市民アンケートにおいて、男性のほうが女性よりも「ジェン

ダー」、「ＤＶ」、「デートＤＶ」、「各種ハラスメント（パタニティ・ハラスメント※を除く）」

について『内容もよく知っている』割合が低い結果となるなど、性別役割に対する意識

の男女差や、男性の男女共同参画に関する認知度の低さが伺えます。 

これまで、男女共同参画は主に女性に関する取組であると思われがちな側面がありま

したが、国の白書が示すように、男性の長時間労働の慣行を見直すことや、ワーク・ラ

イフ・バランスの実現を目指す取組でもあることから、男性自身にも深く関わりがある

ことを積極的に周知・啓発していくことが重要です。 
 

※男性が育児休業の取得や子育てに関わる働き方の希望を理由に、職場で嫌がらせや不利益を受けること。 

 

（２）家庭や学校における性別役割意識の解消 

小中学生・高校生へのアンケート結果から、生徒自身やその周囲の大人の性別役割意

識がうかがえます。また、小学生よりも中学生のほうが性別役割意識が高い傾向にある

ことや、高校生では男女で担う役割が異なることが分かっています。そのほか、小学生

から高校生の３割前後が「男の子／女の子だから○○しなさい」と『言われる』と回答

しており、母親から言われる場合が最も多くなっていることや、学校での性別役割や得

意科目に関する性差の意識もみられました。 

児童・生徒の性別役割意識は、家庭や学校など身近な環境にいる大人の意識や振る舞

いに影響されることから、子どもの自由な選択が性別役割に関する無意識の思い込み（ア

ンコンシャス・バイアス）によって抑え込まれないよう、子どもと大人双方に啓発を行

うことが重要です。 

 

 

 

 

２．本計画における重点課題 
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（３）ハラスメント対策の強化 

セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントのほかに、マタニティ・ハラスメン

トやパタニティ・ハラスメントも問題となっており、市民や市職員へのアンケートの結

果から、これまでにセクハラやパワハラ、マタハラやパタハラを受けた経験がある人が

いることが分かっています。他方で、ハラスメント対策に特に取り組んでいない事業所

が一定程度みられるなど、中小企業が多い中で対策が進んでいない状況もみられます。 

市民や事業所への周知・啓発に加えて、市役所内におけるハラスメント対策の強化も

求められています。 

 

（４）社会生活において女性が力を発揮できる環境づくり 

市職員アンケートの結果から、役職付き（今の職制より上位の職制）への内示を女性

が受けられない／受けたくない理由として、職員を統率する自信がないことや育児・介

護との両立が難しくなることが大きいことが分かっています。 

社会生活や政策などの意思決定の場に、同じようなバックグラウンドの人が集まる状

況では、複雑化・多様化する社会の課題に十分に対応ができない恐れがあります。その

ため、女性のエンパワーメントの推進に取り組むことが重要ですが、それには、女性が

働きやすい職場環境づくりや働き方の多様化に加え、子育て支援サービスの充実、男性

による家事・育児・介護等への主体的な担い手としての役割を通じたケアの分担促進な

ど、家庭における女性の負担軽減を図る必要があります。 

 

（５）性の多様性の理解促進 

市民アンケート結果で同性婚の考えやパートナーシップ制度に対して肯定的な回答が

多く占めている一方で、調査の結果から、身体の性、心の性または性的指向（同性愛な

ど）について市民、中学生、高校生の１割弱が悩んだ経験があることが分かっています。 

2023（令和５）年６月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関す

る国民の理解の増進に関する法律」、いわゆる「LGBT 理解増進法」が施行されたことや、

この法律が作られるに至った経緯なども踏まえ、性の多様性や自身の性に関する理解の

促進に引き続き取り組む必要があります。 

  

（６）ＤＶへの対応強化 

市民アンケートの結果から、これまでに身体的暴力や心理的攻撃、経済的圧迫、性的

強要を受けた経験がある人が一定数いることが分かっています。被害を受けた人の半数

近くがどこ（誰）にも相談していません。 

また、中高生においてＤＶという用語の認知度が高い一方で、デートＤＶに関しては

まだ十分知られていない現状があります。 

これまで宜野湾市においてＤＶへの対策を進めてきたところではありますが、2024

（令和６）年４月に改正ＤＶ防止法が施行されたことも踏まえて対応を検討する必要が

あります。 



8 

（７）性犯罪防止に向けた啓発と取組の強化 

2023（令和 5）年 7 月に施行された「性犯罪に関する刑法改正」に伴い、新たに条文

化された不同意性交罪等について、具体的な事例を示しながら広く周知を図る必要があ

ります。また、スマートフォンの普及や SNS 利用の低年齢化により、ネットを介した性

犯罪が社会問題化している現状を踏まえ、ネットや SNS に起因する性犯罪の防止に向

け、加害を未然に防ぎ、新たな被害者を生み出さないよう、取組を一層強化することが

求められています。特に、若年層やその保護者を対象とした啓発活動や教育の充実が重

要です。 

さらに、本県において問題視されている米軍関係者による性犯罪については、政府関

係省庁を通じて綱紀粛正や教育の徹底を要請するなど、今後も事件の再発防止に向けた

対応を求めていく必要があります。 
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３．基本目標 

重点課題に取り組んでいくため、以下の４つの基本目標を設定します。 
 

（１）性別役割意識（ジェンダーバイアス）の解消の実現 

すべての人が自分の個性や能力を活かして、社会のさまざまな場面に積極的に参加で

きる社会をつくるためには、「男はこうあるべき、女はこうあるべき」というような固定

的な性別役割の意識をなくすことが大切です。そのためには、一人ひとりがそのような

考え方に気づき、自分の行動を見直すことが必要です。 

そこで、すべての人が平等に活躍できる社会を目指して、広報や講座を通した市民へ

の意識啓発に取り組むとともに、子どもたちが幼いころから性別による固定観念を持た

ないように、学校や保育の場での男女平等教育を推進します。 
 
（２）すべての人が能力を発揮できる環境の実現（宜野湾市女性活躍推進計画） 

すべての人が自分の力を発揮し、支え合いながら自立した社会生活を送るためには、

家庭や地域、職場など、様々な場面において協力し合う仕組みや環境づくりが必要です。

また、女性が多様な場面で活躍できるように、能力を伸ばすための支援や人材育成も重

要です。 

従来の男性の長時間労働を見直し、家事や子育てを主体的に担えるよう、保育や介護

サービスの充実、地域活動への参加促進、ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発

に力を入れていきます。こうした活動を通じて、すべての人が活躍できる環境づくりを

進めるとともに、その実現を支える人材育成や能力向上にも取り組んでいきます。 
 
（３）すべての人が性や人権等を尊重する平和な社会の実現 

すべての人が健康で安心して暮らせるためには、すべての人が性や人権を尊重し、自

他の身体の大切さや生命の尊厳について理解を深めることが必要です。 

そのため、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康

と権利）の大切さを広め、ライフステージに応じた性教育や健康支援を行い、すべての

人が性を尊重し協力できる社会の実現に向け取り組みます。また、平和や国際協力の重

要性を理解し、人種や性別、宗教、価値観などの違いを認め合う、多様性を大切にする

社会（誰も排除されることのない社会）を築いていきます。 
 
（４）ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶 

全ての暴力は、被害者の人権を著しく侵害するものであり、当事者の性別や間柄を問

わず、決して許されるものではありません。ジェンダーに基づく暴力（性差や性自認を

理由に向けられる暴力）は、DV（配偶者等からの暴力）、性犯罪・性暴力、ストーカー行

為など様々です。こうした暴力の根底には、人権の軽視があると言われています。 

男女共同参画社会を形成していくうえで、DV 防止のための意識啓発や相談窓口の周

知の徹底、関係機関との連携による被害者支援体制の強化等に取り組むとともに、ジェ

ンダーに基づくあらゆる暴力を許さない社会意識の醸成に取り組みます。 

３．基本目標 

（１）性別役割意識（ジェンダーバイアス）解消の実現 

（２）すべての人が能力を発揮できる環境の実現（宜野湾市女性活躍推進計画） 

（３）すべての人が性や人権等を尊重する平和な社会の実現 

（４）ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶 
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４．成果指標 

計画に位置づけられた取組が実際に効果を発揮したかを確かめるためには、取組の成果や

課題を客観的に評価することが重要です。そこで、以下に成果を測るための指標を設定しま

す。理想的には 100％達成または 0％にすることが望ましい項目もありますが、現状を考慮

して指標を設定しました。この指標を基に、計画期間中の取組を評価します。なお、計画期

間中においても、必要に応じ適宜指標の見直しを行います。 

 

基本目標１．性別役割意識（ジェンダーバイアス）解消の実現の成果指標 

指標 

No. 
基本目標１の指標 

過年度値 

（2019 年度） 

現状値 

（2023 年度） 

成果指標 

（2034 年度） 
備考 

1.  社会全体で男女の地位が

「平等」であると回答す

る市民の割合 

全体：14.8％ 

男性：20.3％ 

女性：11.6％ 

全体：10.7％ 

男性：18.1％ 

女性：6.5％ 

男女ともに 

30％以上 

出典：市民アン

ケート（2019※

１、2024※２） 

2.  
「ジェンダー」について

「内容もよく知ってい

る」市民の割合 

21.5％ 34.7％ 50％以上 

※新規 

出典：市民アン

ケート（2019、

2024） 

3.  ふくふく講座への男性参

加者の割合（性別限定の

講座を除く） 

24.7％ 28.2％ 40％以上 

 

※１：市民アンケート（2019）の回答数は全体 419 件、男性 153 件、女性 258 件 

※２：市民アンケート（2024）の回答数は全体 458 件、男性 171 件、女性 275 件 
 

基本目標２．すべての人が能力を発揮できる環境の実現（宜野湾市女性活躍推進計画）の成果指標 

指標 

No. 
基本目標２の指標 

過年度値 

（2019 年度） 

現状値 

（2023 年度） 

成果指標 

（2034 年度） 
備考 

4.  

男性の家事時間※２ 

（平日１日あたり） 
48.1 分 56.7 分 65.5 分以上 

女性の家事時

間は 131.2 分 

出典：市民アン

ケート（2024） 

5.  「両親学級（こうのとり倶

楽部）」への父親の参加率 
43.6％ 85.9％ 86％以上 

 

6.  ２週間以上の育児休業を取

得した市男性職員の割合 
3.8％ 53.3％ 60％以上 

女性：100％

（2023 年度） 

7.  

職場で男女の地位が「平

等」と回答する市民の割合 

全体：36.3％ 

男性：39.9％ 

女性：34.1％ 

全体：28.4％ 

男性：29.8％ 

女性：28.4％ 

男女ともに 

40％以上 

※新規 

出典：市民アン

ケート（2019、

2024） 

8.  市管理職に占める女性の

割合 
25.0％ 

26.1％ 

（R6.4.1） 
30％ 

 

9.  市の附属機関として設置

されている審議会等の委

員に占める女性割合 

35.5％ 
31.1％ 

（R6.4.1） 
40～60％ 

 

※２：家事時間の選択肢「なし」を０、「約 30 分」を 0.5、「約１時間」を１、「約２時間」を２、「３時間以上」

を３として平均値を算出 

４．成果指標 
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基本目標３．すべての人が性や人権等を尊重する平和な社会の実現の成果指標 

指標 

No. 
基本目標３の指標 

過年度値 

（2019 年度） 

現状値 

（2023 年度） 

成果指標 

（2034 年度） 
備考 

10.  「（セクシュアル）リプロ

ダクティブ・ヘルス／ラ

イツ※３」について「知って

いる」市民の割合 

― 10.3％ 30％以上 

※新規 

出典：市民アン

ケート（2024） 

11.  
「デート DV※４」について

「内容もよく知ってい

る」中学生の割合 

― 27.9％ 40％以上 

※新規 

出典：中学生

アンケート

（2024）※５ 

12.  「ダイバーシティ（多様

性）※６」について「内容も

よく知っている」市民の

割合 

― 21.6％ 30％以上 

※新規 

出典：市民アン

ケート（2024） 

13.  「セクシャル・マイノリ

ティ（性的少数者）」につ

いて「内容もよく知って

いる」市民の割合 

― 34.1％ 50％以上 

※新規 

出典：市民アン

ケート（2024） 

※３：性と生殖に関する健康と権利 

※４：交際相手から行われる暴力行為 
※５：中学生（２年生）の回答数は 789 件 

※６：人種、年齢、性別、国籍、宗教、能力、価値観など、さまざまな違いを持った人々が共存している状態 

 

基本目標４．ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶の成果指標 

指標 

No. 
基本目標４の指標 

過年度値 

（2019 年度） 

現状値 

（2023 年度） 

成果指標 

（2034 年度） 
備考 

14.  
身近な DV被害者に対して

「何もできなかった」と

回答する市民の割合※７ 

28.4％ 38.5％ 25％以下 

※新規 

出典：市民アン

ケート（2019、

2024） 

15.  自らの DV 被害について

「どこ（誰）にも相談しな

かった」と回答する市民

の割合 

36.9％ 44.0％ 25％以下 

※新規 

出典：市民アン

ケート（2019※

８、2024※９） 

16.  DVの相談先として市の女性

相談窓口（こども家庭課女

性相談・めぶき相談室）を

「知っている」市民の割合 

― ― 50％以上 

※新規（次回の

アンケートで

調査） 

17.  「グルーミング」※10 につ

いて「知っている」市民の

割合 

― 17.0％ 30％以上 

※新規 

出典：市民アン

ケート（2024） 

※７：DV に関して「相談されたことがある」または「身近に当事者がいる」との回答は 65 件（「DV 防止法」第６

条において、「配偶者からの暴力を受けている者を発見したものは、その旨を配偶者暴力相談センター又は

警察官に通報するよう努めなければならない。」と定められている。） 

※８：市民アンケート（2019）における、DV 被害が「１・２度あった」または「何度もあった」回答は 84 件 

※９：市民アンケート（2024）における、DV 被害が「１・２度あった」または「何度もあった」回答は 40 件 

※10：性的な接触を図る目的で大人が子どもを手なずけること 
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基 本 目 標 基 本 施 策 

（１）男女共同参画に関する意識啓発・

情報発信等の充実 

（２）学校教育等を通じた意識啓発・ 

  情報発信等の充実 

就労・キャリアアップ・起業に  

対する支援 

地域や市の意思決定の場への女性

の参画促進 

家庭におけるケアの分担・負担  

軽減の推進

職場における男女共同参画の推進 

（１）身体的性差や性に関する理解の 

促進 

（２）多様性や人権、平和に関する理解

の促進 

（２）ジェンダーに基づくあらゆる暴力

を許さない市民意識の醸成 

（１）DV の防止及び被害者支援体制の 

充実（宜野湾市 DV防止基本計画） 

５．施策の体系 

基
本
理
念 

す
べ
て
の
人
が
尊
重
さ
れ 

す
べ
て
の
人
が
輝
く 
未
来
へ
つ
な
が
る
都
市

ま

ち

ぎ
の
わ
ん 

１．性別役割意識 
（ジェンダーバイ
アス）解消の実現 

２．すべての人が能
力を発揮できる環
境の実現 

（宜野湾市女性活躍
推進計画） 

３．すべての人が性や
人権等を尊重する
平和な社会の実現 

４．ジェンダーに基
づくあらゆる暴力
の根絶 
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５．施策の体系 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具 体 施 策 

1. ①男女共同参画（ジェンダー平等）に関する啓発・情報発信 p.15 

2. ②ふくふく講座による男女共同参画に関する学習機会の提供 p.15 

3. ③人材育成交流センターめぶき及び男女共同参画支援センターふくふくの利用促進 p.16 
 

4. ①学校教育を通じた男女共同参画の意識啓発 p.16 

5. ②性別役割にとらわれない進路選択・キャリア教育の実施 p.16 

 

 

6. ①男性の家事・育児・介護等におけるケア分担の促進 p.17 

7. ②仕事と育児・介護の両立に向けた意識啓発 p.17 

8. ③多様な子育てサービス等の充実 p.18 

9. ④介護サービスの充実 p.18 

10. ⑤妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援 p.18 

11. ⑥市男性職員の育児休業の取得促進 p.18 

12. ⑦市職員の働き方改革の推進 p.18 
 

13. ①市内事業所に対する関係法制度の周知 p.19 

14. ②市内事業所における女性の管理職登用及び職域拡大の促進 p.19 

15. ③組織内（行政機関）におけるハラスメント防止対策 p.19 

16. ④市職員における管理職等への女性登用及び職域拡大の促進 p.19 
 

17. ①関係機関と連携した再就職・キャリアアップ等支援 p.20 

18. ②ひとり親家庭への自立支援 p.20 

19. ③女性起業家及び起業する女性への情報提供・支援 p.20 
 

20. ①各種審議会等への女性委員登用促進 p.21 

21. ②各種地域団体との連携及び支援 p.21 

22. ③性別役割にとらわれない地域活動の促進 p.21 

23. ④防災・復興における男女共同参画の推進 p.21 

24. ⑤地域における女性リーダー育成支援 p.21 

 

25. ①ライフステージに応じた「こころ」と「からだ」の健康に関する正しい知識の普及啓発及び支援 p.22 

26. ②発達段階に応じた性教育・思春期教育の推進 p.22 
 

27. ①性の多様性の理解促進に関する取組の推進 p.23 

28. ②人権の尊重に関する取組の推進 p.23 

29. ③多文化共生の促進と外国人向けの情報提供支援 p.23 

30. ④平和行政・平和教育の推進 p.23 

 
 

31. ①DV 防止に向けた啓発活動の推進 p.24 

32. ②加害者を生まないための意識啓発・情報発信 p.24 

33. ③相談窓口や通報・通告義務の周知徹底 p.25 

34. ④関係機関との連携による相談・支援体制の強化 p.25 

35. ⑤女性相談支援センター等との連携及び転居支援 p.25 

36. ⑥支援員等のスキルアップ支援 p.25 

37. ⑦被害者情報保護の支援措置 p.25 
 

38. ①暴力根絶に向けた意識啓発・情報発信 p.27 

39. ②ネットを介した性犯罪の防止及びメディア・リテラシーの向上推進 p.27 

 

No. 頁 
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Ⅲ 具体的な取組（各論） 

基本目標１．性別役割意識（ジェンダーバイアス）解消の実現 

（１）男女共同参画に関する意識啓発・情報発信等の充実 

性別役割意識（ジェンダーバイアス）解消を実現するためには、男女共同参画に関す

る意識啓発・情報発信等を通じて、社会や家庭における役割が性別によって分けられて

いることに気づき、性別役割に対する無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

を見直していくことが重要です。 

【現状と課題】 

・市民アンケートの結果、「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」という考え方に

ついて男性のほうが『賛成』または『どちらかといえば賛成』と答える割合が高く（男性

11.1％、女性7.2％）、また、高校生アンケートにおいては、女子生徒の６割弱が『反対』

と答えたのに対し、男子生徒は４割弱と開きがあるほか、男子生徒の約３割が『どちらと

もいえない』（女子生徒では２割弱）と回答。さらに、市民アンケートにおいて、男性のほ

うが女性よりも「ジェンダー」、「ＤＶ」、「デートＤＶ」、「各種ハラスメント（パタハラ除

く）」について『内容もよく知っている』割合が低い結果となるなど、性別役割に対する意

識の男女差や、男性の男女共同参画に関する認知度の低さが浮き彫りになっている。 

・市民アンケートにおいて、「ジェンダー」について『内容も良く知っている』割合が３割強

なのに対して、「男女共同参画」について『内容も良く知っている』割合は１割強。また、

「宜野湾市男女共同参画推進条例」及び「『はごろもぷらん』（宜野湾市男女共同参画計画）」

について『知っている』割合も１割前後と認知度が低い。 

 

No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

1.  ① 男女共同参画（ジェンダー

平等）に関する啓発・情報

発信 

・市報や市ホームページ、SNS、パネル展、

国際女性デーなどを通じて、男女共同

参画に関する取組や、本計画及び本市

の「男女共同参画都市宣言」、「男女

共同参画推進条例」について効果的な

情報発信に努めます。 

・男女共同参画に関する市職員の意識啓

発を図ります。 

・公共施設の整備・環境改善において、

男女共同参画の視点を踏まえた取組

がなされるよう、関係部署への働きか

けに努めます。 

市民協働課 

2.  ②ふくふく講座による男女共

同参画に関する学習機会の

提供 

・主催講座や関係部署、企業、地域団体

等とのタイアップ講座を開催し、男女

共同参画に関する学習機会を提供し

ます。 

・託児対応を継続して行うとともに、効

果的な講座開催・運営に努めます。 

市民協働課 

 

Ⅲ 具体的な取組（各論） 

基本目標１．性別役割意識（ジェンダーバイアス）解消の実現 
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No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

3.  ③人材育成交流センターめぶ

き及び男女共同参画支援セ

ンターふくふくの利用促進 

・施設予約のオンライン化による利便性

向上を図るとともに、地域 BWA※利用の

ためのポケット Wi-Fi機器貸出サービ

スを広く周知し、リモートワークやオ

ンライン会議にも対応可能なスペー

スとしての魅力を発信します。 

市民協働課 

※地域の公共の福祉の増進に寄与することを目的としたネット無線システム 

 

 

（２）学校教育等を通じた意識啓発・情報発信等の充実 

性別役割意識（ジェンダーバイアス）解消を実現するためには、子どもが性別役割意

識を内面化したり周囲の大人が性別役割を押し付けたりしないよう、学校教育等を通じ

た意識啓発・情報発信等を充実させることが重要です。 

【現状と課題】 

・小中学生アンケートにおいて、小学６年生の４割強、中学２年生の５割弱が「学校（クラ

ス）の中で、女子向き・男子向きの係」が『あると思う』と回答。また、小学６年生の６

割弱、中学２年生の５割弱が「女子の方が得意・男子の方が得意な教科」が『あると思う』

と回答。 

・各種アンケートにおいて、小学生から高校生の３割前後が「男の子／女の子だから○○し

なさい」と『言われる』と回答しており、母親から言われる割合が最も高い。 

・各種アンケートにおいて、小中学生では「学級代表や委員長」について、『女子が向いてい

る』という回答割合が高い一方で、高校生では「生徒会長や学級委員長」について、男女

の差はみられない。ただ、高校生では「生徒会副会長や学級副委員長」について『女子が

向いている』という回答割合が高い。また、「校長先生や教頭先生」については『男性が向

いている』という回答割合が高い。 

・高校生アンケートにおいて、「国語」や「英語」が「得意な生徒」について、『女性』とい

う回答割合が高い一方で、「社会」や「数学」、「理科」が「得意な生徒」については『男性』

という回答割合が高い。 

 

No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

4.  ①学校教育を通じた男女共同

参画の意識啓発 

・教材や「学校と地域で育む男女共同参

画指導の手引き」（文科省）を活用し、

社会科や家庭科、道徳、特別活動を通

じて学習機会を提供し、子どもたちが

性別役割にとらわれることなく個性

を伸ばせる教育に努めます。 

指導課 

5.  ②性別役割にとらわれない進

路選択・キャリア教育の実

施 

・職場体験学習やロールモデル人材の紹

介、講演会等を通じて、さまざまな進

路や職業の魅力を発信し、性別役割に

とらわれない進路選択やキャリア選

択の促進を図ります。 

産業政策課 

指導課 
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基本目標２．すべての人が能力を発揮できる環境の実現 

本章は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）第６条第２

項に基づく市町村推進計画（宜野湾市女性活躍推進計画）です。 

（１）家庭におけるケアの分担・負担軽減の推進 

すべての人が能力を発揮できる環境を実現するためには、ワーク・ライフ・バランス

の実現を図り、パートナー間で協力して家庭生活の責任を共有できるよう、家庭におけ

るケアの分担・負担軽減を推進していくことが重要です。 

【現状と課題】 

・2024（令和６）年１月 24 日現在、本市における沖縄県の「沖縄県ワーク・ライフ・バラン

ス認証企業」は６社、国の「くるみん認定企業」は２社、同年３月末現在、「えるぼし認定

企業」は１社。 

・市民アンケートにおいて、「ワーク・ライフ・バランス」のために必要なこととして、「短

時間勤務制度、フレックスタイム制（自由勤務時間制）など柔軟な勤務制度の導入」が５

割強と最も高い。 

・市民アンケートにおいて、女性の約４人に１人が「育児休業制度」を『利用したことがあ

る』と回答しているのに対して、男性は約 13人に 1人に留まっている。 

・事業所アンケート（回答数 160 件）において、「産前・産後休業制度」、「育児休業制度」、

「介護休業制度」について３割前後が就業規則などに『規定していない』と回答。 

・事業所アンケートにおいて、「男性が育児休業・介護休業をとること」について約２割が『抵

抗がある』と回答。 

・市職員アンケートにおいて、「現在の環境での１か月以上の育児休業・介護休業」について、

男性の４割弱、女性の２割強が『取得できるとは思わない』と回答。その理由として、『ま

わりの職員の負担が増える』が８割と最も高い。 

・宜野湾市職員（男性）の育児・介護休業取得人数は、2015（平成 27）年～2023（令和５）

年で延べ 41 人、取得率は 23.8％となっている。 

 

No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

6.  ①男性の家事・育児・介護等

におけるケア分担の促進 

・男性向け料理教室や両親学級、認知症

カフェ等の開催を通じて、男性の家

事・子育て・介護に関するスキル向上

や意識啓発を図り、家事・育児・介護

等におけるケア分担の促進を図りま

す。 

こども家庭課

介護長寿課 

健康増進課 

7.  ②仕事と育児・介護の両立に

向けた意識啓発 

・「くるみん※」認定企業及び「沖縄県ワ

ーク・ライフ・バランス認証企業」の

情報発信や関連講座を通じて、育児・

介護休業等の取得促進、多様な働き方

やワーク・ライフ・バランスの必要性

について意識啓発を図るとともに、一

般事業主行動計画の策定について周

知に努めます。 

産業政策課 

※子育てサポート企業認定（厚労省） 

  

基本目標２．すべての人が能力を発揮できる環境の実現 
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No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

8.  ③多様な子育てサービス等の

充実 

・子育て家庭の様々なニーズに対応する

ため、既存の保育施設や地域の子育て

支援を活用し、多様な子育てサービス

等の充実に加え、保育士の育成・確保

に取り組みます。 

・親子の時間の重要性を踏まえ、家庭と

仕事の両立を支援するため、多様な働

き方やライフスタイルに配慮した子

育て環境の整備に取り組みます。 

保育こども園課 

こども政策課 

9.  ④介護サービスの充実 ・宜野湾市高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画に基づき、介護保険制度の

円滑な運営を図るとともに、介護保険

サービスや高齢者福祉サービスを活

用し、利用者とその家族の負担軽減を

図ります。 

介護長寿課 

10.  ⑤妊娠期から子育て期にわた

る切れ目ない支援 

・すべての妊産婦、子育て世帯、子ども

へ一体的に相談支援を行う「こども家

庭センター」を通じて、切れ目ない支

援の充実を図ります。 

こども家庭課 

11.  ⑥市男性職員の育児休業の取

得促進 

・宜野湾市特定事業主行動計画に基づ

き、市男性職員の育児休業の取得を促

進するため、制度の周知を継続すると

ともに、休業中の代替職員の確保など

職場環境の整備に努めます。 

人事課 

12.  ⑦市職員の働き方改革の推進 ・宜野湾市特定事業主行動計画に基づ

き、市職員の超過勤務の縮減、有給休

暇や介護休業等の取得促進、多様な働

き方の推進に努めます。 

人事課 
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（２）職場における男女共同参画の推進 

すべての人が能力を発揮できる環境を実現するためには、ハラスメント防止対策を講

じるとともに、これまで女性の管理職登用を阻害してきた要因を取り除き、職場におけ

る男女共同参画を推進していくことが重要です。 

【現状と課題】 

・市民アンケートにおいて、男性の約３人に１人、女性の約４人に１人がパワー・ハラスメ

ントを受けたことが『ある』と回答。そのうち男性の６割強、女性の６割弱が『誰にも相

談できなかった』と回答。 

・市職員アンケートにおいて、男性の約９人に１人、女性の約６人に１人がパワー・ハラス

メントを受けたことが『ある』と回答。 

・市職員アンケートにおいて、正職員の女性の６割弱（57.8％）が役職付きの内示を『受け

たくない』と回答しており、その理由として『職員を統率する自信がない』が７割強（74.6％）

と最も高い。なお、正職員の男性は３割強（34.2％）が『受けたくない』と回答しており、

その理由として『仕事に対する経験・知識が足りない』が５割強（54.2％）と最も高く、

『職員を統率する自信がない』は５割弱（49.2％）。 

・2024（令和６）年４月１日現在、宜野湾市役所の管理職に占める女性の割合は 26.1％。 

 

No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

13.  ①市内事業所に対する関係法

制度の周知 

・市商工会等と連携し、市内事業所に対

して各種法制度（労働施策総合推進

法、男女雇用機会均等法、労働基準法、

育児・介護休業法等）、就業規則の作

成義務等、ハラスメント防止対策に関

する情報発信に努めます。 

産業政策課 

14.  ②市内事業所における女性の

管理職登用及び職域拡大の

促進 

・「えるぼし※」認定企業やロールモデル

人材等の情報発信、キャリア形成支援

を通じて、女性の役職への登用及び職

域拡大の促進に努めます。 

産業政策課 

15.  ③組織内（行政機関）におけ

るハラスメント防止対策 

・宜野湾市職員ハラスメント防止等要綱

に基づき、市職員に対してハラスメン

ト防止に関する研修等を実施し、意識

啓発を図るとともに、ハラスメント防

止に関する指針や要綱、庁内相談先の

周知徹底に努めます。また、外部相談

先の必要性について検討します。 

人事課 

16.  ④市職員における管理職等へ

の女性登用及び職域拡大の

促進 

・宜野湾市特定事業主行動計画に基づ

き、市職員への研修機会等を提供し、

職務に対する意欲向上、女性管理職の

登用促進及び性別にとらわれない職

域拡大を図ります。 

人事課 

※女性活躍推進認定企業（厚労省） 
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（３）就労・キャリアアップ・起業に対する支援 

すべての人が能力を発揮できる環境を実現するためには、就労・キャリアアップ・起

業に対する支援を通じて、新たなステップへチャレンジできるようにすることが重要で

す。 

【現状と課題】 

・国勢調査によると、2020（令和２）年時点で働く女性の４割強が「パート・アルバイト等」

であり、男性に比べて非正規雇用の割合が高い。また、自営業主の割合は男性が２割弱な

のに対して、女性は１割弱にとどまる。 

・国勢調査によると、2020（令和２）年時点で 20歳未満の世帯員がいる核家族世帯において、

母子世帯の割合は 9.5％、父子世帯の割合は 1.0％となっている。 

 

No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

17.  ①関係機関と連携した再就

職・キャリアアップ等支援 

・沖縄県が開催する女性向け講座や就業

説明会の周知を行うとともに、ハロー

ワーク等と連携し、非正規雇用者の正

規雇用への転換や処遇改善、出産・介

護等により離職した女性の再就職、キ

ャリアアップや技能・資格取得等、就

労に関する支援に努めます。 

産業政策課 

18.  ②ひとり親家庭への自立支援 ・母子・父子自立支援員によるプログラ

ム策定から就労までのコーディネー

ト支援を行うとともに、自立支援教育

訓練給付金や高等職業訓練促進給付

金等の各種支援制度の周知及び利用

促進を図ります。 

こども家庭課 

19.  ③女性起業家及び起業する女

性への情報提供・支援 

・起業資金の調達や関連講座等に関する

情報提供に努めるとともに、女性起業

家ロールモデル人材の紹介や創業に

関する相談支援、創業後における相談

環境の整備など、女性起業家への支援

に努めます。 

産業政策課 
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（４）地域や市の意思決定の場への女性の参画促進 

すべての人が能力を発揮できる環境を実現するためには、性別役割にとらわれず活躍

できる地域環境づくりや、女性リーダーの育成支援を通じて地域や市の意思決定の場へ

の女性の参画を促進することが重要です。 

【現状と課題】 

・2023（令和５）年４月１日現在、市の附属機関として設置されている審議会等の委員に占

める女性割合は 30.4％、同年５月１日現在、市内自治会長に占める女性の割は 39.1％、市

議会議員に占める女性の割合は 11.5％。 

・市民アンケートにおいて、「地域活動・社会活動の場」について『平等』が３割強、『どち

らかと言えば男性が優遇』が約３割。一方、「社会通念・慣習・しきたりなど」について女

性の４割強、男性の２割強が『男性が優遇』と回答。また、「政治の場」については、女性

の６割弱、男性の３割強が『男性が優遇』と回答。 

 

No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

20.  ①各種審議会等への女性委員

登用促進 

・審議会・委員会など意思決定の機会に

おいて、従来男性が多い委員会におい

ても女性委員の積極的な登用を図り、

ジェンダーバランスに配慮した委員

選出に努めるよう、関係部署に働きか

けを行います。 

市民協働課 

21.  ②各種地域団体との連携及び

支援 

・関係部署と連携し、各種地域団体を通

じて、性別役割意識の解消に向けた啓

発活動を強化します。 

・女性団体の活動に対して、継続的な支

援を行います。 

市民協働課 

22.  ③性別役割にとらわれない地

域活動の促進 

・誰もが気軽に参加できる地域活動を目

指し、各自治会に対して性別役割意識

の具体事例の紹介や出前講座等を行

い、性別役割にとらわれない多様な考

え方が地域づくりに活かされるよう、

活動の促進を図ります。 

市民協働課 

23.  ④防災・復興における男女共

同参画の推進 

・自主防災組織や消防団等の防災活動に

対して、性別を問わず参画を促すとと

もに、男女共同参画の視点を踏まえた

防災対策や避難所運営等の被災者支

援に取り組みます。 

防災危機管理室 

24.  ⑤地域における女性リーダー

育成支援 

・海外・国内セミナーへの派遣支援の継

続による女性リーダー人材の育成に

加え、その成果を市民へ発信し、新た

な女性リーダーの輩出に努めます。 

市民協働課 
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基本目標３．すべての人が性や人権等を尊重する平和な社会の実現 

（１）身体的性差や性に関する理解の促進 

すべての人が性や人権等を尊重する平和な社会を実現するためには、性に関する正し

い知識を学び、身体的性差を理解し、違いを尊重しあうことが重要です。 

【現状と課題】 

・市民アンケートにおいて、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」については８割弱が『知

らない』と回答 

・各種アンケートにおいて、「デート DV」について、中学２年生の約４割が、高校２年生の３

割強が『言葉も内容も知らない』と回答。 

 

No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

25.  ①ライフステージに応じた

「こころ」と「からだ」の健

康に関する正しい知識の普

及啓発及び支援 

・性別特有の疾患に関する予防の普及啓

発を進め、健診率の向上に努めます。 

・「セクシュアル・リプロダクティブ・

ヘルス/ライツ※」の普及啓発や、各ラ

イフステージに応じた「こころ」と「か

らだ」の健康に関する正しい知識の情

報発信、学習機会の提供、相談支援に

取り組みます。 

・研修への派遣等による相談員のスキル

アップを図ります。 

市民協働課 

こども家庭課 

介護長寿課 

健康増進課 

生涯学習課 

26.  ②発達段階に応じた性教育・

思春期教育の推進 

・保健体育や道徳、世界エイズデー等に

おける学習機会、妊娠前教育やデート

ＤＶ等の出前講座を通じて、身体の発

育や個人差、思春期における適切な行

動、予期せぬ妊娠や性感染症予防につ

いて、児童生徒の発達段階に応じた性

教育・思春期教育を行う。 

市民協働課 

こども家庭課 

指導課 

※性と生殖に関する健康と権利 

  

基本目標３．すべての人が性や人権等を尊重する平和な社会の実現 
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（２）多様性や人権、平和に関する理解の促進 

すべての人が性や人権等を尊重する平和な社会を実現するためには、多様性や人権、

平和に関する理解を深め、違いを個性として受け入れ、偏見や差別をなくしていくこと

が重要です。 

【現状と課題】 

・市民アンケートにおいて、「パートナーシップ制度」について８割強が『必要』と回答。 

・各種アンケートにおいて、身体の性、心の性または性的指向（同性愛など）について市民、

中学生、高校生の１割弱が『悩んだことがある』と回答。なお、性別を『答えたくない』

と回答した中学２年生の４割強が『悩んだことがある』と回答しており、そのうち８割弱

が『相談できなかった』と回答。 

・住民基本台帳によると、2024（令和６）年１月１日時点で市内には外国人が 1,806 人（全

人口の 1.8％）住んでいる。 

 

No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

27.  ①性の多様性の理解促進に関

する取組の推進 

・保健体育や人権教育の学習機会、ふく

ふく講座の開催等を通じて、性の多様

性についての共通理解を深め、偏見や

差別をなくし、すべての人が尊重され

る社会づくりに取り組みます。 

・「パートナーシップ・ファミリーシッ

プ制度」について、国や県の動向把握、

他自治体の情報収集に努めます。 

市民協働課 

指導課 

 

28.  ②人権の尊重に関する取組の

推進 

・人権をテーマに市報等にて啓発活動を

行うとともに、人権擁護委員と連携し

た人権教育に取り組みます。 

・「人権の日」における取組をはじめ、

道徳や特別活動、総合的な学習の時間

において人権教育を行います。 

生活安全課 

指導課 

29.  ③多文化共生の促進と外国人

向けの情報提供支援 

・在住外国人が地域や行政とのつながり

を感じられ、安心して暮らせる環境づ

くりに取り組みます。 

・市政情報の多言語化や「やさしい日本

語」による対応に努めます。 

市民協働課 

30.  ④平和行政・平和教育の推進 ・「平和大使」の活動を通じて、平和の

大切さ及び命の尊さを伝える次世代

継承に取り組みます。 

・体験的な学習を行うとともに、地域の

人材を活用し、家庭や地域社会との連

携を図り、指導充実に努めます。 

市民協働課 

指導課 
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基本目標４．ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶 

（１）DVの防止及び被害者支援体制の充実（宜野湾市 DV防止基本計画） 

「配偶者等からの暴力※」（DV）を根絶するためには、DV に関する市民の認知度や理

解度を向上させ、新たに加害者となる方が生じないよう、DV 防止のための啓発・情報発

信を充実させることが重要です。あわせて、被害に遭われている方や周囲の方が相談し

たり、行政及び関係機関が被害者に対し寄り添った支援を行ったりできるよう、早期発

見・早期対応及び支援体制を充実させることが重要です。 

なお、本節は DV 防止法第２条の３第３項に基づく市町村基本計画（宜野湾市配偶者

等からの暴力防止及び被害者支援基本計画。略称：宜野湾市 DV 防止基本計画）です。 

※「配偶者」には法律上の結婚だけでなく、事実婚も含まれます。また、「配偶者から

の暴力」には、離婚や事実婚を解消した後も続く暴力が含まれます。さらに、一緒に

住んでいる交際相手からの暴力や、別れた後も続く暴力についても、DV 防止法に基

づいて対応することとなっています。 

 これらを踏まえて、本計画においては「配偶者等からの暴力」とします。 

 

【現状と課題】 

・各種アンケートにおいて、DVについて、市民・中学生の７割弱が『内容もよく知っている』

と回答し、高校生の約９割が『言葉も内容も知っている』と回答。また、「モラル・ハラス

メント（モラハラ）」については、市民の６割弱が『内容もよく知っている』と回答。 

・2023（令和５）年の女性相談処理件数※は、新規相談者と再相談者の合計で 255人。そのう

ち DV被害が 143 人と最も多い。 

・市民アンケートにおいて、約７人に１人が DV被害について相談されたことや身近に当事者

がいると回答。そのうち４割弱が『何もできなかった』と回答。 

・市民アンケートにおいて、女性の約４人に 1人、男性の約９人に１人がなんらかの DV被害

を受けたことがあると回答。なお、DV被害を受けた市民の４割強が『どこ（誰）にも相談

していなかった』と回答。 

※出典：「令和６年度版 宜野湾市福祉保健の概要」。 

 

No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

31.  ①DV防止に向けた啓発活動の

推進 

・市報やホームページ、「女性に対する

暴力をなくす運動」パネル展・WEB 展

において、関連法令（DV防止法、スト

ーカー規制法等）の周知を徹底し、DV

等防止について意識啓発を図ります。 

市民協働課 

32.  ②加害者を生まないための意

識啓発・情報発信 

・新たな DV 加害者を生まないよう、男

性・女性向け啓発リーフレットのトイ

レ個室への設置、沖縄県が実施する

「DV加害者更生相談室」の周知を継続

して行うとともに、効果的な啓発方法

を検討します。 

市民協働課 

 

基本目標４．ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶 
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No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

33.  ③相談窓口や通報・通告義務

の周知徹底 

・「DV防止法」第６条に規定する通報等

の努力義務、市役所や各関係機関の相

談窓口の周知を強化します。 

市民協働課 

こども家庭課 

34.  ④関係機関との連携による相

談・支援体制の強化 

・DV 防止庁内ネットワーク会議を通じ

て関係部署との連携を強化するとと

もに、民生委員・児童委員、警察、社

会福祉協議会、配偶者暴力支援センタ

ー、沖縄県性暴力被害者ワンストップ

支援センター、児童相談所等の関係機

関と連携し、被害者の早期発見や支援

の充実に努めます。 

生活安全課 

市民協働課 

福祉総務課 

保護課 

こども家庭課 

健康増進課 

35.  ⑤女性相談支援センター等と

の連携及び転居支援 

・女性相談支援センターや民間シェルタ

ーと連携し、安全な場所の確保ができ

るよう努めます。 

・関係部署や不動産会社と連携し、円滑

な住まいの確保を促進するネットワ

ークの構築等、被害者の転居支援に取

り組みます。 

福祉総務課 

こども家庭課 

36.  ⑥支援員等のスキルアップ支

援 

・被害者やその周囲の方からの相談等に

適切な対応ができるよう、支援員の研

修機会の確保、窓口担当職員向けの二

次被害防止講座の積極的な受講など、

職員のスキルアップ支援に取り組み

ます。 

市民協働課 

こども家庭課 

37.  ⑦被害者情報保護の支援措置 ・被害者を守るため、住民基本台帳事務

における被害者の住民票等の交付・閲

覧制限措置や住基システムにおける

住所の閲覧制限等に取り組むととも

に、被害者情報の取扱いについて関係

部署へ注意喚起を行います。 

市民課 
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こどもへの支援 
・児童相談所・保育所、学校 

・こども家庭課（家庭児童相談室・

こどもの居場所） 

経済的支援 
・生活保護（保護課） 

・各種手当、医療費助成等福祉サ

ービス（こども家庭課含む福祉

事務所） 

＊手当受給には各種条件があります。 

担当窓口で確認が必要です。 

就労支援 
・ハローワーク 

・自立支援プログラム 

（福祉総務課・こども家庭課） 

 

安全の確保 
・警察 

 

精神的支援 
・こども家庭課、めぶき女性相談 

・医療機関 

・福祉事務所 

警 察 
・暴力の防止 

・被害者の保護 

法的支援 
・市無料法律相談（生活安全課） 

・法テラス・沖縄弁護士会 

・家庭裁判所・公証人役場 

 

一時保護所 民間シェルター 

被
害
者
の
発
見 

相
談 

相
談
・

通
報 

連
携 

 
 

 

加害者 

保護命令の申立 

相
談
窓
口
の
紹
介 

身近な女性相談 

こども家庭課・めぶき・

県男女共同参画センター 

てぃるる 

・相談 

・相談機関の紹介 

・自立支援の情報提供 

相談・通報 等 

発
令 

連携 

保
護
命
令
の
申
立 

沖縄県女性相談相談支援センター 

配偶者暴力相談支援センター 
・相談 

・相談機関の紹介 

・緊急時の一時保護 

・自立支援のための情報提供 

・関係機関との連絡調整 

ＤＶ被害者 

支
援 

支
援 

一
時
保
護 

ＤＶ被害者支援の流れ 

宜野湾市暴力防止啓発キャラクター 

“プチサポ” 

連
携 

相談 

市 民 
教育・医療・保健・福祉関

係者、地域住民など 

相
談
・
発
見
・
通
報 

保
護 

自
立
支
援 

地方裁判所 

令和７年４月１日現在 
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（２）ジェンダーに基づくあらゆる暴力を許さない市民意識の醸成 

性別を問わず、性犯罪、性暴力、ストーカー行為など、性差や立場、力関係等を利用し

たジェンダーに基づくあらゆる暴力を根絶するためには、市民の認知度や理解度を向上

させ、加害を未然に防ぎ、新たな被害者を生みださないよう、意識啓発や情報発信、相

談体制を充実させることが重要です。 

【現状と課題】 

・2023（令和５）年７月に施行された「性犯罪に関する刑法改正」について、具体的な事例

を踏まえ広く周知を図る必要がある。 

・各種アンケートにおいて、「グルーミング」について、市民の６割強、高校生の約６割が『知

らない』と回答。 

 

No. 具 体 施 策 取 組 内 容 所 管 課 

38.  ①暴力根絶に向けた意識啓

発・情報発信 

・関係部署との連携による意識啓発の推

進や、沖縄県性暴力被害者ワンストッ

プ支援センター等の各種相談窓口の

情報発信に努めます。 

・「性犯罪に関する刑法改正（不同意性

交罪等）」など関係法令等の情報発信

を強化します。 

・上司と部下、教師と生徒など、社会的

地位の差を悪用した性犯罪の防止に

向け、注意喚起を徹底します。 

生活安全課 

市民協働課 

指導課 

39.  ②ネットを介した性犯罪の防

止及びメディア・リテラシ

ーの向上推進 

・インターネットや SNSの普及により深

刻化している性犯罪防止に向け、新た

な被害者を生まないよう、加害者・加

担者・傍観者とならないための注意喚

起を徹底するとともに、被害者相談窓

口等の情報発信に努めます。 

・インターネットや SNS の利用につい

て、「メディア・リテラシー」に関す

る講座などを通じて、正しい知識や潜

む危険性を学ぶ機会を提供し、市民や

児童生徒への意識向上を図ります。 

生活安全課 

市民協働課 

指導課 
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Ⅳ 計画の推進に向けて 

１．本計画の庁内への周知徹底及び庁内連携体制の充実 

すべての人が活躍できる社会を実現するためには、男女共同参画に関する取組がすべての

部署で共有され、実践されることが大切です。そのため、職員全員がジェンダー平等の視点

を持ち、施策を進められるよう、庁内全体に計画の内容をわかりやすく伝え、理解を深めて

いきます。 

また、男女共同参画の取組は、人権や平和、国際交流、保健、福祉など幅広い分野に関わっ

ています。これらの分野が横断的に協力し、計画を推進できる体制づくりを進め、庁内で連

携を深めていきます。 

 

２．市民、企業等との協働及び関係団体・機関との連携 

すべての人が活躍できる社会を実現するためには、行政だけでなく、市民や地域、企業が

それぞれの立場から積極的に取り組み、互いに連携・協力することが大切です。そこで、市

民や地域、企業にこの計画の内容を広く周知し、ジェンダー平等への関心を高めていくとと

もに、各主体が自ら行動できるよう促します。 

さらに、県や国、男女共同参画センターてぃるる、配偶者暴力相談支援センター、NPO 法

人などと連携し、計画に基づいた施策・事業を効果的に推進できる体制を整えます。 

 

３．計画の適切な進行管理 

この計画を確実に推進するためには、施策や事業が計画通りに進んでいるかを定期的に確

認することが重要です。また、市民の声や地域のニーズを取り入れ、それに基づいて施策を

展開することも大切です。 

そこで、毎年、施策の進捗状況の確認や取組に関連する実績データを把握し、その結果を

「宜野湾市男女共同参画会議」に報告し、計画の適切な進行や施策の改善につなげていきま

す。 

Ⅳ 計画の推進に向けて 

１．本計画の庁内への周知徹底及び庁内連携体制の充実 

２．市民、企業等との協働及び関係団体・機関との連携 

３．計画の適切な進行管理 
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参考資料 

１．男女共同参画に関する法・関連計画等 

（１）男女共同参画社会基本法（平成 13年 1月施行） 

※一部抜粋 

【目的】 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現す

ることの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民

の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

【定義】 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいず

れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

【男女の人権の尊重】 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱い

を受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを

旨として、行われなければならない。 

【社会における制度又は慣行についての配慮】 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成

を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択

に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

【政策等の立案及び決定への共同参画】 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又

は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければ

ならない。 

【家庭生活における活動と他の活動の両立】 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活

動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

【国際的協調】 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

【地方公共団体の責務】 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及び

その他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

【国民の責務】 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画

社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

 

  

・参考資料 
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（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（令和４年 10月改正法施行） 

※一部抜粋 

【目的】 

第一条 女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主

の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって

男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対

応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

【基本原則】 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自ら

の意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更

その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反

映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分

に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 
２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活

に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響

を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭

生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要

な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行わ

れなければならない。 
３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊

重されるべきものであることに留意されなければならない。 

【国及び地方公共団体の責務】 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び

第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策

を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

【事業主の責務】 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機

会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女

性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

【都道府県推進計画等】 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 
２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、

当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（次項において

「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 
３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 
 

【一般事業主行動計画の策定等】 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が百人

を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところによ

り、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 
２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 
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【一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表】 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。）は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 
一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における

活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければならない。 
３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする

女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲げる情報

の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

【特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表】 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に

資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しな

ければならない。 
一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

【職業指導等の措置等】 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営

もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内

閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 
４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

【啓発活動】 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、か

つ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 
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（３）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（令和６年４月改正法施行） 

※一部抜粋 

【目的】 

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

【定義】 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であ

って生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以

下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴

力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から

引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 
２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 
３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」

には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入る

ことを含むものとする。 

【国及び地方公共団体の責務】 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護（被害者の自立を支援するこ

とを含む。以下同じ。）を図る責務を有する。 

【協議会の組織】 

第五条の二 第２項 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することができる。  

【基本的な方針】（要約） 

第１ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

基本的な考え方：配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である。 

第２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

１ 配偶者暴力相談センター                  ２ 婦人相談員 

３ 配偶者からの暴力の発見者による通報等       ４ 被害者からの相談等 

５ 被害者に対する医学的又は心理学的な援助等 

６ 被害者の緊急時における安全の確保及び一時保護等 

７ 被害者の自立の支援                    ８ 保護命令制度の利用等 

９ 関連機関の連携協力等 

10 職務関係者による配慮・研修及び啓発 

11 苦情の適切かつ迅速な処理               12 教育啓発 

13 調査研究の推進等                     14 民間団体に対する援助等 

第３ その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

１ 基本方針に基づく施策の実施状況に係る評価 

２ 基本計画の策定・見直しに係る指針 

【民間の団体に対する援助】 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団

体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 
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（４）性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進

に関する法律（令和５年６月公布・施行） 

※一部抜粋 

【目的】 

第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でな

い現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推

進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その

他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵

養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。 

【定義】 

第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。 
２ この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の

有無又は程度に係る意識をいう。 

【基本理念】 

第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国

民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない

個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不

当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現に資することを旨として行われなければならない。 

【国の役割】 

第四条 国は、前条に定める基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデン

ティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 

【地方公共団体の役割】 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び

ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努め

るものとする。 

【事業主等の努力】 

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する

労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び

ジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共

団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に

協力するよう努めるものとする。 
２ 学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の

幼稚部を除く。以下同じ。）の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性

に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生（以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。）の

理解の増進に関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談

の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の児童等

の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティ

の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
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（５）第５次男女共同参画基本計画（令和２年 12月内閣府策定） 

※一部抜粋 

■目指すべき社会 

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、活力ある持続可能

な社会 

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を送ることがで

きる社会 

④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、SDGs で掲げられている包摂的かつ持続可能

な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協調する社会 

■社会情勢の現状、予想される環境変化及び課題 

(１)新型コロナウイルス感染症拡大と「新たな日常」への対応 

(２)人口減少社会の本格化と未婚・単独世帯の増加 

(３)人生 100 年時代の到来と働き方・暮らし方の変革 

(４)法律・制度の整備と政治分野や経済分野を中心とした女性の政策・方針決定過程への参画拡大 

(５)デジタル化社会への対応（Society 5.0） 

(６)国内外で高まる女性に対する暴力根絶への問題意識 

(７)頻発する大規模災害 

(８)SDGs の達成に向けた世界的な潮流 

 

■基本的な視点及び取り組むべき事項 

① 男女共同参画・女性活躍は、分野横断的な価値として不可欠であり、あらゆる分野において

男女共同参画・女性活躍の視点を常に確保し施策に反映することが必要である。それが、持続

可能な開発目標（SDGs）の実現にも不可欠である。また、若年世代を主体とした取組と連携し、

持続可能な活力ある我が国経済社会を次世代に引き継ぐことが重要である。 

② 指導的地位に占める女性の割合が2020 年代の可能な限り早期に30％程度となるよう目指し

て取組を進める。さらに、その水準を通過点として、指導的地位に占める女性の割合が30％を

超えて更に上昇し、2030 年代には、誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にあ

る人々の性別に偏りがないような社会となることを目指す。そのため、国際的水準も意識しつ

つ、男女共同参画社会基本法第２条第２号に定められている積極的改善措置（ポジティブ・ア

クション）49も含め、人材登用・育成や政治分野における取組を強化する必要がある。 

③ 男女共同参画は、男性にとっても重要50であり、男女が共に進めていくものである。特に、

男女共同参画や女性活躍の視点を企業組織のみならず、家庭や地域など生活の場全体に広げる

ことが重要となる。その際、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が男女どちらか

に不利に働かないよう、メディアとも連携しながら幼少期から大人までを対象に広報啓発等に

取り組む必要がある。 

④ 人生100 年時代を見据えて、男女が健康な生活を実現し、学び続け活躍し続けられる環境の

整備、仕事と家事・育児・介護などが両立できる環境の整備に取り組む必要がある。 

⑤ AI、IoT 等の科学技術の発展に男女が共に寄与するとともに、その発展が男女共同参画に資

する形で進むよう取り組む必要がある。 

⑥ 女性に対する暴力をめぐる状況の多様化に対応しながら、女性に対するあらゆる暴力の根絶

に向けて取組を強化する必要がある。 

⑦ 多様な困難を抱える女性等に対するきめ細かな支援を行うことにより、女性が安心して暮ら

せるための環境整備を進める必要がある。 

⑧ 頻発する大規模災害等の経験も踏まえ、男女共同参画の視点による防災・復興対策を浸透さ

せる必要がある。特に、防災・復興の政策・意思決定段階や現場レベルでの女性の参画につい

て進める必要がある。 

⑨ 地域の実情・特性を踏まえた主体的な取組が全国各地で展開されるよう、男女共同参画セン

ター等との連携を含め、地域における様々な主体が連携・協働する推進体制をより一層強化す

る必要がある。 

⑩ ①～⑨の各視点に沿って男女共同参画社会の形成を牽引する人材を育成するための教育や

研修が重要となる。 
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【政策編】 

Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大 

第１分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

第２分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 

第３分野 地域における男女共同参画の推進 

第４分野 科学技術・学術における男女共同参画の推進 
 

Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 

第５分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

第６分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備 

第７分野 生涯を通じた健康支援 

第８分野 防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進 
 

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

第９分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 

第10分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進 

第11分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 

 

Ⅳ 推進体制の整備・強化 

■政策領域目標一覧（一部抜粋） 

◆Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大（第１～４分野） 

項 目 現 状 目標（期限） 

市町村職員の各役職段階に占める女性の割合 

 
本庁係長相当職 

市町村 35.0％ 

（2020 年） 

40％ 

（2025 年度末） 

本庁課長補佐相当職 
市町村 29.2％ 

（2020 年） 

33％ 

（2025 年度末） 

本庁課長相当職 
市町村 17.8％ 

（2020 年） 

22％ 

（2025 年度末） 

本庁部局長・次長相当職 
市町村 10.1％ 

（2020 年） 

14％ 

（2025 年度末） 

地方公務員の男性の育児休業取得率 8.0％ 

（2019 年度） 

30％ 

（2025 年） 

民間企業の雇用者の各役職段階に占める女性の割合 

 
係長相当職 

18.9％ 

（2019 年） 

30％ 

（2025 年） 

課長相当職 
11.4％ 

（2019 年） 

18％ 

（2025 年） 

部長相当職 
6.9％ 

（2019 年） 

12％ 

（2025 年） 

民間企業における男性の育児休業取得率 
7.48％ 

（2019 年度） 

30％ 

（2025 年） 

 

◆Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現（第５～８分野） 

項 目 現 状 成果目標（期限） 

65 歳から 69 歳までの就業率 - 
男女計：51.6％ 

（2025 年） 

 

◆Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備（第９～11）分野 

項 目 現 状 成果目標（期限） 

「社会全体における男女の地位の平等感」

における「平等」と答えた者の割合 
21.2% 

（2019 年） 

ほぼ全てを目標とし 

つつ、当面 50％ 

（2025 年） 
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（６）沖縄県男女共同参画推進条例（平成 15年４月施行） 

※一部抜粋 

【目的】 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにする

とともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計

画的に推進することを目的とする。 

【定義】 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(１)男女共同参画男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、社会的、経済的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任

を担うことをいう。 

(２)積極的改善措置前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一

方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(３)セクシュアル・ハラスメント他の者に対し、その意に反した性的な言動（以下この号において「性的な言動」という。）によ

り当該者の就業環境その他の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた者の対応により当該者に不利益を与え

ることをいう。 

【基本理念】 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受

けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨とし

て、行われなければならない。 
２ 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、

男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画の推進を阻害する要

因となるおそれがあることに考慮し、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす

影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 
３ 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針の立

案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 
４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他

の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うこと

ができるようにすることを旨として、行われなければならない。 
５ 男女共同参画の推進は、男女が互いの性を理解し合い、生涯にわたる妊娠、出産その他の性及び生殖に関する事

項に関し、自らの決定が尊重されること及び健康な生活を営むことについて配慮されることを旨として、行われなけ

ればならない。 
６ 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的協調の下に行わ

れなければならない。 

【県の責務】 

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積極

的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
２ 県は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村、県民及び事業者と共同して取り組むよう

努めなければならない。 

【県民の責務】 

第５条県民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の

推進に寄与するよう努めるとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものと

する。 

【事業者の責務】 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に寄与するよう努めるとともに、

県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
２ 事業者は、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに、職業生活における活動

と家庭及び地域生活における活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めるものとする。 

【男女の人権侵害の禁止】 

第７条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い、セクシュア

ル・ハラスメント、男女間の暴力的行為（身体的又は著しい精神的な苦痛を与える行為をいう。）その他の行為により

男女の人権を侵害してはならない。 
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【公衆に表示する情報に関する配慮】 

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、性別による差別、セクシュアル・ハラス

メント、男女間における暴力等を正当化し、若しくは助長するような表現又は過度の性的な表現を行わないよう配慮

しなければならない。 

【男女共同参画計画】 

第９条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）第14条第１項に規定する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「沖縄県男女共同参画計画」という。）を定めるに当たって

は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るため、次に掲げる事項について定めるも

のとする。 

(１)男女共同参画の推進に関する総合的かつ長期的な基本方向及び目標 

(２)前号に定める事項に基づき実施すべき具体的な男女共同参画の推進に関する施策 

(３)前２号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

２ 知事は、沖縄県男女共同参画計画を定めるに当たっては、沖縄県男女共同参画審議会の意見を聴かなければな

らない。 

３ 前項の規定は、沖縄県男女共同参画計画の変更について準用する。 

【施策の策定等に当たっての配慮】 

第10条 県は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共

同参画の推進に配慮しなければならない。 

【基本理念の普及啓発】 

第11条 県は、基本理念に対する県民及び事業者の理解を深めるため、必要な広報活動の実施及び普及啓発に努め

るものとする。 

２ 県は、学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育を通じて、男女共同参画の推進に努めるものとする。 

【調査研究】 

第12条 県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うよう努めるものとする。 

第13条 知事は、男女共同参画の推進のために必要があると認められる場合は、事業者に対して、雇用その他の事業

活動における男女共同参画の実態を把握するための調査を行うものとする。 

【市町村との協力】 

第14条 県は、市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施について、必要な協力を行うと

ともに、市町村に対し、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力することを求めることができる。 

【県民等に対する支援】 

第15条 県は、県民及び民間の団体が行う男女共同参画の推進のための活動を支援するため、交流の機会の提供、

情報の提供、相談その他の必要な措置を講ずるものとする。 

【男女間の暴力の防止】 

第16条 県は、配偶者間その他の男女間の暴力を防止するため、啓発、相談、被害者に対する支援その他の必要な

措置を講ずるものとする。 

【苦情等の相談】 

第17条 知事は、男女共同参画の推進に関し、県民又は事業者から、苦情又は申出があった場合は、相談に応じるも

のとする。 

【男女共同参画の状況等の公表】 
第 18条 知事は、毎年度、男女共同参画の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、公表し

なければならない。 
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（７）性の多様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）(令和３年３月） 

 

【沖縄県性の多様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）】 

～誰もが自分らしく幸せに生きることのできる沖縄を目指して～ 

 

人は、みなそれぞれ違う存在であり、自分らしく幸せに生きる権利を持っています。 

人がどのような性を生きるか、どのような性を愛し、愛さないかなどの性のありようは、人権

として尊重されるものです。 

しかし、多様な性に関する無関心・無理解により、差別や偏見にさらされ、生きづらさを感じ

たり、ありのままに生きられず、時に、命まで失ってしまう事があります。 

性の多様性を尊重するということは、全ての人の命を大切にし、共に生きやすい社会を目指す

ことです。それはすなわち、私たちが、そして次代を担う子どもたちが、夢や希望を持って健や

かに生きられる社会を創ることに繋がります。私たちはここに、性の多様性への理解を深め、互

いの個性を認めあい、誰もが自分らしく生きられる心豊かな沖縄を目指し、以下のことに取り組

むことを宣言します。 

 
私たち沖縄県民は、 

 自分の性と全ての人の性のありようを尊重します 

 性に関する多様な声に耳をかたむけます 

 多様な性を理由とする偏見・差別やあらゆる種類の暴力を許しません 

 多様な性を理由とする困難を解消するために取り組んでいきます 

 

（９）宜野湾市男女共同参画都市宣言（平成 22年１月 30日制定） 

 

共に輝く「ねたて」の都市・ぎのわん 男女共同参画都市宣言 

古
いにしえ

より湧き出る 宜野湾
じ の ー ん

の水は、大地を潤し、生命
い の ち

を育み、豊かな歴史と文化を創ってきまし

た。 

わたしたち 宜野湾市民は
じ の ー ん ち ゅ

、平和を希求し、沖縄の中心地として発展する「ねたての 都市
ま ち

・ぎのわ

ん」に誇りをもち、性別や世代を越えて、共に輝く男女共同参画都市“じのーん”を創るため、次の

ことを宣言します。 

 

１．わたしたちは、お互いの個性を尊重し、すべての人が一人の人間として大切にされる“じのー

ん”を築きます。 

１. わたしたちは、性別による固定的な役割や慣習にとらわれず、仕事や地域活動、家事、育児、

介護の責任を分かち合う、思いやりのある“じのーん”をめざします。 

１. わたしたちは、誰でも政治、経済、文化、教育など、社会のあらゆる分野に参画する機会が確

保され、共に輝く“じのーん”をめざします。 

１. わたしたちは、性と生殖に関する理解を高め、多様な性を尊重しつつ、健康な生活が保障され

る、安心な“じのーん”を創ります。 

１. わたしたちは、過去の悲惨な戦争と軍事基地の脅威という歴史的経験から学んだ平和の尊さを

忘れず、恒久平和の発信者としてすべての暴力を否定し、未来へつなぐ地球環境づくりをすす

め、安全な“じのーん”を築きます。 
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（８）宜野湾市男女共同参画推進条例（令和３年７月１日施行） 

 

我が国においては、日本国憲法にすべての国民は個人として尊重され、また法の下に平等であるとうた

われ、男女平等の実現に向けて国際社会における取組とも連動しつつ、男女共同参画社会基本法（平成11

年法律第78号）や関係法令等が整えられてきた。 

宜野湾市においては、「21世紀に翔びたつ新しい女
ひと

と男
ひと

の『ねたての都市
ま ち

』をめざす宜野湾市行動計画

～はごろもぷらん21～」を策定した。その後、名称を「宜野湾市男女共同参画計画～はごろもぷらん～」

へと変更し、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきた。 

さらに、平成22年１月30日には、男女共同参画社会の実現に向けて市民意識の一層の高揚と気運の醸成

を図ることを目的として、「共に輝く「ねたて」の都市
ま ち

・ぎのわん 男女共同参画都市宣言」を行った。 

しかしながら、固定的な男女の役割意識や社会の慣習、しきたり、性別等を理由とした差別や暴力等の

人権侵害は、今なお根強く存在しており、男女平等の推進を妨げる要因となっている。 

すべての人が平和で安心して暮らすためには、平等で多様性を認め合い、あらゆる分野において協働し、

権利が保障され、喜びと責任を分かち合うことのできる人権尊重のまちの実現を図ることが重要である。 

ここに、私たち宜野湾市民は、平和で安心な社会を目指し、市及び市民等が協働して男女共同参画社会

の推進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。 

 

(目的) 

第１条 この条例は、男女共同参画に関する基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとと

もに、市の施策の基本的事項を定め、総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会を

実現することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 すべての人が、社会における対等な存在として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もってすべての人が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2)  多様性 性別等、年齢、障がいの有無、国籍、文化的背景、個性及び能力の違いのことをい

う。 

(3)  市民等 市民、事業者（市内において事業活動を行う全ての個人及び法人その他の団体をい

う。）、教育関係者（市内において学校教育又は社会教育に携わる者をいう。）及び自治会のこ

とをいう。 

(4)  積極的改善措置 社会的・構造的な差別によって、現在不利益を受けている人たちに対して、

一定の範囲で特別な機会を提供すること等により、実質的な機会均等を実現することを目的とし

た措置のことをいう。 

(5)  ドメスティック・バイオレンス 配偶者や恋人等密接な関係にある、又はあった者から受け

る身体的、精神的、性的、経済的又は言語的な暴力又は虐待（子どもを巻き込んでの暴力を含む。) 

のことをいう。 

(6)  性暴力 望まない、同意のない、対等でない、又は強要された性的な行為のことをいう。 

(7)  セクシュアル・ハラスメント 本人が意図する又は意図しないにかかわらず、性的言動によ

り相手や周りの人を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え又は脅威を与えることをいう。 

(基本理念) 

第３条 男女共同参画社会の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的扱いを受けないこと、男女

が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。 

(2) すべての人が、固定的な男女の役割分担意識に基づく社会の制度又は慣行により、社会における

活動の自由な選択に対し影響を及ぼすことがないよう配慮されること。 

(3) すべての人が、それぞれの性を理解し合い、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重され

ること。 

(4) すべての人が、性別等にかかわりなく個人として尊重され、社会の対等な構成員として、社会のあら

ゆる分野における活動の方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。 
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(5) すべての人が、性別等にかかわりなく個人として尊重され、教育の果たす役割の重要性を考慮し、

学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育において、人権教育及び男女平等教育が実現されるよう

配慮されること。 

(6) すべての人が、相互の協力と社会の支援のもと、子育て、介護、その他の活動について安心して行

うことができ、かつ、職場、地域等における活動と両立できるよう配慮されること。 

(７) 国際社会における取組と強調して行うこと。 

(市及び市民等の協働) 

第４条 男女共同参画社会の推進は、市及び市民等が協働して行わなければならない。 

(市民の責務) 

第５条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同

じ。）を総合的に策定し、実施する責務を有するものとする。 

２ 市は、男女共同参画社会の推進に関する施策を実施するにあたっては、市民等、国、県及び他の地方公共

団体と連携するとともに、積極的に協力するよう努めなければならない。 

３ 市は、役職の構成にあたっては、性別等を理由に異なった取扱いをしないよう努めなければならない。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域、その他の社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の推進に積極的に努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、すべての人が職場における活動に対等に参画する機会を確保すると

ともに、職場、家庭、その他における活動が両立して行うことができる職場環境の整備に積極的に努めなけ

ればならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策に、積極的に協力するよう努めなければ

ならない。 

３ 事業者は、役職の構成にあたっては、性別等を理由に異なった取扱をしないよう努めなければならない。 

（教育関係者の責務） 

第８条 教育関係者は、男女共同参画社会の推進における教育の果たす役割の重要性を深く認識し、個々の

教育本来の目的を実現するために、基本理念にのっとり、教育を行わなければならない。 

２ 教育関係者は、市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

３ 教育関係者は、役職の構成にあたっては、性別等を理由に異なった取扱をしないよう努めなければならな

い。 

（自治会の責務) 

第９条 市民団体は、基本理念にのっとり、その活動において、方針の決定、計画の立案等において男女が共

に参画する機会を確保するよう努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力す

るよう努めなければならない。 

（人権侵害の禁止） 

第10条 すべての人は、家庭、職場、学校、地域、その他の社会のあらゆる分野において、次の各号に掲げる

行為により人権を侵害してはならない。 

（１） ドメスティック・バイオレンス 

（２） 性暴力 

（３） セクシュアル・ハラスメント 

（４） その他の人権を侵害する行為 

（公衆に表示する情報に関する配慮） 

第11条 すべての人は、公衆に表示する情報において、固定的な男女の役割分担、すべての暴力等を正当化

若しくは助長させる表現又は過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。 

（男女共同参画計画） 

第12条 市長は、男女共同参画社会の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための男女共同参

画計画を策定しなければならない。 
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２ 市長は、男女共同参画計画を策定するにあたっては、市民等の意見を反映させることができるよう必要な

措置を講じなければならない。 

３ 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前３項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

（施策の策定等にあたっての配慮及び積極的改善措置） 

第13条 市は、あらゆる施策の策定及び実施にあたっては、この条例の基本理念に配慮するものとする。 

２ 市は、市の審議会等の委員を委嘱又は任命するときは、積極的改善措置を講ずることにより、男女の均衡

等を図るよう努めるものとする。 

（調査研究） 

第14条 市は、男女共同参画社会の推進に関する施策に必要な調査研究を行うものとする。 

（普及啓発活動） 

第15条 市は、男女共同参画社会の推進に関して、市民等の理解を深めるため、広報活動、情報の提供その

他の必要な措置を講ずるものとする。 

（実施状況の公表） 

第16条 市長は、毎年度、男女共同参画社会の推進に関する施策の実施状況を公表しなければならない。 

（男女共同参画会議） 

第17条 市長は、男女共同参画社会の推進に関する施策その他必要な事項を審議させるため宜野湾市男女

共同参画会議（以下「参画会議」という。）を置く。 

２ 参画会議の組織及び運営に関し必要な事項は、宜野湾市男女共同参画会議規則（平成５年宜野湾市規

則第４号）に定める。 

（苦情又は相談への対応） 

第18条 市民等は、市長に対して、この条例及び市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策又は

それに影響を及ぼすと認められる施策について、書面により苦情又は相談を申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出があった場合は、必要に応じて参画会議の意見を聴き、又は関係機関と連

携し、適切な措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に策定されている「第３次宜野湾市男女共同参画計画～はごろもぷらん～（改訂

版）」（令和２年４月策定）は、第12条の規定により策定し、公表された男女共同参画行動計画とみなす。 

（宜野湾市附属機関設置条例の一部改正） 

３ 宜野湾市附属機関設置条例（昭和55年宜野湾市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 別表市長の部宜野湾市男女共同参画会議の項を削る。 
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２．本市の男女共同参画に関する現状と課題 

（１）統計データからみる現状と課題 

１）人口・世帯の推移 

宜野湾市の人口・世帯数をみると、2020（令和２）年現在の人口は 100,125 人、世帯

数は 44,163世帯で、１世帯当たり人員数は 2.24人となっています。 

2000（平成 12）年以降の推移をみると、人口は増加傾向にあり、世帯数も一貫して増

加しています。世帯増加率が人口増加率を上回り続けているため、１世帯当たり人員数

は年々減少しています。 
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■人口・世帯の推移 

2000年
平成12年

2005年
平成17年

2010年
平成22年

2015年
平成27年

2020年
令和２年

人口 86,744 89,769 91,928 96,243 100,125

人口増加数 ― 3,025 2,159 4,315 3,882

人口増加率（%） ― 3.5% 2.4% 4.7% 4.0%

世帯総数 31,942 34,738 36,361 39,333 44,163

世帯増加数 ― 2,796 1,623 2,972 4,830

世帯増加率（%） ― 8.8% 4.7% 8.2% 12.3%

一世帯あたり人員 2.72 2.56 2.51 2.42 2.24
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２）年齢３階層別人口 

2020（令和２）年の年齢３階層別人口をみると、年少人口（０～14歳）が２割弱（16.7%）、

生産年齢人口（15～64歳）が６割強（63.5%）、老年人口（65歳以上）が約２割（19.8%）と

なっています。2000（平成 12）年以降の推移をみると、年少人口の割合、生産年齢人口の

割合は減少が続く一方で、老年人口の割合は年々増加しており、少子高齢化が進んでいま

す。 

沖縄県と比較すると、生産年齢人口の割合が高く、老年人口の割合が低くなっています。 
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出典：「国勢調査結果」総務省統計局 

■年齢３階層別人口の推移 

■宜野湾市の年齢３階層別人口 

出典：「国勢調査結果」総務省統計局 

人口 割合 人口 割合

男性 8,483 19.2% 8,412 17.2%
女性 8,063 17.3% 8,273 16.1%
男性 29,904 67.7% 31,754 65.0%
女性 30,960 66.3% 31,856 62.1%
男性 5,774 13.1% 8,660 17.7%
女性 7,654 16.4% 11,170 21.8%
男性 44,720 100.0% 48,826 100.0%
女性 47,208 100.0% 51,299 100.0%

2020年
令和２年

生産年齢人口
（15歳以上65歳未満）

老年人口
（65歳以上）

総数

年少人口
（15歳未満）

2010年
平成22年
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３）人口動態 

2014（平成 26）年から 2023（令和５）年の 10 年間の人口増減をみると、人口増の年

が多くなっています。この間、自然増減数は一貫してプラスの値（自然増）となってい

ますが、増加数は減少傾向にあります。社会増減はマイナスの値（社会減）の年が多く

なっており、2021（令和３）年以降は社会減が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人）

出生者数 死亡者数 自然増減数 転入者数 転出者数 社会増減数

2014（平成26）年 1,250 555 695 5,468 5,462 6 701

2015（平成27）年 1,246 570 676 5,668 5,379 289 965

2016（平成28）年 1,325 613 712 5,751 5,803 -52 660

2017（平成29）年 1,212 626 586 5,317 5,981 -664 -78

2018（平成30）年 1,201 682 519 5,553 5,690 -137 382

2019（令和元）年 1,154 645 509 5,877 5,500 377 886

2020（令和２）年 1,191 663 528 5,796 5,415 381 909

2021（令和３）年 1,173 732 441 5,190 5,681 -491 -50

2022（令和４）年 1,069 793 276 5,338 5,512 -174 102

2023（令和５）年 984 861 123 5,224 5,492 -268 -145

自然動態 社会動態 人口
増減数
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■人口動態の推移 

出典：「人口移動報告年報」沖縄県 

■宜野湾市の人口動態 

出典：「人口移動報告年報」沖縄県 
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４）世帯の家族類型 

本市の一般世帯の家族類型をみると、核家族世帯の占める割合は減少傾向にあり、2020

（令和２）年には５割強（52.5％）と、2000（平成 12）年から約９ポイント減少してい

ます。一方、単独世帯は増加傾向にあり、2020（令和２）年には４割強（41.0％）と、

2000（平成 12）年から約 11ポイントの増加となっています。 

また、核家族世帯の家族類型をみると、夫婦と子供からなる世帯の割合は減少傾向に

あり、2020（令和２）年には約５割（50.7％）と、2000（平成 12）年から約 11ポイント

の減少となっています。一方、夫婦のみ世帯の割合は増加傾向にあり、2020（令和２）年

には３割弱（27.3％）と、2000（平成 12）年から約８ポイントの増加となっています。 
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■一般世帯の家族類型の推移 

■核家族世帯の家族類型の推移 

 

出典：「国勢調査結果」総務省統計局 

出典：「国勢調査結果」総務省統計局 
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５）母子・父子世帯の状況 

2020（令和２）年の国勢調査によると、20歳未満の世帯員がいる核家族世帯において、

母子世帯の割合は 9.5％となっており、県内市部（9.3％）や県（9.4％）とほぼ同じ割合

となっています。また、父子世帯の割合は 1.0％と県内市部（1.1％）や県（1.1％）と同

程度です。 

なお、沖縄県民の年間収入は、勤労者世帯（二人以上の世帯）であれば半数以上が 500

万円以上となっていますが、母子世帯では 300～400 万円が最も多く、父子世帯では 500

万円以上が最も多くなっています。500万円以上の割合は、勤労者世帯（二人以上の世帯）

よりも低く、ひとり親世帯とそうでない世帯との間に、収入の大きな違いが見られます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

宜野湾市 市部 沖縄県 全国
20歳未満世帯員のいる核家族世帯 10,008 111,356 143,841 10,124,964
母子世帯数 954 10,394 13,575 646,809
母子世帯の割合 9.5% 9.3% 9.4% 6.4%
父子世帯数 105 1,217 1,651 74,481
父子世帯の割合 1.0% 1.1% 1.1% 0.7%

■母子・父子世帯数 

出典：「国勢調査結果」総務省統計局 

※勤労者世帯（二人以上の世帯）の年間収入は、「2019 年全国家計構造調査」の沖縄県の数値。 

※母子世帯及び父子世帯の年間収入は、「令和５年度沖縄県ひとり親世帯等実態調査報告書」の

数値。 

出典：「2019 年全国家計構造調査」総務省統計局 

「令和５年度沖縄県ひとり親世帯等実態調査報告書」沖縄県 

■沖縄県における世帯類型別の年間収入分布 
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６）婚姻・離婚状況 

2022（令和４）年の宜野湾市における婚姻件数は 547 件、婚姻率（人口千対）は 5.5‰

となっており、増加に転じた年もあるものの、2012（平成 24）年から減少傾向にありま

す。婚姻率は、この間常に沖縄県の値を上回っています。 

2022（令和４）年の宜野湾市における離婚件数は 244 件、離婚率（人口千対）は 2.5‰

となっており、増減を繰り返しながらも、おおむね横ばいで推移しています。離婚率は、

おおむね沖縄県の値を上回るか同程度となっていますが、2020（令和２）年はわずかに

下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■婚姻件数及び婚姻率の推移 

※婚姻率（単位：‰）＝年間婚姻届出件数/全体人口×1000 

出典：「沖縄県人口動態統計」沖縄県 

■離婚件数及び離婚率の推移 

※離婚率（単位：‰）＝年間離婚届出件数/全体人口×1000 

出典：「沖縄県人口動態統計」沖縄県 
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７）待機児童 

2023（令和５）年の宜野湾市の待機児童数は 32人となっており、市部平均と比べてや

や多くなっています。2015（平成 27）年以降の推移をみると、2015（平成 27）年には市

部平均の２倍程度の待機児童がいましたが、翌年以降は市部とほぼ同じかやや低い人数

で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015年
平成27年

2016年
平成28年

2017年
平成29年

2018年
平成30年

2019年
令和元年

2020年
令和２年

2021年
令和３年

2022年
令和４年

2023年
令和５年

那覇市 539 559 200 138 250 153 37 23 48

宜野湾市 350 172 140 99 71 46 35 33 32

石垣市 206 147 31 36 55 35 0 0 0

浦添市 157 231 236 63 85 7 19 31 29

名護市 17 21 12 1 45 82 65 52 56

糸満市 127 58 27 25 54 26 12 67 35

沖縄市 296 360 440 264 198 100 46 15 29

豊見城市 41 42 36 69 89 139 76 6 29

うるま市 115 131 333 236 75 66 29 7 2

宮古島市 48 61 63 28 12 9 2 0 0

南城市 96 77 94 143 145 110 45 64 9

市部平均 181 169 147 100 98 70 33 27 24

■宜野湾市と沖縄県市部平均の待機児童数の推移 

※いずれも各年４月１日現在 

出典：「各市町村別保育所入所待機児童数」沖縄県 
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８）若年出産の状況 

宜野湾市及び沖縄県の若年出産（母親年齢が 19歳以下）の割合は減少傾向にあるもの

の、全国に比べて約２倍程度で推移しています。宜野湾市における若年出産の割合は、

2017（平成 29）年以降沖縄県と比べても高くなっています。 

若年出産は、妊娠をきっかけに孤立したり中絶や虐待に至ったりするなど社会的な問

題が多く、母親やその子にとってハイリスクになる場合があります。 

 

 

■若年出産割合の推移 
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９）女性相談状況 

2022（令和４）年の女性相談処理件数は合計で 291人となっており、内訳は DV被害が

195 人と最も多く、次いでその他（75人）、離婚問題（20人）、生活困窮（１人）となっ

ています。 

2018（平成 30）年以降の推移をみると、2021（令和３）年に大きく増加しており、新

型コロナウイルス感染拡大が影響していると考えられます。 
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■女性相談の処理件数の推移 

出典：「宜野湾市福祉保健の概要」宜野湾市 

新規 再来 合計 新規 再来 合計 新規 再来 合計 新規 再来 合計 新規 再来 合計 新規 再来 合計
2018年

平成30年
43 60 103 39 8 47 5 0 5 38 17 55 125 85 210 135 368 503

2019年
令和元年

79 81 160 8 2 10 0 0 0 34 17 51 121 100 221 280 236 516

2020年
令和２年

73 92 165 15 4 19 1 0 1 40 26 66 129 122 251 129 588 717

2021年
令和３年

66 101 167 17 7 24 2 2 4 45 50 95 130 160 290 131 807 938

2022年
令和４年

81 114 195 14 6 20 0 1 1 34 41 75 129 162 291 129 751 880

DV被害 離婚問題 生活困窮 その他 合計
相談

 延べ件数
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10）性別・年齢階級別労働力率 

2020（令和２）年の宜野湾市における性別・年齢階級別の労働力率をみると、25歳～

59 歳まで男性は年齢による変化がほとんどみられませんが、女性は 25～29 歳をピーク

に減少し、再び増加する M字カーブが若干みられます。一方で、2000（平成 12）年と比

べると、女性の労働力率は上昇しており、M 字カーブは改善傾向にあります。 

男女ともに 60歳以上で労働力率が増加しており、2020（令和２）年においては、70～

74 歳でも、男性は４割弱（38.0％）、女性は２割強（23.3％）となっています。 

それぞれ沖縄県と比較すると、宜野湾市の労働力率は、沖縄県とほぼ同じ割合となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■宜野湾市における男性（上）及び女性（下）の年齢階級別労働力率の推移 

出典：「国勢調査結果」総務省統計局 
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11）性別・年齢階級別就業率 

2020（令和２）年の宜野湾市における性別・年齢階級別の就業率をみると、労働力率と

ほぼ同様の傾向となっています。それぞれ沖縄県と比較すると、宜野湾市の就業率は、

沖縄県とほぼ同じ割合となっています。 

国の第５次男女共同参画基本計画では、2025（令和７）年までに「25 歳から 44歳まで

の女性の就業率」を 82％に引き上げることを掲げています。参考までに、2020（令和２）

年時点で本市では 80.7％となっています。 
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■宜野湾市における男性（上）及び女性（下）の年齢階級別就業率の推移 

※就業率とは、15 歳以上人口に占める就業者の割合。 

平成 27 年及び令和２年の就業率は不詳補完による。 

平成 22 年の就業率は、15 歳以上人口から「労働力状態不詳」を除いた人口で就業者数

を除した数値。 

出典：「国勢調査結果」総務省統計局 
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12）性別・年齢階級別完全失業率 

2020（令和２）年の宜野湾市における性別・年齢階級別の完全失業率をみると、男性は

４％～16％台で推移していますが、女性は３％～12％台で推移しており、男性よりも女

性の方が完全失業率は低くなっています。 

それぞれ全国と比較すると、15～19歳で男性は２割弱（16.4％）、女性は１割強（12.2％）

と全国と比べて高くなっているものの、30～49歳では全国とほぼ同じ水準となっていま

す。また、沖縄県と比べると、男性は 15～19歳で沖縄県よりやや高く、女性は 15～24歳

でやや高くなっていますが、以降は沖縄県とほぼ同じ水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※完全失業率とは、労働力人口に占める完全失業者の割合。 

※令和２年の労働力人口及び完全失業者数は不詳補完による。 

出典：「国勢調査結果」総務省統計局 

■宜野湾市における男性（上）及び女性（下）の年齢階級別完全失業率の推移 
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13）性別従業上の地位 

2020（令和２）年度の国勢調査における男女別従業上の地位をみると、正規の職員・従

業員は男性で 72.2％であるのに対して女性では 50.3％となっています。また、パート・

アルバイト等では男性が 18.2％であるのに対し、女性は 44.3％と、女性は男性に比べて

正規雇用が少なく、非正規雇用が多い現状にあります。 

また、国勢調査の結果をもとに、2010（平成 22）年から 2020（令和２）年までの 10年

間の従業上の地位をみると、いずれの年においても女性の役員、雇人のある業主、雇人

のない業主の割合は男性の半分以下にとどまっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

雇用者
（役員を含む）

正規の職
員・従業員

派遣社員
パート・ア
ルバイト等

役員

総数 44,436 27,363 1,184 13,683 2,206

男性 22,921 16,539 466 4,162 1,754

女性 21,515 10,824 718 9,521 452

61.6%
72.2%

50.3%

2.7%

2.0%

3.3%

30.8%
18.2%

44.3%

5.0% 7.7% 2.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

総数 男性 女性

正規の職員・従業員 派遣社員 パート・アルバイト等 役員

■宜野湾市の男女別従業上の地位 

出典：「国勢調査結果」総務省統計局 

出典：「国勢調査結果」総務省統計局 

■宜野湾市の男女別従業上の地位 
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14）週間就業時間 60時間以上の雇用者 

労働力調査（基本集計）における週間就業時間 60 時間以上の雇用者の割合をみると、

2023（令和５）年時点で全国 5.0％に対して、沖縄地方では 3.2％となっています。また、

沖縄地方の男女別にみると、男性は 2019（令和元）年に 9.7％から 6.3％に減少したのち

横ばいで推移し、女性は 2020（令和２）年以降 0.0 で推移しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実数（万人） 割合 実数（万人） 割合
2018年 397 6.9% 3 5.1%
2019年 374 6.4% 3 5.0%
2020年 292 5.1% 2 3.3%
2021年 290 5.0% 2 3.3%
2022年 298 5.1% 2 3.2%
2023年 291 5.0% 2 3.2%

全国 沖縄地方

■週間就業時間 60 時間以上の雇用者の割合・実数 

■沖縄地方における週間就業時間 60 時間以上の雇用者の割合 

出典：「国勢調査結果」総務省統計局 
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15）SNSによる児童生徒の性被害 

警察庁の「少年非行及び子供の性被害」によると、2023（令和５）年の SNS による児

童生徒の性被害は全国で 1,665 件となっています。2019（令和元）年に２千件を超えて

以降減少傾向にあるものの、高い水準で推移しています。また、近年は被害に遭う小学

生が増加しており、2014（平成 26）年に 38人でしたが、2023（令和５）年には 139人と

３倍以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ＳＮＳとは、本統計では、通信ゲームを含み、届出のある出会い系サイトを除いたものをいう。 

※ＳＮＳに起因する事犯とは、ＳＮＳを通じて面識のない被疑者と被害児童が知り合い、交際や知人関係等に

発展する前に被害にあった事犯をいう。 

※対象犯罪は、児童福祉法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、青少年保護育成条例違反、重要犯罪等（殺

人、強盗、放火、不同意性交等、略取誘拐、人身売買、不同意わいせつ、逮捕監禁）、面会要求等及び性的姿

態撮影等処罰法第２条から第６条に規定する罪（面会要求等及び性的姿態撮影等処罰法違反は令和５年から

追加） 

※刑法の一部が改正（令和５年７月 13 日施行）され、強制性交等及び強制わいせつの罪名、構成要件が改め

られたことに伴い、「強制性交等」を「不同意性交等」に、「強制わいせつ」を「不同意わいせつ」に変更し

た。 

出典：警察庁「少年非行及び子供の性被害 統計データ」 

■【ＳＮＳに起因する事犯】罪種別の被害児童数の推移 

■【ＳＮＳに起因する事犯】学校種別の被害児童数の推移 
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16）議会・行政における女性の登用状況 

宜野湾市における、2023（令和５）年の女性の登用状況等をみると、宜野湾市議会では

11.5％、宜野湾市審議会等の総計では 30.2％、管理職の在職状況では 26.1％、うち一般

行政職では 28.2％となっています。管理職における女性管理職の割合が市部の中で高い

状況となっていますが、宜野湾市議会における女性議員の割合は低い状況となっていま

す。 

2016（平成 28）年からの推移をみると、増減を繰り返しながらおおむね横ばいで推移

しており、最も増加した宜野湾市議会における女性議員の割合でも、約４ポイントの増

加となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■県内市部における女性の登用状況 

※いずれも４月１日現在。「管理職」とは、本庁の課長及びこれに相当する職以上。 

出典：「市町村における男女共同参画の状況」沖縄県 

■宜野湾市における女性の登用状況の推移 

年 計
うち
女性

割合 計
うち
女性

割合 計
うち
女性

割合 計
うち
女性

割合

2016（平成28）年 26 2 7.7 410 141 34.4 76 18 23.7 58 17 29.3
2017（平成29）年 25 2 8.0 578 196 33.9 77 19 24.7 62 18 29.0
2018（平成30）年 25 2 8.0 658 227 34.5 77 21 27.3 62 20 32.3
2019（令和元）年 26 1 3.8 641 225 35.1 79 19 24.1 63 19 30.2
2020（令和２）年 25 1 4.0 587 184 31.3 77 17 22.1 67 17 25.4
2021（令和３）年 25 1 4.0 696 220 31.6 83 19 22.9 73 19 26.0
2022（令和４）年 25 1 4.0 672 215 32.0 87 22 25.3 68 19 27.9
2023（令和５）年 26 3 11.5 672 203 30.2 88 23 26.1 71 20 28.2

宜野湾市議会における議員 宜野湾市審議会等  総計 管理職の在職状況 うち一般行政職
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17）市役所における登用状況の推移 

宜野湾市職員に占める女性の割合は、2014（平成 26）年度からほぼ横ばい（４割前後）

で推移しています。係長級の女性の割合は、年度によって多少の増減はありますが、全

体的に増加傾向にあり、2023（令和５）年度には３人に１人となっています。 

また、管理職（課長級以上）の女性の割合は、2018（平成 30）年度に 27.3％と最も高

くなっています。その後、管理職（課長級以上）の全体数が増えたことで、女性の割合が

低くなった時期があったものの、近年は増加傾向にあります。 

 

■宜野湾市の女性職員数及び割合の推移（各年４月１日現在） 

 

 

■女性職員の割合 

 

 

 

  

女性（人） 男性（人） 割合（％） 女性（人） 男性（人） 割合（％） 女性（人） 男性（人） 割合（％）

平成26年 699 275 424 39.3% 186 48 138 25.8% 74 15 59 20.3%
平成27年 691 273 418 39.5% 191 53 138 27.7% 73 16 57 21.9%
平成28年 698 277 421 39.7% 189 55 134 29.1% 75 18 57 24.0%
平成29年 708 280 428 39.5% 188 55 133 29.3% 77 19 58 24.7%
平成30年 711 279 432 39.2% 190 57 133 30.0% 77 21 56 27.3%
令和元年 717 283 434 39.5% 194 57 137 29.4% 80 20 60 25.0%
令和２年 715 284 431 39.7% 195 60 135 30.8% 77 17 60 22.1%
令和３年 733 288 445 39.3% 194 58 136 29.9% 83 19 64 22.9%
令和４年 750 299 451 39.9% 204 61 143 29.9% 88 22 66 25.0%
令和５年 756 307 449 40.6% 212 70 142 33.0% 88 23 65 26.1%

資料：職員配置状況（宜野湾市人事課）

全職員 係長級 管理職（課長級以上）

計（人） 計（人） 計（人）

39.3 39.5 39.7 39.5 39.2 39.5 39.7 39.3 39.9 40.6 

25.8 
27.7 

29.1 29.3 30.0 29.4 
30.8 29.9 29.9 

33.0 

20.3 
21.9 

24.0 24.7 

27.3 

25.0 

22.1 22.9 
25.0 

26.1 

15.0

25.0

35.0

45.0

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（％） 全職員 係長級 管理職

資料：職員配置状況（宜野湾市人事課）



59 

18）市内自治会長の状況 

自治会における女性自治会長の状況をみると、2023（令和５）年において、本市の自治

会長総数 23人のうち、女性会長は７人（30.4％）となっています。沖縄県市部計（13.0％）、

沖縄県市町村合計（12.6％）に比べ、女性登用率が高くなっています。 

 

■自治会における女性自治会長の状況の推移 

 

 

■自治会における女性自治会長の割合 

 

 

  

女性（人） 男性（人） 割合（％） 女性（人） 男性（人） 割合（％） 女性（人） 男性（人） 割合（％）

宜野湾市 23 7 16 30.4% 23 5 18 21.7% 23 7 16 30.4%
市部 計 680 69 611 10.1% 679 78 601 11.5% 678 88 590 13.0%

市町村 合計 1,066 104 962 9.8% 1,039 118 921 11.4% 1,062 134 928 12.6%
資料：内閣府　地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況

平成30年 令和２年 令和５年
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資料：内閣府 地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況
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（２）各種調査結果からみる現状と課題 

１）調査の目的・実施概要 

本調査は、第４次計画策定に先立ち、男女共同参画に関する現在の価値観やニーズ、

解決すべき課題等を把握するため、市民等を対象に意識調査を行い、その結果を整理・

分析し、第４次計画策定における基礎資料を作成することを目的に実施しました。 

 

  ■計画の実施概要及び回収結果 

調査種類 調査対象 実施方法 

市民 
16～69 歳の市民 

（3,000 人） 

期間：令和６年１月１日（発送）～26 日 

手法：郵送配付、郵送・WEB 回収 

事業所 
市内法人事業所 

（1,400 事業所） 

令和６年１月１日（発送）～26 日 

手法：郵送配付、郵送・WEB 回収 

市職員 
1,439 人（調査期間中の産休・育休

職員を除いた人数） 

期間：令和６年１月 17 日～２月９日 

手法：WEB アンケート 

小中学生 
市内公立小学校６年生（約 1,100

人）、同中学２年生（約 1,020 人） 

期間：令和６年１月 15 日～31 日 

手法：WEB アンケート 

高校生 
市内の高校に通う２年生 

（790 人） 

期間：令和６年７月 17 日～31 日 

手法：Web アンケート 

 

調査種類 対象件数 有効回収数 有効回収率 

市民 3,000 件（差戻 17 件） 458 件 15.4％ 

事業所 1,400 件（差戻 316 件） 160 件 14.8％ 

市職員 1,439 件 398 件 27.7％ 

小中学生 
約 1,100 件（小６） 

約 1,020 件（中２） 

787 件（小６） 

789 件（中 2） 

71.5％ 

77.4％ 

高校生 790 件 283 件 35.8％ 

 

２）結果の見方 

四捨五入による有効数字の関係上、単数回答であっても合計値が 100％にならない場

合があります。 

複数回答の設問の場合、有効回答者数に対して、それぞれの割合を示しています。 

グラフの値については、レイアウトの関係上省略することがあります。 

前回調査の値については、『宜野湾市多様性を大切にする社会づくりに向けたアンケー

ト調査報告書（令和２年）』を参照にしています。 

クロス集計において、母数が少ない属性はグラフの掲載に留めます。 
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女性

60.0 

男性
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３）市民アンケート調査 

【回答者の属性】 
 

■回答者の性別 

 

 

 

 

 

 

■回答者の年代 

 

 

 

 

 

 

 

【各分野の男女の地位の平等感】 

下記の①～⑧に挙げる分野の男女の地位の平等感について、「平等である」の割合が最

も高いのは「学校教育の場」となっています。 

各分野の男女の地位の平等感について、『男性優遇（「男性が優遇」＋「どちらかと言えば

男性が優遇」）』と『女性優遇（「女性が優遇」＋「どちらかと言えば女性が優遇」）』をみると、

すべての分野において、『男性優遇』と回答している方が多く、「男性が優遇されている」

の割合が最も高いのは「政治の場」の 82.1％となっています。 

■次のような分野で男女の地位は平等になっていると思いますか 

 

 

  

10.7

13.8

4.6

8.3

47.6

22.7

34.1

26.2

35.8

38.0

14.6

30.8

34.5

29.9

41.5

51.1

33.0

28.4

47.2

32.3

7.0

24.7

10.7

10.7

8.3

3.9

2.6

3.7

1.1

5.0

2.2

2.0

2.0

1.7

0.7

0.7

0.4

1.3

0.9

1.1

9.4

13.3

29.5

22.9

8.3

15.3

9.4

8.1

0.9

0.9

0.9

1.3

1.1

1.1

1.3

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家庭生活で

②職場で

③学校教育の場で

④地域活動・社会活動の場で

⑤政治の場で

⑥法律や制度の上で

⑦社会通念・慣習・しきたり

などで

⑧社会全体的にみた場合

男性が優遇 どちらかと言えば男性が優遇
平等 どちらかと言えば女性が優遇
女性が優遇 分からない
無回答
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【男性の家事参加】 

男性の家事参加について、前回調査結果と比較し、平日の「家事」、「子育て」の時間は

ともに増えているものの、「看護・看病」の時間は減少しています。 

 

■あなたは日頃、次の①～③についてどのくらいの時間をかけていますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【固定的性別役割分担意識】 

「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」といった性別によって役割を固定

する考え方（固定的性別役割分担意識）について、性別・年齢別ともに『反対（「反対」

＋「どちらかといえば反対」）』の割合が高くなっています。 

 

■「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」といった性別で役割を固定する 

（決めつける）考え方について、どう思いますか 

 

 

 

 

 

  

8.8

18.0

45.1

47.7

88.2

78.4

40.2

35.1

19.6

15.3

30.4

31.5

21.6

18.9

2.9

5.4

13.7

9.0

5.9

4.5

4.9

2.7

4.9

3.6

5.9

2.7

1.0

1.8

2.0

2.7

2.0

10.8

2.9

11.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査(ｎ=102)

前回調査(ｎ=111)

今回調査(ｎ=102)

前回調査(ｎ=111)

今回調査(ｎ=102)

前回調査(ｎ=111)

家
事

子
育

て
看

病
介

護

男性【平日】

なし 約30分 約１時間 約２時間 ３時間以上 無回答

(単数回答)

１．賛成
２．どちら
かといえば

賛成

３．どちら
かといえば

反対
４．反対

５．どちら
でもない

無回答

6 33 104 207 104 4
1.3 7.2 22.7 45.2 22.7 0.9

2 18 70 123 58 4
0.7 6.5 25.5 44.7 21.1 1.5

4 15 32 75 45 0
2.3 8.8 18.7 43.9 26.3 0.0

0 1 3 10 1 0
0.0 6.7 20.0 66.7 6.7 0.0

1 2 6 19 10 1
2.6 5.1 15.4 48.7 25.6 2.6

0 6 21 35 14 1
0.0 7.8 27.3 45.5 18.2 1.3

1 5 16 28 16 1
1.5 7.5 23.9 41.8 23.9 1.5

0 2 13 9 8 0
0.0 6.3 40.6 28.1 25.0 0.0

0 2 11 22 9 1
0.0 4.4 24.4 48.9 20.0 2.2

1 0 1 8 7 0
5.9 0.0 5.9 47.1 41.2 0.0

0 2 4 10 6 0
0.0 9.1 18.2 45.5 27.3 0.0

0 2 9 20 17 0
0.0 4.2 18.8 41.7 35.4 0.0

2 6 5 18 6 0
5.4 16.2 13.5 48.6 16.2 0.0

0 2 3 13 0 0
0.0 11.1 16.7 72.2 0.0 0.0

1 3 10 6 9 0
3.4 10.3 34.5 20.7 31.0 0.0

40代（ｎ=37）

50代（ｎ=18）

60代（ｎ=29）

上段：件数
下段：横％

女性全体（ｎ=275）

男性全体（ｎ=171）

10代（ｎ=15）

20代（ｎ=39）

30代（ｎ=77）
女
性

男
性

全体（ｎ=458）

40代（ｎ=67）

50代（ｎ=32）

60代（ｎ=45）

10代（ｎ=17）

20代（ｎ=22）

30代（ｎ=48）
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【職場・就労環境】 

職場・就労環境について、『そう思う（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）』は「仕

事の内容面で男女差がある」が 51.1％と最も高く、次いで「男女不平等に関わる悩みや

不満はない」、「昇進・昇格や能力評価に男女差がある」となっています。 

 

■職場・就労環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.7

19.5

18.4

10.6

13.8

10.3

21.3

22.7

31.6

28.4

26.7

27.0

24.7

28.2

16.7

18.4

15.8

19.5

18.4

21.3

24.4

40.8

27.3

33.6

39.4

36.8

39.4

22.1

3.2

3.2

3.7

3.7

4.0

4.3

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賃金に男女差がある

仕事の内容面で男女差がある

昇進・昇格や能力評価に男女差が

ある

女性は結婚退職･出産退職する慣習

がある

女性の課長･部長への登用に消極的

である

男女別で配置転換が行われている

男女不平等に関わる悩みや不満は

ない

そう思う どちらかと言えばそう思う

どちらかと言えばそう思わない そう思わない

無回答
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【女性が出産等を理由に離職せずに、働き続けるための環境】 

女性が出産等を理由に離職せずに、働き続けるための環境について、「保育所など、子

どもを預けられる環境の整備」が男女ともに約７割となっています。 

 

■女性が働き続けるために家庭・社会・職場において必要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69.9

29.3

36.7

23.8

40.8

19.9

31.0

23.6

8.7

21.2

13.3

1.5

0.4

1.1

0.4

70.5

26.2

39.6

22.9

41.1

22.9

34.9

22.5

8.7

23.3

15.3

1.8

0.4

1.4

0.0

69.6

33.3

31.6

24.0

39.8

15.2

25.1

24.0

9.4

16.4

9.4

1.2

0.6

1.8

1.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

保育所など、子どもを預けられる環境の整備

女性が働き続けられることへの周囲の理解・意識改革

男性の家事参加への理解・意識改革

家事・育児支援サービスの充実

職場における育児・介護との両立支援制度の充実

介護支援サービスの充実

短時間勤務制度や住宅勤務制度などの導入

男女双方の長時間労働の改善を含めた働き方改革

働き続けることへの女性自身の意識化企画

育児や介護を理由とした不利益な取り扱いの禁止

希望する部署や勤務地への配慮

その他

特にない

わからない

無回答

(%)

全体（ｎ=458）

女性全体（n=275）

男性全体（n=171）
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【育児休業制度】 

育児休業制度の利用状況について、「利用したことがある」の割合は女性が２割強、男

性が１割弱となっており、依然として男性の取得が低くなっています。 

育児休業制度の利用状況について、性別・年齢別にみると女性では 30代、40代の取得

率が４割程度に対して、男性は２割弱となっています。また、若い世代及び男性では「育

児休業制度」の認知度も低い状況にあります。 

 

■育児休業制度を知っている、または利用したことがありますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(単数回答)

１．利用し
たことがあ
る

２．知って
いるが利用
したことは
ない

３．知らな
い

無回答

82 284 84 8

17.9 62.0 18.3 1.7

68 162 40 5
24.7 58.9 14.5 1.8

13 113 42 3
7.6 66.1 24.6 1.8

0 9 6 0
0.0 60.0 40.0 0.0

5 27 7 0
12.8 69.2 17.9 0.0

31 41 5 0
40.3 53.2 6.5 0.0

25 33 8 1
37.3 49.3 11.9 1.5

3 24 4 1
9.4 75.0 12.5 3.1

4 28 10 3
8.9 62.2 22.2 6.7

0 9 8 0
0.0 52.9 47.1 0.0

2 14 6 0
9.1 63.6 27.3 0.0

8 35 5 0
16.7 72.9 10.4 0.0

3 23 11 0
8.1 62.2 29.7 0.0

0 14 4 0
0.0 77.8 22.2 0.0

0 18 8 3
0.0 62.1 27.6 10.3

上段：件数
下段：横％

全体（ｎ=458）

女性全体（ｎ=275）

男性全体（ｎ=171）

女
性

10代（ｎ=15）

20代（ｎ=39）

30代（ｎ=77）

40代（ｎ=67）

50代（ｎ=32）

60代（ｎ=45）

男
性

10代（ｎ=17）

20代（ｎ=22）

30代（ｎ=48）

40代（ｎ=37）

50代（ｎ=18）

60代（ｎ=29）
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9.6

8.4

5.7

6.0

81.2

78.3

3.5

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

(ｎ=458)

前回調査

(ｎ=419)

１，２度あった ２．何度もあった ３．まったっくない 無回答

【ＤＶ被害経験の有無】 

配偶者等からのＤＶ経験の有無について、『あった（「1、2度あった」＋「何度もあった」）』

割合は「心理的攻撃」が最も高く、次いで「身体的暴力」となっています。 

 

■配偶者・パートナー、交際相手からの虐待の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【身体的暴力の被害経験】 

   身体的暴力の経験が『あった』の割合は今回調査で 10.0％、前回調査では 8.8％です

が、統計的な有意差は必ずしもみられませんでした。 

 

 

 

 

 

 

【心理的攻撃の被害経験】 

   心理的攻撃の経験が『あった』の割合は今回調査で 15.3％、前回調査では 14.4％です

が、統計的な有意差は必ずしもみられませんでした。 

 

 

 

 

 

 

【経済的圧迫の被害経験】 

経済的圧迫の経験が『あった』の割合は今回調査で 6.6％、前回調査では 7.6％ですが、

統計的な有意差は必ずしもみられませんでした。 

 

 

 

  

7.4

9.6

3.1

3.2

2.6

5.7

3.5

2.8

86.7

81.2

90.2

90.4

3.3

3.5

3.3

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①身体的暴力

②心理的攻撃

③経済的圧迫

④性的強要

（ｎ＝458）

１，２度あった ２．何度もあった ３．まったっくない 無回答

7.4

6.4

2.6

2.4

86.7

84.5

3.3

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

(ｎ=458)

前回調査

(ｎ=419)

１，２度あった ２．何度もあった ３．まったっくない 無回答

3.1

2.6

3.5

5.0

90.2

84.7

3.3

7.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

(ｎ=458)

前回調査

(ｎ=419)

１，２度あった ２．何度もあった ３．まったっくない 無回答
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3.3

6.6

0.0

2.2

3.3

4.4

1.1

4.4

18.7

29.7

6.6

44.0

2.2

4.8

7.1

0.0

0.0

3.6

2.4

1.2

4.8

27.4

33.3

1.2

36.9

6.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

県配偶者暴力相談支援センターや県男女共同参画セ

ンターに相談

警察に連絡・相談した

法務局・地方法務局、人権擁護委員に相談した

上記以外の公的機関（市役所など）に相談した

民間の専門家や専門機関（弁護士、弁護士会、カウ

ンセリング機関、民間シェルター）に相談した

医療関係者（医師、看護師など）に相談した

学校関係者（教員、養護教諭、スクールカウンセ

ラーなど）に相談した

職場、アルバイトの関係者（上司、同僚、部下、取

引先など）に相談した

家族や親戚に相談した

友人・知人に相談した

その他

どこ（誰）にも相談しなかった

無回答

(%)

今回調査(ｎ=91)

前回調査(ｎ=84)

【性的強要の被害経験】 

性的強要の経験が『あった』の割合は今回調査で 6.1％、前回調査では 8.9％であり、

前回と比べて減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配偶者からの暴力に関する相談先】 

配偶者からの暴力に関する相談先について、「どこ（誰）にも相談しなかった（できな

かった）」が最も高く、次いで「友人・知人に相談した」、「家族や親戚に相談した」とな

っています。 

 

■ＤＶ被害者の相談先 

 

 

 

 

 

  

3.2

4.8

2.8

4.1

90.4

82.8

3.5

8.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

(ｎ=458)

前回調査

(ｎ=419)

１，２度あった ２．何度もあった ３．まったっくない 無回答
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12.5

7.5

27.5

40.0

0.0

20.0

30.0

12.5

5.0

7.5

10.0

5.0

15.0

7.5

20.0

5.0

22.6

16.1

22.6

38.7

6.5

48.4

38.7

9.7

12.9

0.0

22.6

9.7

16.1

9.7

19.4

9.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

どこ（誰）に相談してよいのかわからなかったから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

相談しても無駄だと思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

相談相手の言動によって不快な思いをさせられると

思ったから

自分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけ

ると思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

そのことについて思い出したくなかったから

仕返しが怖かったから（もっとひどい暴力や、性的

な画像のばらまきなど）

世間体が悪いと思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

他人に知られるとこれまで通りの付合い（仕事•学校

等の人間関係）ができなくなると思ったから

自分が受けている行為がDVとは認識していなかった

から

相手の行為は愛情表現だと思ったから

別れるつもりがなかったから

その他

(%)

今回調査(ｎ=40)

前回調査(ｎ=31)

【相談しなかった理由】 

配偶者・パートナーからの暴力を相談しなかった理由について「相談するほどのこと

ではないと思ったから」の割合が最も高く、次いで「自分にも悪いところがあると思っ

たから」となっています。 

 

■ＤＶ被害の相談をできなかった理由 
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【LGBTQを含む性の多様性について】 

性の多様性について、全体でみると『肯定的（「性的マイノリティを性の多様性として認め

る必要がある」＋「身近な問題だと思う」＋「理解に努めようと思う」）』の割合が８割強と大部

分を占めています。 

一方、『否定的（「個人の趣味、趣向の問題である」＋「一部の人たちのことで、身近な問題で

はない」＋「理解ができない」）』は一定数存在し、年代の高い方が多い傾向にあります。 

 

■性の多様性に対する考え方 

 

 

 

  

(単数回答)

１．性的マ
イノリティ
を性の多様
性として認
める必要が
ある

２．身近な
問題だと思
う

３．理解に
努めようと
思う

４．個人の
趣味、趣向
の問題であ
る

５．一部の
人たちのこ
とで、身近
な問題では
ない

６．理解が
できない

７．その他 無回答

222 42 111 34 16 5 20 8

48.5 9.2 24.2 7.4 3.5 1.1 4.4 1.7

149 25 63 15 9 0 10 4
54.2 9.1 22.9 5.5 3.3 0.0 3.6 1.5

68 16 45 19 7 5 8 3
39.8 9.4 26.3 11.1 4.1 2.9 4.7 1.8

4 7 2 0 0 0 2 0
26.7 46.7 13.3 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0

27 3 6 1 0 0 2 0
69.2 7.7 15.4 2.6 0.0 0.0 5.1 0.0

43 7 18 6 1 0 2 0
55.8 9.1 23.4 7.8 1.3 0.0 2.6 0.0

40 3 17 2 3 0 1 1
59.7 4.5 25.4 3.0 4.5 0.0 1.5 1.5

16 3 7 3 2 0 0 1
50.0 9.4 21.9 9.4 6.3 0.0 0.0 3.1

19 2 13 3 3 0 3 2
42.2 4.4 28.9 6.7 6.7 0.0 6.7 4.4

6 3 4 2 0 0 2 0
35.3 17.6 23.5 11.8 0.0 0.0 11.8 0.0

9 3 7 2 0 0 1 0
40.9 13.6 31.8 9.1 0.0 0.0 4.5 0.0

22 4 11 5 2 1 3 0
45.8 8.3 22.9 10.4 4.2 2.1 6.3 0.0

11 2 13 4 2 2 1 2
29.7 5.4 35.1 10.8 5.4 5.4 2.7 5.4

12 2 2 1 1 0 0 0
66.7 11.1 11.1 5.6 5.6 0.0 0.0 0.0

8 2 8 5 2 2 1 1
27.6 6.9 27.6 17.2 6.9 6.9 3.4 3.4

男
性

10代（ｎ=17）

20代（ｎ=22）

30代（ｎ=48）

40代（ｎ=37）

50代（ｎ=18）

60代（ｎ=29）

女
性

10代（ｎ=15）

20代（ｎ=39）

30代（ｎ=77）

40代（ｎ=67）

50代（ｎ=32）

60代（ｎ=45）

男性全体（ｎ=171）

上段：件数
下段：横％

全体（ｎ=458）

女性全体（ｎ=275）
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【パートナーシップ制度について】 

   全体でみると、「必要だと思う」が 53.1％と最も高く、次いで「どちらかと言えば必要

だと思う」が 29.7％、「わからない」が 13.1％となっています。また、『必要（「必要だと

思う」＋どちらかと言えば必要だと思う）』は 82.8％となっています。 

性別でみると、「必要だと思う」は女性が 59.6％、男性が 41.5％となっています。 

 

■パートナーシップ制度について 

 

 

 

  

(単数回答)

１．必要だ
と思う

２．どちら
かと言えば
必要だと思
う

３．どちら
かと言えば
必要だと思
わない

４．必要だ
と思わない

５．わから
ない

無回答

243 136 9 7 60 3

53.1 29.7 2.0 1.5 13.1 0.7

164 77 3 1 29 1
59.6 28.0 1.1 0.4 10.5 0.4

71 57 6 6 30 1
41.5 33.3 3.5 3.5 17.5 0.6

11 2 0 0 2 0
73.3 13.3 0.0 0.0 13.3 0.0

29 7 0 1 2 0
74.4 17.9 0.0 2.6 5.1 0.0

47 24 3 0 3 0
61.0 31.2 3.9 0.0 3.9 0.0

37 23 0 0 7 0
55.2 34.3 0.0 0.0 10.4 0.0

17 12 0 0 3 0
53.1 37.5 0.0 0.0 9.4 0.0

23 9 0 0 12 1
51.1 20.0 0.0 0.0 26.7 2.2

8 5 1 0 3 0
47.1 29.4 5.9 0.0 17.6 0.0

13 6 0 0 3 0
59.1 27.3 0.0 0.0 13.6 0.0

20 19 0 2 7 0
41.7 39.6 0.0 4.2 14.6 0.0

13 10 4 2 8 0
35.1 27.0 10.8 5.4 21.6 0.0

10 4 0 1 3 0
55.6 22.2 0.0 5.6 16.7 0.0

7 13 1 1 6 1
24.1 44.8 3.4 3.4 20.7 3.4

上段：件数
下段：横％

全体（ｎ=458）

女性全体（ｎ=275）

男性全体（ｎ=171）

女
性

10代（ｎ=15）

20代（ｎ=39）

30代（ｎ=77）

40代（ｎ=67）

50代（ｎ=32）

60代（ｎ=45）

男
性

10代（ｎ=17）

20代（ｎ=22）

30代（ｎ=48）

40代（ｎ=37）

50代（ｎ=18）

60代（ｎ=29）
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49.1

22.5

11.4

11.1

5.2

12.4

39.5

33.4

15.3

8.5

3.1

20.5

14.0

16.6

3.1

2.6

45.3

18.4

5.5

16.5

6.2

16.9

45.3

47.5

16.7

0.0

4.3

15.5

0.0

19.8

2.1

3.3

0 20 40 60 80 100

学校現場における男女の平等と相互の理解や協力につ

いての学習を充実する選択肢

生涯学習の場における男女の平等と相互の理解や協力

についての学習を充実する

広報誌やパンフレットで男女の平等と相互の理解や協

力についての啓発を充実する

男性に対する意識啓発を充実する

女性に対する意識啓発を充実する

女性の就業支援のため、就業情報の提供や職業訓練を

充実する

職場における男女格差是正、時間外労働の減少、育

児•介護休業制度の普及促進を図る

育児•介護の支援充実や就労環境の整備など、仕事と

家庭•地域生活の両立を支援する

配偶者等に対する暴力（セクハラ•DVなど）の根絶と

被害者に対する支援を充実する

配偶者等に対する暴力（セクハラ•DVなど）における

加害者に対する更生支援を行う

女性の社会参画を促進するための研修などを充実する

相談窓口を充実する

性の多様性や個性を尊重し認め合う社会の実現に向け

た啓発講座や教育を行う

県や市町村の審議会など、政策•方針を決定する場へ

の積極的な女性の登用を図る

その他

無回答

(%)

今回調査(ｎ=458)

前回調査(ｎ=419)

【男女共同参画行政について】 

   男女共同参画社会の実現に向けて、本市が重点をおいて取り組むべきと思うものにつ

いて、「学校現場における男女の平等と相互の理解や協力についての学習を充実する選択

肢」が最も高くなっています。 

 

■男女共同参画社会の実現に向けて、本市が重点をおいて取り組むべきと思うもの 
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48.1 22.5

0.6

1.9 16.3 3.1

2.5

4.4 0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=160）

株式会社 有限会社 合名会社 合資会社 合同会社

医療法人 社会福祉法人 その他法人 無回答

61.3 21.9 4.4 5.6

2.5

0.6

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=160）

０人以下 10～29人 30～49人 50～99人

100～299人 300人以上 無回答

４）事業所アンケート 
 

【事業所の種類】 
 

■法人種別 

 

 

 

 

 

 

 

■従業員の人数 

 

 

 

 

 

 

 

【女性の管理職登用状況】 

   女性管理職の登用状況について、全体では「0％」が５割強、従業員数別でみると、従

業員数 30人以上になると、女性管理職の登用が高い傾向にあります。 

 

■女性の管理職割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.5

59.2

54.3

14.3

33.3

25.0

0.6

1.0

8.6

11.1

1.9

14.3

11.1

25.0

4.4

14.3

22.2

4.4

3.1

8.6

25.0

23.1

23.5

17.1

57.1

11.1

25.0

100.0

13.1

13.3

11.4

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=160）

９人以下(n=98)

10～29人(n=35)

30～49人(n=７)

50～99人(n=９)

100～299人(n=４)

300人以上(n=１)

0% １～９% 10～19% 20～29% 30～39% 40%以上 無回答
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5.6

3.8

18.1

19.4

3.1

4.4

3.8

6.3

1.9

3.1

0.0

55.0

3.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

管理能力の面で、女性の適任者が少ない

女性はすぐにやめてしまうので、人材として育て

にくい

女性には家庭での責任があるので、長時間の労働

を要求しにくい

女性従業員自身が、管理職になることを望んでい

ない

上司や同僚の男性従業員に、女性管理職への認識

や理解が不十分な点がある

業務内容の性質上、女性には管理職を任せられな

い、あるいは向いていない

管理職になってもらいたい女性はいるが、在籍年

数などの条件を満たしていない

目標となる女性の先輩職員がいないので、次が育

たない

顧客が女性管理職を嫌がる

女性登用の機運が盛り上がっていない

その他

特に問題ない

無回答

(%)

全体(n=160)

43.8 33.1 15.6 5.0 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=160）

全く抵抗がない あまり抵抗がない 多少抵抗がある

かなり抵抗がある 無回答

【女性の管理職登用の課題】 

   女性の管理職に登用することへの課題について、「特に問題ない」の割合が最も高く、

次いで「女性従業員自身が、管理職になることを望んでいない」、「女性には家庭での責

任があるので、長時間の労働を要求しにくい」となっています。 

 

■女性の管理職登用の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【男性が育児休業・介護休業をとることについて】 

   男性が育児休業・介護休業をとることについて、『抵抗がない（「まったく抵抗がない」＋

「あまり抵抗がない」）』の割合は８割弱となっています。一方、事業所の中には『抵抗があ

る（「多少抵抗がある」＋「かなり抵抗がある」）』と回答した割合も２割程度います。 

 

■男性が育児休業・介護休業をとることについて 
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５）小中学生アンケート 
 

【回答者の属性】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.9 3.4 14.5 10.8 7.4 15.9 10.8 9.8 15.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学６年生

（n=787）

普天間小学校 普天間第二小学校 宜野湾小学校
長田小学校 志真志小学校 嘉数小学校
大謝名小学校 大山小学校 はごろも小学校

20.9 23.7 25.7 29.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学２年生

（n=789）

普天間中学校 宜野湾中学校 嘉数中学校 真志喜中学校

48.7

47.1

49.2

50.2

2.2

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学６年生

（n=787）

中学２年生

（n=789）

女子 男子 女子か男子と答えたくない
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【家庭内の役割】 

   家事・仕事ともに、「男の人と女の人が協力してするのがよい」の割合が最も高くなっ

ています。一方、中学２年生・小学６年生ともに家事は女性、仕事は男性という考え方

が一定程度見られます。 

 

■家の中で、食事のしたくやそうじ、洗たくのような家事は、だれがするのが一番よいと思いま

すか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■家庭の生活を支える仕事はだれがするのが一番よいと思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3

7.4

85.8

84.5

2.2

1.1

7.8

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学６年生

（n=787）

中学２年生

（n=789）

女の人が主にしたほうがよい 男の人と女の人が協力してするのがよい

男の人が主にしたほうがよい その他

1.8

3.4

83.7

82.5

7.8

9.9

6.7

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学６年生

（n=787）

中学２年生

（n=789）

女の人が主にしたほうがよい 男の人と女の人が協力してするのがよい

男の人が主にしたほうがよい その他
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【役割について固定的な決めつけ】 

「男の子だから○○しなさい」や、「女の子だから○○しなさい」と言われた経験につ

いて、『言われる（「よく言われる」＋「ときどき言われる」）』は、小学６年生が３割弱、

中学２年生が３割強となっています。 

性別でみると、小学６年生・中学２年生ともに女子の方が『言われる』の割合が高くな

っています。また、児童・生徒に対して、男女の役割について固定的な決めつけをして

いる人は、保護者の割合が高く、その中でも母親に言われたと回答した児童・生徒の割

合が高くなっています。 

 

■「男の子だから○○しなさい」や、「女の子だから○○しなさい」と言われたことがありますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.4

7.3

6.2

8.0

9.9

5.3

20.1

23.2

17.3

24.1

32.5

15.9

34.8

35.2

35.4

36.8

32.0

41.4

37.7

34.2

41.1

31.2

25.5

37.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学６年(n=787)

女子(n=383)

男子(n=387)

中学２年(n=789)

女子(n=372)

男子(n=396)

よく言われる どきどき言われる あまり言われない まったく言われない
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■「男の子だから○○しなさい」や、「女の子だから○○しなさい」と誰に言われましたか 

 

 

 

 

 

 

 

  

69.4

42.6

29.2

6.9

13.9

8.8

5.6

12.5

2.3

2.3

74.4

34.2

35.0

2.6

13.7

11.1

3.4

11.1

1.7

0.9

64.8

52.7

20.9

11.0

13.2

4.4

8.8

14.3

3.3

4.4

64.8

30.8

27.7

10.3

10.7

11.1

7.5

10.3

0.8

4.7

70.9

24.7

34.8

8.9

10.8

10.1

7.0

8.9

0.0

4.4

54.8

42.9

11.9

11.9

9.5

8.3

8.3

11.9

2.4

6.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

お母さん

お父さん

おばあさん

おじいさん

姉妹兄弟

親戚いとこ

先生

友だち

近所の人

その他の人

(%)

小学６年生（ｎ=216）

女性（n=117）

男性（n=91）

中学２年生（ｎ=253）

女性（n=158）

男性（n=84）
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【性の多様性について】 

   自分の性、心の性など性の多様性について悩んだ経験の有無について、全体では「悩

んだことがある」が１割弱となっています。 

また、自分の性、心の性など性の多様性について悩んだ経験がある生徒のうち、相談

の有無について全体では「相談した」の割合は４割強、「相談できなかった」の割合は６

割弱となっています。 

 

■自分の性、心の性について悩んだことがありますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■悩みをだれかに相談しましたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.0

7.5

4.5

42.9

93.0

92.5

95.5

57.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学２年(n=789)

女子(n=372)

男子(n=396)

答えたくない(n=21)

悩んだことがある 悩んだことはない

43.6

46.4

50.0

22.2

56.4

53.6

50.0

77.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学２年(n=55)

女子(n=28)

男子(n=18)

答えたくない(n=9)

相談した 相談できなかった
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６）高校生アンケート 

【回答者の属性】 

   回答した生徒が通う高校は、中部商業が５割弱（44.2％）と最も高く、次いで宜野湾

高校（31.8％）、普天間高校（24.0％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答した生徒の５割強（54.8％）が市内在住、５割弱（45.2％）が市外在住となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の性別は「１．男性」が４割弱（38.2％）、「２．女性」が６割弱（57.6％）、「３．

その他・答えたくない」が１割未満（2.5％）と、女性の回答が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

宜野湾高等学校

31.8 

中部商業高等学校

44.2 

普天間高等学校

24.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

割合

（％）

問12 高校名

宜野湾市内

54.8 

県内

（宜野湾市以外）

45.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

割合

（％）

問13 住まいの市町村

男性

38.2 

女性

57.6 

その他・

答えたくない

2.5 

無回答

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

割合

（％）

問15 性別
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【学校での役割】 

学校における役割についていずれも「３．どちらともいえない」が最も多くなってい

ます。 

一方で、「ウ）部活動のマネージャー」に関しては、『女性』（「１．女性」+「２．どち

らかと言えば女性」）が６割強（62.2％）であるのに対し、『男性』（「４．どちらかと言え

ば男性+「５．男性」）が 0.4％と、顕著な差がみられます。また、「イ）生徒会副会長や

学級副委員長」に関しても『女性』のほうが高い割合となっています。 

他方で、「エ）校長先生や教頭先生」に関しては『男性』のほうが高い割合となってい

ます。 

 

 

 

 

 

  
１．女性

7.4

10.2

34.3

6.4

２．どちらか

と言えば女性

6.7

11.7

27.9

3.9

３．どちらと

もいえない

70.7

68.9

37.5

65.4

４．どちらか

と言えば男性

8.1

4.9

0.4

15.5

５．男性

7.1

4.2

8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

ア）生徒会長や学級委員長

イ）生徒会副会長や学級副委員長

ウ）部活動のマネージャー

エ）校長先生や教頭先生

問１ 学校における役割について
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【科目の男女差意識】 

各教科の男女差について、いずれも「どちらとも言えない」の割合が最も高くなって

います。 

ただ、国語や英語が得意な生徒に関しては『女性』（「１．女性」+「２．どちらかと言

えば女性」）のほうが高い割合なのに対して、社会や数学、理科が得意な生徒に関しては

『男性』（「４．どちらかと言えば男性+「５．男性」）のほうが高い割合となっています。 

性別でみると、いずれの科目についても男子生徒のほうが女子生徒よりも「どちらと

もいえない」の回答が多い一方で、女子生徒のほうが国語や英語が得意な生徒に関して

は『女性』を、社会や数学、理科が得意な生徒に関しては『男性』を選ぶ割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．女性

23.0

8.5

5.3

4.2

15.2

２．どちらかと

言えば女性

29.7

8.8

6.4

5.3

26.5

３．どちらとも

いえない

44.9

53.4

47.7

51.6

53.0

４．どちらかと

言えば男性

1.4

23.0

23.3

24.7

2.1

５．男性

1.1

6.4

17.3

14.1

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

ア）国語が得意な生徒

イ）社会が得意な生徒

ウ）数学が得意な生徒

エ）理科が得意な生徒

オ）英語が得意な生徒

問２ 得意と思われる教科について

問２　得意と思われる教科について× 問15　性別

女性
どちらか
と言えば
女性

どちらと
もいえな
い

どちらか
と言えば
男性

男性 女性
どちらか
と言えば
女性

どちらと
もいえな
い

どちらか
と言えば
男性

男性 女性
どちらか
と言えば
女性

どちらと
もいえな
い

どちらか
と言えば
男性

男性

283 65 84 127 4 3 24 25 151 65 18 15 18 135 66 49

100.0 23.0 29.7 44.9 1.4 1.1 8.5 8.8 53.4 23.0 6.4 5.3 6.4 47.7 23.3 17.3

108 22 20 61 3 2 10 8 67 19 4 7 6 60 19 16
100.0 20.4 18.5 56.5 2.8 1.9 9.3 7.4 62.0 17.6 3.7 6.5 5.6 55.6 17.6 14.8

163 41 62 59 1 0 13 15 76 46 13 7 9 69 46 32
100.0 25.2 38.0 36.2 0.6 0.0 8.0 9.2 46.6 28.2 8.0 4.3 5.5 42.3 28.2 19.6

7 1 1 4 0 1 0 1 5 0 1 0 1 4 1 1
100.0 14.3 14.3 57.1 0.0 14.3 0.0 14.3 71.4 0.0 14.3 0.0 14.3 57.1 14.3 14.3

5 1 1 3 0 0 1 1 3 0 0 1 2 2 0 0
100.0 20.0 20.0 60.0 0.0 0.0 20.0 20.0 60.0 0.0 0.0 20.0 40.0 40.0 0.0 0.0

女性
どちらか
と言えば
女性

どちらと
もいえな
い

どちらか
と言えば
男性

男性 女性
どちらか
と言えば
女性

どちらと
もいえな
い

どちらか
と言えば
男性

男性

283 12 15 146 70 40 43 75 150 6 9

100.0 4.2 5.3 51.6 24.7 14.1 15.2 26.5 53.0 2.1 3.2

108 6 6 66 19 11 15 21 66 3 3
100.0 5.6 5.6 61.1 17.6 10.2 13.9 19.4 61.1 2.8 2.8

163 5 8 72 50 28 27 51 77 3 5
100.0 3.1 4.9 44.2 30.7 17.2 16.6 31.3 47.2 1.8 3.1

7 0 0 5 1 1 0 2 4 0 1
100.0 0.0 0.0 71.4 14.3 14.3 0.0 28.6 57.1 0.0 14.3

5 1 1 3 0 0 1 1 3 0 0
100.0 20.0 20.0 60.0 0.0 0.0 20.0 20.0 60.0 0.0 0.0

上段:度数
下段:横％

イ）地歴公民が得意な生徒

２．女性

上段:度数
下段:横％

全体

性
別

合計

全体

性
別

３．その他・答えたくない

無回答

１．男性

２．女性

３．その他・答えたくない

無回答

１．男性

ウ）数学が得意な生徒

（単数回答）

ア）国語が得意な生徒

合計

エ）理科が得意な生徒 オ）英語が得意な生徒
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【生徒の性別役割意識】 

「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」という考え方について、「４．反対」

が５割弱（48.1％）と最も多く、「３．どちらかと言えば反対」（18.4％）と合わせて、７

割弱（66.5％）が否定的な回答をしています。 

性別でみると、男子生徒のほうが「どちらともいえない」の回答が多い一方で、女子生

徒のほうが『反対』（「３．どちらかと言えば反対」＋「４．反対」）の割合が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．賛成

4.2 

２．どちらかと

いえば賛成

7.1 

３．どちらかと

いえば反対

18.4 

４．反対

48.1 

５．どちらと

もいえない

22.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

割合

（％）

問５ 「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」という考え方について

１．賛成 ２．どち
らかとい
えば賛成

３．どち
らかとい
えば反対

４．反対 ５．どち
らともい
えない

283 12 20 52 136 63

100.0 4.2 7.1 18.4 48.1 22.3

108 5 8 21 42 32

100.0 4.6 7.4 19.4 38.9 29.6

163 5 11 30 91 26

100.0 3.1 6.7 18.4 55.8 16.0

7 1 1 0 3 2

100.0 14.3 14.3 0.0 42.9 28.6

5 1 0 1 0 3

100.0 20.0 0.0 20.0 0.0 60.0

上段:度数
下段:横％

合計

問５「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」
という考え方について

１．男性

２．女性

３．その他・答えたくない

無回答

全体

性
別
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【周囲の性別役割意識】 

   「男の子／女の子だから〇〇しなさい」や「男の子／女の子のくせに」と言われた経

験について、「３．あまり言われない」が３割強（33.6％）で最も多く、次いで「４．ま

ったく言われない」（31.8％）、「２．ときどき言われる」（24.7％）、「１．よく言われる」

（6.4％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「男の子／女の子だから〇〇しなさい」や「男の子／女の子のくせに」と、誰に言われ

たかについては、「１．母親」からが６割弱（59.1％）と最も多く、次いで「３．祖母」

（36.4％）、「２．父親」（27.3％）などとなっています。 

 

 

  

59.1 

27.3 

36.4 

11.4 

5.7 

6.8 

20.5 

21.6 

3.4 

4.5 

0 20 40 60 80

１．母親

２．父親

３．祖母（おばあちゃん）

４．祖父（おじいちゃん）

５．姉妹兄弟

６．親戚やいとこ

７．先生

８．友達

９．近所の人

10．その他

（％）

問８「男の子／女の子だから〇〇しなさい」や「男の子／女の子のくせに」と言

われた相手

ｎ=88

１．よく

言われる

6.4 

２．ときどき

言われる

24.7 

３．あまり言

われない

33.6 

４．まったく

言われない

31.8 

無回答

3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

割合

（％）

問７ 「男の子／女の子だから〇〇しなさい」や「男の子／女の子のくせに」と言われた

こと
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【デートＤＶだと思う行為】 

デートＤＶに該当する行為について、９割前後の生徒が「オ）相手に怖いと思わせた

り不安にさせたりする」（88.3％）、「カ）殴る、蹴る、髪の毛を引っ張ったりする」（94.3％）、

「キ）無理やりキスをしたり、体を触ってくる」（93.3％）ことを「１．デートＤＶだと

思う」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自分の性、心の性に悩んだ経験】 

 回答者の１割弱（8.1％）が自分の性、心の性について悩んだことがあると回答してい

ます。 

 

  

１．悩んだことがある

8.1 

２．悩んだことはない

91.5 

無回答

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

割合

（％）

問16 自分の性、心の性について悩んだこと

１．デートＤＶだと思う

81.6

31.8

78.4

54.1

88.3

94.3

93.3

74.6

２．デートＤＶだと思わない

18.4

68.2

21.6

45.9

11.7

5.7

6.7

25.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

ア）携帯電話を勝手にチェックしたり、アドレスを

消したりする

イ）友達と出かけたり遊びに行ったりすることを嫌

がる

ウ）「ダメな奴」「バカ」など、相手をけなすよう

な言い方をする

エ）服装や髪型を指示する

オ）相手に怖いと思わせたり不安にさせたりする

カ）殴る、蹴る、髪の毛を引っ張ったりする

キ）無理やりキスをしたり、体を触ってくる

ク）お金を返さないで平気でいる

問10 デートＤＶだと思う行為について
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７）職員アンケート 
 

 【回答者の属性】 
 

■回答者の性別 

 

 

 

 

 

 

■回答者の年代 

 

 

 

 

 

 

 

【職場における男女の平等感】 

職場における男女の平等感について、全ての項目において「平等」が最も高くなって

います。しかし、『男性優遇（「男性の方が優遇されている」＋「どちらかと言えば男性の方が優

遇されている」）』の割合が『女性優遇（「女性の方が優遇されている」＋「どちらかと言えば女

性の方が優遇されている」）』を上回っている状況にあり、特に、「昇進・昇格の早さ」、「重

要な仕事の分担」では、『男性優遇』が２割強となっています。 

 

 

■職場で男女の固定化役割あるいは男女差別があると感じるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53.8 46.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=398）

女性 男性

14.8 27.6 33.2 18.8 5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=398）

18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上

4.8

4.8

3.0

1.0

2.3

0.8

19.1

20.4

15.3

3.8

10.1

4.8

62.1

53.8

68.6

85.4

59.0

78.9

1.8

0.8

1.3

1.3

5.5

1.3

0.5

0.8

2.0

0.8

11.8

19.6

11.8

8.5

21.1

13.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①重要な仕事の分担

②昇進・昇格の早さ

③能力発揮の機会

④研修・教育の機会

⑤人事異動（配置）

⑥職場の情報伝達

男性の方が優遇されている どちらかと言えば男性が優遇されている

平等 どちらかと言えば女性が優遇されている

女性の方が優遇されている 分からない
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【昇進の希望】 

   管理職（課長相当職以上）への希望について、「受ける」の割合が４割強、「受けたくな

い」が４割弱となっています。性別でみると、「受ける」は女性が３割、男性が５割強と

なっています。 

管理職を希望しない理由を男女別にみると、男女ともに「仕事に対する経験・知識が

足りない」、「職員を統率する自信がない」、「役職付きになると、責任が重くなる」の割

合が高くなっています。 

 

■あなたに役職付き（今の職制より上位の職制）の内示があったら受けますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.5

30.8

53.8

48.4

25.8

28.2

31.8

16.7

78.6

45.8

55.7

48.4

37.5

46.3

46.7

41.1

37.0

6.8

8.9

4.3

6.5

8.1

12.7

4.5

16.7

10.7

2.1

4.9

3.2

2.4

4.4

3.1

13.0

39.4

46.7

31.0

38.7

58.1

42.3

43.2

50.0

3.6

45.8

24.6

41.9

37.5

36.6

42.2

46.5

31.9

12.3

13.6

10.9

6.5

8.1

16.9

20.5

16.7

7.1

6.3

14.8

6.5

25.0

14.6

6.7

9.3

18.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=398)

女性全体(n=214)

男性全体(n=184)

18～29歳(n=31)

30～39歳(n=62)

40～49歳(n=71)

50～59歳(n=44)

60歳以上(n=６)

18～29歳(n=28)

30～39歳(n=48)

40～49歳(n=61)

50～59歳(n=31)

60歳以上(n=16)

課長相当職以上(n=41)

係長相当職(n=90)

その他の正職員(n=129)

会計年度任用職員(n=138)

女
性

男
性

職
位

受ける 受けたいが受けられない 受けたくない その他
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■役職付き（今の職制より上位の職制）の内示を受けられない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、会計年度任用職員は正職員とは異なり、基本的に役職付きの内示はないため、

正職員についてクロス集計を改めて行った結果を以下に示します。 

役職付きの内示を「受けたくない」割合は正職員の女性が 57.8％と、女性全体より約

11 ポイント高く、その理由については「職員を統率する自信がない」が 74.6％と、女性

全体より約 18ポイント高くなっています。 

 

■問 12（内示受諾意向）クロス再集計の結果 

 １．受ける ２．受けたいが 

受けられない 

３．受けたくない 

女性全体 （n=214） 30.8％ 8.9％ 46.7％ 

女性正職員（n=102） 29.4％ 3.9％ 57.8％ 

男性全体 （n=184） 53.8％ 4.3％ 31.0％ 

男性正職員（n=158） 53.2％ 3.2％ 34.2％ 

  

30.4

46.2

57.6

52.7

10.3

8.7

10.9

11.4

39.5

44.5

59.7

56.3

10.1

10.9

9.2

10.1

13.8

49.2

53.8

46.2

10.8

4.6

13.8

13.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

育児や介護など両立がはかられない

役職付きになると、責任が重くなる

仕事に対する経験・知識が足りない

職員を統率する自信がない

管理職の労働時間が長い

配偶者（パートナー）が長時間労働である

持病による健康上の問題

その他

(%)

全体（ｎ=184）

女性全体（n=119）

男性全体（n=65）
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■問 13（内示を受けられない・受けたくない理由）クロス再集計の結果 

 職員を統率する自信がない 

女性全体 （n=214） 56.3％ 

女性正職員（n=102） 74.6％ 

男性全体 （n=184） 46.2％ 

男性正職員（n=158） 49.2％ 

 

【育児・介護休業について】 

   育児休業制度や介護休業制度を利用について、「取得できると思う」の割合が４割弱、

「取得できるとは思わない」の割合が３割弱、男女別にみると 40 代の男性では４割強、

職位別でみると「係長相当職」以上の４割弱が取得できないと回答しています。 

育児休業制度や介護休業を取得できると思わない理由について、「まわりの職員の負担

が増える」の割合が８割と最も高くなっています。 

 

■現在の環境で１か月以上の育児休業・介護休業を取得の可能性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35.7

39.7

31.0

58.1

38.7

33.8

40.9

16.7

35.7

39.6

27.9

16.1

37.5

22.0

17.8

43.4

44.2

35.4

37.9

32.6

29.0

43.5

45.1

27.3

16.7

32.1

27.1

27.9

41.9

50.0

39.0

43.3

30.2

34.1

28.9

22.4

36.4

12.9

17.7

21.1

31.8

66.7

32.1

33.3

44.3

41.9

12.5

39.0

38.9

26.4

21.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=398)

女性全体(n=214)

男性全体(n=184)

18～29歳(n=31)

30～39歳(n=62)

40～49歳(n=71)

50～59歳(n=44)

60歳以上(n=６)

18～29歳(n=28)

30～39歳(n=48)

40～49歳(n=61)

50～59歳(n=31)

60歳以上(n=16)

課長相当職以上(n=41)

係長相当職(n=90)

その他の正職員(n=129)

会計年度任用職員(n=138)

女
性

男
性

職
位

取得できると思う どちらともいえない 取得できるとは思わない
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■取得できない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職務遂行時の男女共同参画の実践状況】 

   職務遂行時の男女共同参画の実践状況について、「市民との接遇において、男女によっ

て対応に差をつけない」以外の項目において『実践できていない（「意識しているが、実

践できていない」＋「意識しておらず、実践できているかわからない」）』の割合が２割

となっています。また、ほとんどの項目で「このような職務は担当していない」が５割

程度みられます。 

 

■職務遂行において、男女共同参画の考え方を実践の有無 

 

 

 

  

8.7

80.0

27.8

5.2

11.3

21.7

2.1

77.1

29.2

4.2

14.6

20.8

13.4

82.1

26.9

6.0

9.0

22.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

上司等の理解が得られない

まわりの職員の負担が増える

収入が減る

昇進・昇格への影響がある

同じ職位に戻れるか不安がある

その他

(%)

全体（ｎ=115）

女性全体（n=48）

男性全体（n=67）

25.6

23.4

28.6

20.1

58.5

9.8

11.3

8.0

12.6

8.0

12.1

9.8

13.8

10.6

12.6

52.5

55.5

49.5

56.8

20.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①事業の企画・立案や実施において、男女平

等の視点を持つ

②市民が参加する事業などにおいて、男性の

みが主体（あるいは女性のみが従の役割）に

ならないよう配慮する

③広報などにおいて、男女平等の視点をもつ

④委員会・審議会などの委員の選出におい

て、男女の割合に配慮する

⑤市民との接遇において、男女によって対応

に差をつけない

意識して実践している 意識しているが、実践できていない

意識いておらず実践できているか分からない そのような職務は担当していない
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【男女共同参画に関する研修や講演会等への参加状況】 

   男女共同参画に関する研修や講演会等への参加状況について、全体でみると参加経験

のある方が３割強、参加したことがない方が７割弱となっています。 

職位別にみると、「課長相当職以上」では７割程度、「係長相当職」では４割程度の方

において参加経験があります。 

 

■男女共同参画に関する研修や講演会等への参加状況 

 

 

 

  20.1

16.4

24.5

12.9

17.7

19.7

13.6

25.0

27.1

24.6

25.8

12.5

31.7

25.6

25.6

8.0

3.5

3.3

3.8

3.2

3.2

1.4

6.8

7.1

2.1

1.6

9.7

12.2

3.3

2.3

2.2

9.0

9.8

8.2

3.2 1.6

11.3

20.5

33.3

4.2

3.3

16.1

37.5

26.8

10.0

6.2

5.8

67.3

70.6

63.6

80.6

77.4

67.6

59.1

66.7

67.9

66.7

70.5

48.4

50.0

29.3

61.1

65.9

84.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=398)

女性全体(n=214)

男性全体(n=184)

18～29歳(n=31)

30～39歳(n=62)

40～49歳(n=71)

50～59歳(n=44)

60歳以上(n=６)

18～29歳(n=28)

30～39歳(n=48)

40～49歳(n=61)

50～59歳(n=31)

60歳以上(n=16)

課長相当職以上(n=41)

係長相当職(n=90)

その他の正職員(n=129)

会計年度任用職員(n=138)

女
性

男
性

職
位

１回 ２回 ３回以上 受けたことはない



91 

（３）第３次計画の点検・評価からみる現状と課題 

１）評価指標の達成状況 

「第３次宜野湾市男女共同参画計画～はごろもぷらん～（改定版）」では、４つの基本

方針のもと、計 17 の評価指標が設定されており、達成（○）が６件（35.3％）、未達成

が11件（64.7％）となっています。未達成項目の最終評価は「△：改善」が４件（23.5％）、

「―：横ばい」が３件（17.6％）、「▼：低下」が 4 件（23.5％）となっています。 

 

  ■評価指標の最終評価一覧 
 ○：達成 △：改善 ―：横ばい ▼：低下 小計 

基本方針１ 1（14.3％） 1（14.3％） 2（28.6％） 3（42.9％） 7 
基本方針２ 1（100％） 0（0％） 0（0％） 0（0％） 1 
基本方針３ 1（50.0％） 0（0％） 1（50.0％） 0（0％） 2 
基本方針４ 3（42.9％） 3（42.9％） 0（0％） 1（14.3％） 7 
総計 6（35.3％） 4（23.5％） 3（17.6％） 4（23.5％） 17 

 

 

■評価指標の最終評価の詳細 

№    評 価 指 標 

策定時 
現状 

2014 年度
(H26) 

中間時 
現状 

2019 年度 
 (R 元) 

2023 年度 
（Ｒ5 実績） 

策定時 
目標 

2024 年
(R6) 

修正後 
目標 

2024 年 
(R6) 

最終評価 

基本方針１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発の促進 

 

1 
社会全体で男女の地位
が「平等」であると回答
する者の割合 

全体：
15.4％ 
男性：
21.2％ 
女性：
12.2％ 

全体： 
14.8％ 
男性： 
20.3％ 
女性： 
11.6％ 

全体：10.7％ 

男性：18.1％ 

女性：6.5％ 

30％ 30％ 

Ｈ26⇒Ｒ5 

全体：▼ 

男性：― 

女性：▼ 

2 

「男女共同参画計画～
はごろもぷらん～」の
認知 
（「内容もよく知っている」

「内容は少し知っている」

の割合の合計） 

5.2％ 6.0％ 5.7％ 20％ 20％ 
Ｈ26⇒Ｒ5 

― 

3 
宜野湾市男女共同参画
条例の制定 

― 
条例案 

作成済み 

R2 に制定済 
（R3.3.26） 

制定 制定 ○ 

4 
ふくふくで開催する男
女共同参画に関する講
座への参加者数 

748 人 440 人 198 人 800 人 800 人 ▼ 

5 

ふくふくで開催する男
女共同参画に関する講
座への男性参加者の割
合 

13.6％ 21.3％ 
17.2% 

（男性 34 人） 
20％ 30％ 

Ｈ26⇒Ｒ5 

△ 

基本方針２ 互いの性や人権等を尊重する平和な社会の実現 

 6 
「両親学級」への父親の
参加率（父親/参加者）  

27.7% 37.7％ 
（H30） 

46.2％ 35% 35％ ○ 

基本方針３ ＤＶ（配偶者等からの暴力）等の根絶に向けた取り組みの推進 

 

7 
身近なＤＶ被害者に対して

「何もできなかった」と回

答する者の割合 

33.3% 28.4% 38.5％ 10% 10% 
Ｈ26⇒Ｒ5 

― 

8 
ＤＶ等に関する相談支
援件数 

125 件 
（H25） 

181 件 
（H30） 227 件 200 件 200 件 

Ｈ26⇒Ｒ5 

○ 
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№    評 価 指 標 

策定時 
現状 

2014 年度
(H26) 

中間時 
現状 

2019 年度 
 (R 元) 

2023 年度 
（Ｒ5 実績） 

策定時 
目標 

2024 年
(R6) 

修正後 
目標 

2024 年 
(R6) 

最終評価 

基本方針４ 男女がともに能力を発揮するための意識と環境づくり 

 

9 
男性の家事時間 
（平日１日あたり） 

45.4 分 48.1 分 56.7 分 60 分 60 分 
Ｈ26⇒Ｒ5 

△ 

10 

宜野湾市職員（男性）の
育児・介護休業取得人
数（延べ人数） 

7 人 
（H16～
25） 

9 人 
（H26～
30） 

41 人 
（H27～R5） 

20 人
(H27    
～R6） 

20 人 
（H27～R6） 

Ｈ26⇒Ｒ5 

○ 

★ 
    〃    
（割合） 

－ 
10.3％ 
（H30） 

23.8％ 
（H27～R5） 

－ 13％ 
R 元⇒Ｒ5 

○ 

11 
自治会長に占める女性
の割合 

26.0％ 26.0％ 
34.8％ 

（Ｒ6.5.1） 
30％ 30％ 

Ｈ26⇒Ｒ5 

○ 

12 
市議会議員に占める女
性の割合 

7.6％ 3.8％ 
11.5％ 

（Ｒ6.4.1） 
30％ 30％ 

Ｈ26⇒Ｒ5 

△ 

13 
市管理職に占める女性
の割合 

20.0％ 25.0％ 
26.1％ 

（Ｒ6.4.1） 
30％ 30％ 

Ｈ26⇒Ｒ5 

△ 

14 

市の附属機関として設
置されている審議会等
の委員に占める女性割
合 

34.0％ 35.5％ 
31.1％ 

（Ｒ6.4.1） 

40～

60％ 
40～60％ 

Ｈ26⇒Ｒ5 

▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※市民アンケートを基に指標を設定している項目については有意差検定を行い、有意差があったうえで目標を達成
していれば○、改善していれば△、低下していれば▼とし、有意差がみられなければ―とした。 

※★は、令和元年度のはごろもぷらん中間見直し時より、追加。分母は出産祝い金を支給した宜野湾市職員（男性） 
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２）施策の点検・評価結果の概要 

第３次宜野湾市男女共同参画計画における全 144 の取組のうち 133 件（92.4％）は、

すべての年度で計画通り実施されています。一部計画通りに取り組めていないものは９

件（6.3％）、未実施だった取組は２件（1.4％）あり、その理由として「その他」を除く

と「他部署等との連携が不足していた」が３件（27.3％）となっています。 

実施された 133 事業のうち、「成果があり、さらに充実させる必要があると思われる」

取組は５件（3.5％）、「成果があったと思われる」取組は 97 件（68.3％）と７割を超え

ています。成果について「どちらとも言えない」取組は 40 件（28.2％）あり、理由と

して「取組の成果を把握することが難しい」が 33 件（82.5％）となっています。 

 

■実施状況 
◎すべての年度で計画

通り取り組み、さら
に事業を充実させた 

〇すべての年度で計
画通り取り組めた 

△一部の事業で計画通
り取り組めていない ×：未実施 合計 

8（5.6％） 125（86.8％） 9（6.3％） 2（1.4％） 144 
 

■未実施理由 

1．予算確保が困
難だった 

2．人員確保が困
難だった 

3．他部署等との
連携が不足し
ていた 

４．当課での取
組は困難であ
る 

５．その他 全体 

0（0.0％） 2（18.2％） 3（27.3％） 2（18.2％） 5（45.5％） 11 
※複数回答２つまで 

 

■成果の有無 

◎成果があり、さらに
充実させる必要が
あると思われる 

〇成果があったと
思われる 

△どちらとも言え
ない 

×成果があったと
言えない 全体 

5（3.5％） 97（68.3％） 40（28.2％） 0（0.0％） 142 
 

■成果無の理由 

1．取組の成果が
出るのに時間
を要する 

2．取組の成果を
把握すること
が難しい 

3．計画通り取り
組めていない 

４．当課での取
組は困難であ
る 

５．その他 全体 

16（40.0％） 33（82.5％） 2（5.0％） 4（10.0％） 3（7.5％） 40 
※複数回答２つまで 
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３．計画策定の経緯等 

（１）計画策定の経緯 

 

年月日 内容 

2024（令和６）年１月１日 

～１月 26 日 

男女共同参画に関する市民アンケート 

男女共同参画に関する事業所アンケート 

１月 15 日～１月 31 日 男女共同参画に関する小中学生アンケート 

１月 17 日～２月９日 男女共同参画に関する市職員アンケート 

７月 17 日～31 日 男女共同参画に関する高校生アンケート 

８月７日～９月９日 第３次計画の総括点検・評価シート配布・回収 

８月 28 日 第１回宜野湾市男女共同参画行政推進本部 

・計画策定にあたっての基本事項 

・本市の男女共同参画に関する現状と課題 

９月４日 第２回宜野湾市男女共同参画会議 

・諮問（第４次宜野湾市男女共同参画計画～はごろもぷらん～

策定について） 

・現計画における評価指標 

・本市の男女共同参画に関する現状と課題 

・計画策定にあたっての基本事項 

９月 27 日 第１回宜野湾市男女共同参画行政推進本部実務者会議 

・計画策定にあたっての基本事項 

・本市の男女共同参画に関する現状と課題 

・計画の基本的な考え方・具体的な取組 

10 月 23 日 第２回宜野湾市男女共同参画行政推進本部実務者会議 

・各基本目標の具体的な取組（案） 

11 月 14 日 第３回宜野湾市男女共同参画会議 

・第４次宜野湾市男女共同参画計画（骨子案） 

12 月 24 日 第２回宜野湾市男女共同参画行政推進本部会議 

・第４次宜野湾市男女共同参画計画～はごろもぷらん～（素案） 

2025（令和７）年１月７日 

～２月４日 

パブリック・コメントの実施 

２月 14 日 第４回宜野湾市男女共同参画会議 

・第４次宜野湾市男女共同参画計画～はごろもぷらん～（原案） 

２月 14 日 宜野湾市男女共同参画会議より、市長への答申 

２月 25 日 第３回宜野湾市男女共同参画行政推進本部会議 

・第４次宜野湾市男女共同参画計画～はごろもぷらん～（原案） 

３月 25 日 市長決裁（第４次宜野湾市男女共同参画計画～はごろもぷらん～） 
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（２）策定体制 

計画策定にあたり、有識者等で構成された「宜野湾市男女共同参画会議」を中心に計

画内容の審議を行っています。 

なお、男女共同参画計画は取り組むべき分野が多岐にわたることから、関係各課の連

携が不可欠です。そのため、市長、副市長及び部長級等で構成された「宜野湾市男女共

同参画行政推進本部」、並びに課長級で構成された「実務者会議」での計画内容の検討・

調整や策定案の報告を適宜行っています。 

 

 

 

【計画策定体制図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜庁内検討体制＞ 

事務局 

市民協働課 

宜野湾市男女共

同参画行政推進

本部実務者会議 

庁内各課 

計画内容の提案、 

会議運営補助 等 

宜野湾市男女共
同参画行政推進
本部 

市民意識調査の結果報告、 

施策内容の提案 等 

宜野湾市男女共同参画会議 

・学識経験者    等 

計画素案等につ
いての助言・提言 

市民等意識調査結果の報告、 

計画素案の提出 

協力、 

指示 

市 長 

諮問 答申 

コンサルタント 

計画内容の確認、 

作業指示 等 

資料提供 

ヒアリング 

検討、 

意見 

市民等 

代表参加 

市民等意識調査、 

指示 報告 
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（３）宜野湾市男女共同参画会議規則 

平成５年４月１日 

規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宜野湾市男女共同参画推進条例（令和３年宜野湾市条例第４号）第 17条第

２項の規定に基づき、宜野湾市男女共同参画会議（以下「会議」という。）の組織及び運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

(平 17規則３・令５規則 44・一部改正) 

（所掌事務） 

第２条 会議の所掌事務は次のとおりとする。 

（１） 市長の諮問に応じ、宜野湾市男女共同参画計画の策定に関する事項について調査審議す

ること。 

（２） 男女共同参画社会の推進施策に関する事項について調査審議すること。 

（３） その他市長が必要と定める事項に関すること。 

（令５規則 44・全改） 

（組織） 

第３条 会議は、委員 25人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１）市民 

（２）学識経験者 

（３）市職員 

（４）その他市民以外で職場又は活動拠点を市内に有する者 

（任期） 

第４条委員の任期は、 ２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員が委嘱又は任命された時における当該身分を失った場合は、

委員の職を失うものとする。 

３ 委員の再任は妨げない。 

(令５規則 44・一部改正) 

(会長及び副会長) 

第５条会議に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。 

２ 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

(会議) 

第６条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(令５規則 44・一部改正) 

(関係者の出席) 

第７条 会長は、会議における審議の参考に供するため、必要と認める場合には、委員でない者

を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。 

(部会) 

第８条 特定の事項を調査審議させるため、必要に応じ会議に部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会議の議を経て会長が指名する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の委員の亙選でこれを定める。 

４ 部会長は、部会の会務を掌理する。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

６ 部会の会議については、第 6条の規定を準用する。この場合において、「会議」とあるのは「部

会」、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

７ 部会長は、部会における審議の経過及び結果を報告しなければならない。 
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８ 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定

める。 

(令５規則 44・一部改正) 

(庶務) 

第９条 会議の庶務は、男女共伺参画担当課において処理する。 

(令５規則 44・追加) 

(委任) 

第 10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定

める。 

(令５規則 44・旧第 9条繰下) 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則(平成 17年３月 1日規則第３号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附則(令和５年８月 25日規則第 44号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

  
■男女共同参画会議委員名簿 

 氏 名 所属等 

1.  新垣 誠（会長）   沖縄キリスト教学院大学 教授 

2.  矢野 恵美（副会長） 琉球大学法科大学院 教授 

3.  長嶺 幸見 琉球大学ジェンダー協働推進室 特命助教 

4.  村上 尚子 こころ法律事務所 弁護士 

5.  大田 小波 市民公募 

6.  崎原 美智子 宜野湾市女性団体連絡協議会 会長 

7.  末吉 孝行 大山区自治会 会長 

8.  新屋 心貴  宜野湾市ＰＴＡ連合会 副会長 

9.  宇根 信明 連合沖縄 中部地域協議会 議長 

10.  島袋 盛子 沖縄人権擁護委員協議会 宜野湾市連絡会 

11.  松村 賢 株式会社プロトソリューション 人事部門担当 

12.  新垣 育子 宜野湾市 市民経済部長 

13.  佐伯 進 宜野湾市教育委員会 指導部長 
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（４）宜野湾市男女共同参画行政推進本部設置規程 

 

（趣旨） 

第１条 市における男女共同参画に関する施策を総合的に推進するため、宜野湾市男女共同参画

行政推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 男女共同参画行政に関する施策の効果的な推進に関すること。 

（２） 男女共同参画行政に関連する事業の総合調整に関すること。 

（３） その他男女共同参画行政に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。 

２ 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。 

３ 本部員は、宜野湾市行政運営会議規則（平成２年２月 14日規則第２号）第８条に規定する構

成員をもって充てる。 

（本部長及び副本部長の職務） 

第４条 本部長は、推進本部の事務を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（推進本部の会議） 

第５条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 

（実務者会議） 

第６条 推進本部に実務者会議を置く。 

２ 実務者会議は、推進本部に提示する事項について協議調整する。 

３ 実務者会議は、会長、副会長及び委員で組織する。 

４ 会長は、市民経済部次長をもって充て、副会長は市民協働課長をもって充てる。 

５ 委員は、次に掲げる職にある者及び本部長が指名する課長職にある者をもって充てる。 

（１）市民経済部次長 

（２）市民協働課長 

（３）人事課長（女性登用・意識改革・就労環境整備） 

（４）生活安全課長（人権相談・啓発） 

（５）産業政策課長（産業・雇用） 

（６）児童家庭課長（母子、父子、寡婦福祉・児童福祉） 

（７）子育て支援長（児童福祉） 

（８）こども政策課長（児童福祉） 

（９）健康増進課長（心と体の健康） 

（10）指導課長（学校教育） 

６ 実務者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

（作業部会） 

第７条 実務者会議の下に作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会は、部会長及び部会員で組織する。 

３ 部会長は、男女共同係長をもって充てる。 

４ 部会員は、会長が指名する者をもって充てる。 

（補則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮っ

て定める。 
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附 則 

この規程は、平成５年６月３日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 15 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 16 年６月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 18 年８月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 19 年８月８日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 20 年 10 月８日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 26 年 11 月 21 日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和元年５月７日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年４月 14日から施行する。 

 

 

 

 

 

  

■推進本部部員名簿（宜野湾市行政運営会議規則に規定する構成員） 

 氏 名 所属等 

1.  佐喜眞 淳（本部長） 宜野湾市長 

2.  和田   敬悟（副本部長）   宜野湾市副市長 

3.  仲村  宗男 教育長 

4.  島袋  清松 上下水道局長 

5.  坂場  純平 理事兼企画部長 

6.  泉川  幹夫 総務部長 

7.  新垣  育子 市民経済部長 

8.  島袋  喜美恵 福祉推進部長 

9.  宮城  葉子 健康推進部長 

10.  又吉  直広 建設部長 

11.  多和田 功 基地政策部長 

12.  崎間  賢 教育部長 

13.  佐伯  進 指導部長 

14.  又吉  清 消防長 

 

■実務者会議委員名簿 

 氏 名 所属等 

1.  本永  貴也（会長） 市民経済部次長兼生活安全課長 

2.  喜友名 和佳子（副会長） 市民協働課長 

3.  上地  章弘 人事課長 

4.  宮城  恵美 産業政策課長 

5.  玉代勢 桂 児童家庭課長 

6.  山城  隼人 子育て支援課長 

7.  浜里  郁子 こども政策担当次長兼こども政策課長 

8.  山口  久美子 健康増進課長 

9.  新川  健次 指導課長 
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４．男女共同参画に関する動向 

（１）昭和（1945年以降） 

年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 

1945 年 

（昭和 20 年） 

◆国際連合発足 

◆「国際連合憲章」採択前文で

「男女平等」をうたう 

  

1946 年 

（昭和 21 年） 

◆国連「婦人の地位委員会」設置   

1947 年 

（昭和 22 年） 

 ◆「日本国憲法」施行（男女平等

が基本的人権） 

 

1972 年 

（昭和 47 年） 

◆第27回国連総会で、1975年を

国際婦人年とすることを決定 

  

1975 年 

（昭和 50 年） 

◆国際婦人年世界会議（メキシ

コシティ）で「世界行動計画」、

平等・開発・平和への女性の寄

与に関する「メキシコ宣言」を

採択（第１回世界女性会議） 

◆第30回国連総会、1976年～85

年を「国連婦人の十年」とする

ことを宣言 

◆総理府に「婦人問題企画推進

本部」設置 

◆婦人問題企画推進本部会議開

催 

 

1976 年 

（昭和 51 年） 

◆国際婦人の十年（1976年～

1985年） 

◆日本初の女性国連公使誕生

（緒方貞子） 

◆「国連婦人の十年基金」設立-

開発途上国の女性の自立を援

助（85年ユニフェム（国連女性

開発基金）に名称を変更） 

◆民法一部改正施行（離婚後も

婚姻中の氏を使えるようにな

る。） 

◆婦人担当専任職員配置 

1977 年 

（昭和 52 年） 

 ◆「国内行動計画」策定 

◆国立婦人教育会館開館 

◆婦人関係行政連絡会議設置 

◆婦人問題懇話会設置 

1978 年 

（昭和 53 年） 

 ◆第１回婦人白書「婦人の現状

と施策」発表 

◆「国際婦人年行動計画を実践

する沖縄県婦人団体連絡協議

会」結成（婦団協） 

1979 年 

（昭和 54 年） 

◆国連第34回総会「女子差別撤

廃条約」採択 

 ◆生活福祉部「青少年婦人課」設

置 

1980 年 

（昭和 55 年） 

◆「国連婦人の十年」中間年世界

会議（コペンハーゲン）で「国

連婦人の十年後半期行動プロ

グラム」採択（第２回世界女性

会議） 

◆「女子差別撤廃条約」署名  

1981 年 

（昭和 56 年） 

◆「女子差別撤廃条約」発効 ◆「国内行動計画後期重点目標」

策定 

◆県議会、内閣総理大臣に対し

「女性差別撤廃条約」の早期

批准に関する意見書を提出 

1982 年 

（昭和 57 年） 

 ◆母子福祉法一部改正（母子→

母子及び寡婦） 

 

1983 年 

（昭和 58 年） 

  ◆県知事、内閣総理大臣あて「女

性差別撤廃条約」の早期批准

について要望書を提出 

1984 年 

（昭和 59 年） 

 ◆池田内閣以来22年ぶりの女性

大臣誕生 

◆「婦人問題解決のための沖縄

県行動計画」策定 

1985 年 

（昭和 60 年） 

◆「国連婦人の十年」ナイロビ世

界会議で、西暦2000年に向け

て「婦人の地位向上のための

ナイロビ将来戦略」採択（第３

回世界女性会議） 

 

◆「国籍法」「戸籍法」の一部改

正 

◆「男女雇用機会均等法」の公布 

◆「女子差別撤廃条約」批准 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 

1986 年 

（昭和 61 年） 

 ◆女性問題企画推進本部拡充

（構成を全省庁に拡大） 

◆婦人問題企画推進有識者会議

開催 

◆日本で初の女性当首誕生（土

井たか子） 

 

1987 年 

（昭和 62 年） 

 ◆「西暦2000年に向けての新国

内行動計画」策定 

 

1988 年 

（昭和 63 年） 

  ◆バスガイド35歳定年訴訟 

 

（２）平成（1989年以降） 

年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 宜野湾市 

1989 年 

（平成元年） 

 ◆学習指導要領が告示

され、家庭科は男女

共修となる 

  

1990 年 

（平成 2 年） 

◆国連婦人の地位委員

会拡大会期 

◆国連経済社会理事会

「婦人の地位向上の

ためのナイロビ将来

戦略の実施に関する

第１回見直しと評価

に伴う勧告及び結

論」採択 

  ◆市政初の女性議員が

誕生 

1991 年 

（平成 3 年） 

 ◆「育児休業法」の公布 ◆女性の副知事誕生 

◆県教育委員会に初の

女性教育委員長誕生 

 

1992 年 

（平成 4 年） 

 ◆「育児休業法」施行 

◆婦人問題担当大臣設

置 

◆介護休業等に関する

ガイドライン策定 

◆初のセクハラ訴訟

（福岡地裁、原告の

訴えを認める） 

◆女性政策室、沖縄県

女性行政推進本部設

置 

◆女性行政担当係設置 

1993 年 

（平成 5 年） 

◆国連世界人権会議

NGOで「従軍慰安婦問

題」論議 

◆中学校の家庭科男女

共修開始 

◆初の女性衆議院議長

誕生（土井たか子） 

◆「パート労働法」成立 

◆「DEIGOプラン21」策

定 

◆（財）おきなわ女性財

団設立 

◆女性行政推進本部会

議設置 

◆女性行政実務者会議

設置 

1994 年 

（平成 6 年） 

 ◆男女共同参画室設置 

◆男女共同参画審議会

設置（政令） 

◆男女共同参画推進本

部設置 

◆高校の家庭科男女共

修開始 

◆日本女性初の宇宙飛

行士誕生（向井千秋） 

◆「男女雇用機会均等

法」一部改正 

 ◆市行動計画「はごろ

もぷらん21」策定 

1995 年 

（平成 7 年） 

◆第４回世界女性会議

−平等、開発、平和の

ための行動（北京）

「北京宣言及び行動

綱領」採択 

◆「育児休業法」の改正

（介護休業制度の法

制化） 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 宜野湾市 

1996 年 

（平成 8 年） 

 ◆「男女共同参画2000

年プラン」策定 

◆母体保護法成立・施

行 

◆沖縄県女性総合セン

ター「てぃるる」開館 

◆女性行政地域連絡会

設置 

1997 年 

（平成 9 年） 

 ◆男女共同参画審議会

設置（法律） 

◆「男女雇用機会均等

法」改正 

◆「介護保険法」公布 

 ◆「女性センター基本

構想」提言（女性会

議） 

1998 年 

（平成 10 年） 

  ◆「DEIGOプラン21」改

定 

 

1999 年 

（平成 11 年） 

 ◆「男女共同参画社会

基本法」公布、施行 

◆「改正男女雇用機会

均等法」施行 

  

2000 年 

（平成 12 年） 

◆国連特別総会「女性

2000年会議」（ニュー

ヨーク） 

◆「男女共同参画計画」

策定 

◆「ストーカー規制法」

制定 

◆「児童虐待防止法」公

布、施行 

◆「介護保険法」施行 

◆「女性政策室」を「男

女共同参画室」に改

称 

 

2001 年 

（平成 13 年） 

 ◆男女共同参画会議設置 

◆男女共同参画局設置 

◆「配偶者からの暴力防

止及び被害者の保護

に関する法律」施行 

◆第１回男女共同参画

週間 

◆「育児・介護休業法」

施行 

◆「DV防止法」公布、一

部施行 

  

2002 年 

（平成 14 年） 

  ◆「沖縄県男女共同参

画計画（DEIGOプラ

ン）」策定 

 

2003 年 

（平成 15 年） 

 ◆「女性のチャレンジ

支援策の推進につい

て」閣議決定 

◆「次世代育成支援対

策推進法」公布、施行 

◆「沖縄県男女共同参

画推進条例」公布・施

行 

◆人材育成交流センタ

ーめぶき開館 

2004 年 

（平成 16 年） 

 ◆「DV防止法」改正 

◆「育児・介護休業法」

改正 

 ◆「第２次宜野湾市男

女共同参画計画～は

ごろもぷらん～」策

定 

◆「宜野湾市女性会議」

を「宜野湾市男女共

同参画会議」に名称

変更 

2005 年 

（平成 17 年） 

◆第49回国連婦人の地

位委員会「北京＋10」

宣言採択 

◆「男女共同参画基本

計画（第２次）」策定 

◆「女性の再チャレン

ジ支援プラン」策定 

◆所管部を知事公室か

ら文化環境部へ、「男

女共同参画室」を「平

和・男女共同参画室」

に改組 

◆「沖縄県男女共同参

画審議会規則」公布・

施行 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 宜野湾市 

2006 年 

（平成 18 年） 

◆第１回東アジア男女

共同参画担当大臣会

合 

◆「男女雇用機会均等

法」改正 

◆「国の審議会等にお

ける女性委員の登用

の促進について」男

女共同参画推進本部

決定 

◆「沖縄県配偶者等か

らの暴力防止及び被

害者基本計画」策定 

◆「女性問題懇話会」廃

止 

◆「沖縄県女性総合セン

ター」に名称変更、指

定管理者制度を導入 

◆「男女共同参画行政

推進本部」設置 

◆人材交流センターめ

ぶきが市直営に移行 

2007 年 

（平成 19 年） 

◆第２回東アジア男女

共同参画担当大臣会

合 

◆「DV防止法」改正法公

布 

◆「仕事と生活の調和（ワ

ークライフバランス）

憲章」及び「仕事と生

活の調和推進のための

行動指針」策定 

◆「沖縄県男女共同参

画計画（後期）」策定 

◆市政初の女性部長（会

計管理者）が誕生 

2008 年 

（平成 20 年） 

 ◆「改正DV防止法」施行 

◆男女共同参画推進本

部決定「女性の参画

加速プログラム」 

◆「次世代育成支援対

策推進法」改正 

 ◆「審議会等委員への

女性登用促進要綱」

制定 

2009 年 

（平成 21 年） 

◆第３回東アジア男女

共同参画担当大臣会

合 

◆「DV相談ナビ」解説 

◆「育児・介護休業法」

改正 

 ◆「第２次宜野湾市男

女共同参画計画～は

ごろもぷらん～（改

定版）」策定 

2010 年 

（平成 22 年） 

◆第54回国連婦人の地

位委員会/「北京＋

15」記念会合開催 

◆「第３次男女共同参

画基本計画」閣議決

定 

◆「沖縄県配偶者等か

らの暴力防止及び被

害者基本計画」改訂 

◆「男女共同参画社会

づくりに関する県民

意識調査」実施 

◆「宜野湾市男女共同

参画都市宣言」を行

う 

2011 年 

（平成 23 年） 

  ◆所幹部を文化環境部

から環境生活部へ改

組 

◆内閣府の「住民生活に

光をそそぐ交付金」を

活用し、DV防止及び被

害者支援対策事業を

取り組む (2012年ま

で) 

2012 年 

（平成 24 年） 

  ◆「第４次沖縄県男女

共同参画計画」策定 

 

2013 年 

（平成 25 年） 

 ◆「DV防止法」改正 

◆「日本再興戦略」の中

核に「女性の活躍推

進」を位置づけ 

 ◆「市民協働推進課」が

新設され、「平和・男

女共同参画係」を設置 

2014 年 

（平成 26 年） 

◆第58回国連女性の地

位委員会「自然災害に

おけるジェンダー平

等と女性のエンパワ

ーメント」決議案採択 

◆「すべての女性が輝く

社会づくり本部」設置 

◆「すべての女性が輝く

社会づくり推進室」発

足 

◆所幹部を環境生活部

から子ども生活福祉

部へ改組 

◆「宜野湾市男女共同

参画支援センターふ

くふく」が開設 

◆「ふくふく講座」を開

始 

2015 年 

（平成 27 年） 

◆国連「北京＋20」記念

会合（第59回国連女

性の地位委員会）（ニ

ューヨーク） 

◆SDGｓ（持続可能な開

発目標：2016～2030

まで）が採択 

◆「女性活躍加速のた

めの重点方針2015」

策定 

◆「女性の就業生活に

おける活躍の推進に

関する法律」公布 

◆「第４次男女共同参

画基本計画」策定 

◆「男女共同参画社会

づくりに関する県民

意識調査」実施 

◆「第３次宜野湾市男

女共同参画計画～は

ごろもぷらん～」策

定 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 宜野湾市 

2016 年 

（平成 28 年） 

 ◆「男女雇用機会均等

法」改正 

◆「第５次沖縄県男女

共同参画計画」策定 

◆沖縄県特定事業主行

動計画「県職員の女

性活躍推進及び仕事

と子育て両立支援プ

ラン」策定 

 

2017 年 

（平成 29 年） 

◆先進国首脳会議（G7）

で「ジェンダーに配

慮した経済環境のた

めの G7ロードマッ

プ」採択 

  ◆市内全小中学校で混

合名簿の導入 

2018 年 

（平成 30 年） 

 ◆「政治分野における男

女共同参画の推進に

関する法律」施行 

◆セクシュアル・ハラス

メント対策の強化に

ついて～メディア・行

政間での事案発生を

受けての緊急対策～ 

  

 

（３）令和（2019年以降） 

年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 宜野湾市 

2019 年 

（令和元年） 

◆第５回国際女性会議

WAW！とW20（女性に関

する政策提言をG20に

向けて行う組織体）を

日本で開催 

◆「男女平等に関するパ

リ宣言」G7サミット５

月 

◆「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関

する法律(女性活躍推

進法)」改正 

◆「男女雇用機会均等

法」改正 

◆「労働施策総合推進

法」改正 

◆「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

等に関する法律（配偶

者暴力防止法）」改正 

◆「育児・介護休業法」

改正 

◆「平和援護・男女参

画課」から「女性力・

平和推進課」に改組 

 

2020 年 

（令和２年） 

◆第75回国連総会「第4

回世界女性会議25周

年記念ハイレベル会

合」開催(ニューヨー

ク) 

◆第64回国連女性の地

位委員会（北京＋25）

（ニューヨーク） 

◆「災害対応力を強化す

る女性の視点～男女

共同参画の視点から

の防災・復興ガイドラ

イン～」策定 

◆「第５次男女共同参画

基本計画」策定 

 ◆「第３次宜野湾市男女

共同参画計画～はご

ろもぷらん～（改定

版）」策定 

◆大山小学校で「制服選

択制」を導入 

◆選挙における「投票入

場券」の性別欄の男女

表記を、「＊」と「ブ

ランク」に変更 

2021 年 

（令和３年） 

◆国際会議ジェネレー

ション・イクオリティ

フォーラム「平等を目

指す全ての世代フォ

ーラム」開催 

◆「育児・介護休業法」

改正 

◆「政治分野における男

女共同参画の推進に

関する法律」改正 

◆「沖縄県性の多様性

尊重宣言（美ら島に

じいろ宣言）」発表 

◆沖縄県特定事業主

行動計画「県職員の

女性活躍推進及び

仕事と子育て両立

支援プラン」策定 

 

◆「市男女共同参画推進

条例」公布・施行 

◆「市男女共同参画推進

条例制定記念フォー

ラム」を開催 

◆真志喜中学校、嘉数中

学校、宜野湾中学校で

「中学校体育の男女

共習」を導入 
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年次 世界の動き 日本の動き 沖縄県の動き 宜野湾市 

◆沖縄県教育委員会

「特定事業主行動

計画」策定 

◆「沖縄県警察におけ

る次世代育成推進

法及び女性活躍推

進法に基づく特定

事業主行動計画」策

定 

◆市職員旧姓等使用取

扱要綱が改正され、県

内自治体初の「通称

名」使用を導入（令和

４年１月１日施行） 

◆市内全公立小中学校

で女子トイレに生理

用品を常時設置 

2022 年 

（令和４年） 

◆国際女性会議WAW！

2022開催 

◆G7男女共同参画担当

大臣会合 

◆「AV出演被害防止・救

済法」公布・施行 

◆「女性活躍推進法」改

正 

◆男女共同参画会議「女

性デジタル人材育成

プラン」策定 

◆「困難な問題を抱える

女性への支援に関す

る法律」公布（令和６

年施行） 

◆「第６次沖縄県男女

共同参画計画」策定 

◆「市民協働課」に「男

女共同係」を配置 

◆市議会議員の通称名

等の使用に関する規

定が制定され、「通称

名等」使用を導入 

◆普天間中学校、真志喜

中学校で「制服選択

制」を導入 

2023 年 

（令和５年） 

◆G7男女共同参画・女性

活躍担当大臣会合 

◆配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保

護等に関する法律の

一部を改正する法律

（令和５年改正法） 

◆LGBT理解増進法「性的

指向及びジェンダー

アイデンティティの

多様性に関する国民

の理解の増進に関す

る法律」成立 

◆性犯罪関係の法改正

（不同意性交罪・不同

意わいせつ罪の改正、

撮影罪・提供罪、面会

要求等罪の新設） 

◆新・沖縄21世紀ビジ

ョン基本計画（沖縄

振興計画） 

◆「沖縄県差別のない

社会づくり条例」施

行 

◆市内全公立中学校（４

校）で「制服選択制」

を導入 

◆市内全公立中学校（４

校）で「中学校体育の

男女共習」を導入 

◆嘉数中学校制服変更 

2024 年 

（令和６年） 

◆「第１回 日ＡＳＥＡ

Ｎ 女性・平和・安全

保障（ＷＰＳ）協力プ

ロジェクト」 

◆改正「DV防止法」４月

施行 

◆「困難な問題を抱える

女性への支援に関す

る法律」４月施行 

◆「育児・介護休業法」

改正 

◆「次世代育成支援対策

推進法」改正 

◆「沖縄県 困難な問

題を抱える女性へ

の支援のための施

策の実施に関する

基本的な計画」策定 

◆「沖縄県配偶者等か

らの暴力防止及び

被害者支援基本計

画」改定 

◆真志喜中学校制服変

更 

2025 年 

（令和７年） 

◆第69回国連女性の地

位委員会（北京＋30）

（ニューヨーク） 

 ◆「沖縄県パートナー

シップ・ファミリー

シップ制度」開始 

◆「第４次宜野湾市男女

共同参画計画～はご

ろもプラン～」策定 

◆普天間中学校令和７

年度制服変更予定 
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５．用語解説 

 あ行                                     

アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）                     

 過去の経験や日々接する情報、周囲の意見などから無意識のうちに（アンコンシャス）形成さ

れる偏見や先入観（バイアス）のことを指します。性別に基づく無意識の思い込みや偏見として、

「男は仕事、女は家庭」「男はリーダー、女はサポート」などがあります。このようなバイアスは、

ジェンダー平等の実現を妨げる社会課題となっています。 

 

育児・介護休業法                                  

 正式名は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、

労働者が育児休業・介護休業を取得することを権利として認めている法律です。 

マタニティ／パタニティ・ハラスメントを禁じており、育児・介護休業を申出または取得した

ことなどを理由に解雇、その他不利益な扱いをしてはならないと定められています。また、事業

主に対して、育児休業や介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されることのない

よう、労働者からの相談に応じ、必要な措置を講じることが義務付けられています。 

 

一般事業主行動計画                                  

 次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環

境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むための計

画です。また、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画もあり、企業が女性の職場における

活躍を推進するために策定する具体的な計画です。 

 

ＮＰＯ                                       

 非営利の社会活動団体（Non-Profit Organization）のことです。単に営利を目的としないだけ

でなく市民の自発的な意思による公益的な活動を行う団体、グループをさします。 

 

えるぼし                                        

 女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の

活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主は、都道府県労

働局への申請により、厚生労働大臣の認定（えるぼし認定）を受けることができます。 

 

エンパワーメント                                  

 個人や集団が自らの力（自己決定や、経済的・政治的・社会的能力）を高め、社会の中で主体的

に行動し、意思決定に参画できるようになることです。個人の能力開発にとどまらず、教育や経

済的支援、法的保護、社会制度の改善なども含みます。特に、女性のエンパワーメントは、ジェ

ンダー平等を促進し、政治・経済分野への女性の参画を拡大するために、世界的に推進されてい

ます。 
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沖縄県男女共同参画センターてぃるる                         

 沖縄県における男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発、女性に関する諸問題の調査研究、
女性の社会活動に対する支援等を行うことにより、女性の地位向上及び社会参画の促進を図り、
よって男女共同参画社会づくりに寄与することを目的として設置された施設です。 
 啓発・学習、相談、情報提供、創造・発表、交流、自立促進等の諸活動の拠点として施設を提供
し、各種事業を推進することにより、女性問題の解決を図るとともに、男女がその個性と能力を
十分に発揮し、平和で豊かな社会を共につくる男女共同参画社会の実現を目指しています。 

 

 か行                                           

グルーミング                                     

 大人が未成年の子どもを性的に搾取するために用いる手法を表す言葉です。性的な行為などを
目的に子どもや家族と親密な関係を築き、信頼を得たうえで徐々に子どもの抵抗を弱め、性的行
為へと誘導するという特徴があります。 

 

くるみん                                       

 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定め
た目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」
として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができます。 

 

固定的（な）性別役割分担意識                            

「男は仕事、女は家庭」「男はリーダー、女はサポート」というように、性別によって役割を固
定化する考え方や価値観を指します。この意識は、職場におけるジェンダー格差や女性の社会進
出の遅れ、男性の家事・育児参加の低さなど、さまざまな社会課題の背景となっています。 

 

 さ行                                        

参画                                        

 社会の様々な場に、単に「参加」するだけではなく、社会を動かす主体として施策・方針・意思
決定の場にかかわることです。 

 

シェルター                                     

暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設です。被害者の一時保護や相談への対応、
自立に向けたサポートなど、ＤＶ（p.110 参照）の被害者に対する様々な援助を行っています。 

 

ジェンダー                                     

 生物学的な性「セックス（sex）」とは異なり、社会的・文化的に形成された役割や期待のこと
をいいます。たとえば、「女だから」「男だから」や「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別
役割分担意識は、ジェンダーに由来するものです。 

 

ジェンダーギャップ指数                                 

 世界経済フォーラムが毎年発表する「グローバル・ジェンダーギャップ・レポート」に基づい
て算出される指数です。国際的な男女平等の進捗状況を比較・評価するための重要な指標として
用いられています。「経済」「教育」「健康」「政治」の 4 分野、14 項目から測定され、各項目の男
女格差を「女性÷男性」で計算し、全体の平均値がその国のスコアとなります。 
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ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関 (UN Women)          

 ジェンダー関連 4 機関である「ジェンダー問題事務総長特別顧問室(OSAGI)」、「女性の地位向
上部(DAW)」、「国連婦人開発基金(UNIFEM)」、「国際婦人調査訓練研修所(INSTRAW)」を統合し
た新たな機関として、「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women)」
が 2011（平成 23）年 1 月に発足しました。国連改革の課題の一環として UN Women の設立は
実現され、より大きな効果をもたらすために 4 機関の財源及び権限が統合されました。UN Women
は、世界、地域、国レベルでのジェンダー平等と女性のエンパワーメントに向けた活動をリード、
支援、統合する役割を果たしています。 

 

次世代育成支援対策推進法                               

少子化対策と子育て支援を目的として、2005（平成 17）年に施行された法律です。この法律
により、国及び地方公共団体は特定事業主行動計画を策定し、次世代育成支援のための取組を推
進することが求められています。また、従業員 101 人以上の企業には、一般事業主行動計画の策
定と届出が義務付けられています。 

 

女子差別撤廃条約                                  

正式名は「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」といい、男女の完全な平等
の達成を目的とし、女性に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とする国際条約です。
日本は 1985（昭和 60）年に批准しました。締約国には、女性差別撤廃のための措置を講じるこ
と、法律や規則、社会慣習・慣行における女性差別の解消などが義務付けられています。 

 

女性に対する（あらゆる）暴力                            

 1993（平成５）年に国連が採択した「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」では、「女性に
対する暴力」を、肉体的、精神的、性的、心理的損害や苦痛を生じさせる、ジェンダーに基づくあ
らゆる暴力行為と定義づけています。具体例として、DV、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、
ストーカー行為、リベンジポルノ、オンライン上の性的嫌がらせなどが含まれます。 

 

ストーカー行為                                   

 同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うことです。ストーカー規制法（p.109 参照）に
おける「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情や、その感情が満た
されなかったことへの恨みの感情を満足させるため、その相手や家族などに対して、次の１から
10 の行為を行うことをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. つきまとい、待ち伏せ、見張り、押しかけ、うろつくこと 
2. 行動を監視していると思わせる事項を告げること 
3. 面会や交際などの義務のないことを要求すること 
4. 著しく粗野または乱暴な言動をすること 
5. 無言電話や拒否されたにもかかわらず連続して電話やメールを送ること 
6. 汚物や動物の死体など、不快感を与えるものを送付すること 
7. 名誉を害する事項を告げること 
8. 性的羞恥心を害する事項を告げること 
9. GPS 機器等を用いた位置情報の無承諾取得等 
10. GPS 機器等を取り付ける行為等 
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ストーカー規制法（ストーカー行為等の規制等に関する法律）                 

 正式名は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。2000（平成 12）年に施行
され、恋愛感情や恨みの感情に基づき行われる「つきまとい等」や「ストーカー行為」を規制す
るものです。この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」（p.108
参照）です。 

 

世界女性会議                                    

 女性の地位向上を目的として、国連主催の下に開催される会議で、「国際学際女性会議」とも呼
ばれます。国連が定めた「国際婦人年」の 1975（昭和 50）年に開催された第１回世界女性会議
（メキシコシティ）では、女性の地位向上のための「世界行動計画」を採択され、1995（平成７）
年の第４回（北京）では、今日の女性の権利とジェンダー平等推進の礎となる「北京宣言及び行
動綱領」が採択されました。 

 

セクシュアル・ハラスメント                             

対価型と環境型があり、男女雇用機会均等法において、事業主は適切に対応するために必要な
措置を講じなければならないと定められています。厚生労働省によると、対価型は「職場におい
て、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不
利益を受けること」とされ、環境型は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものと
なったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること」とされています。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html 

 

セクシャル・マイノリティ（性的少数者）                             

 性的少数者という意味で LGBTQ+（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダ
ー、クィア/クエスチョニング、その他の性的指向や性自認を持つ人々）を含む多様な人々を指し
ます。 

 

セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ                        

 1994（平成６）年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された、性と生殖に
関する健康と権利（Sexual and Reproductive Health and Rights）を包括的に表す概念です。
以下に示すセクシャル・ヘルス、セクシャル・ライツ、リプロダクティブ・ヘルス、リプロダクテ
ィブ・ライツの４つの概念を含んでいます。 
 

 ヘルス ライツ 

セクシャル 
自分の性について、心身ともに健
康で満たされ、社会的にも認めら
れていること。 

自分の性的指向、性自認、性的な
関係性を自由に決められる権利
のこと。 

リプロダクティブ 

妊娠・出産に関するすべてのこと
について、心身ともに満たされ健
康にいられること。 

子どもを持つことや、いつ・何人
子どもを持つか、「生殖」に関す
るすべてのことを自分で決める
権利のこと。 

 

 た行                                        

ダイバーシティ（多様性）                                  

 人種、年齢、性別、国籍、宗教、能力、価値観など、さまざまな違いを持った人々が共存してい
る状態のこと。 

http://localhost/
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男女共同参画社会                                  

 男女共同参画社会基本法では、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会
のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、
社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会」と定義されて
います。 

 

男女共同参画社会基本法                               

1999（平成 11）年に施行されたこの法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の
変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の
形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参
画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。 

 

男女雇用機会均等法                                 

 正式名は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。性別に関
係なく、均等な雇用機会と待遇を確保することを目的としています。女性労働者の妊娠や出産に
伴う健康管理のほか、企業にはセクシュアル・ハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関する
ハラスメントを防止する措置が義務付けられ、違反があれば行政指導や過料の対象となります。 

 

デートＤＶ                                     

 交際中の恋人間で起こる暴力を指し、身体的暴力（殴る・蹴るなど）、精神的暴力（罵倒・脅迫）、
性的暴力（望まない性行為の強要）など多岐にわたります。暴力を行う側が優位な関係を強制し、
相手を支配しようとする特徴があります。中高生や大学生など、若年層の恋人間でも起こり得る
問題です。 

 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）                        

 英語の「domestic violence」をカタカナで表記したもので、略して「DV」と呼ばれます。DV
は、配偶者や事実婚相手など親密な関係にある、またはあった者からの身体的、精神的、性的、
経済的暴力を指します。元配偶者、同居する恋人からの暴力も対象に含めるとともに、生活費を
渡さないなどの経済的暴力や行動の自由を制限する社会的暴力も定義されています。DV の被害
者は、多くの場合女性であり、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。 

 

ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）           

 正式名は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といい、2001（平成 13）
年に施行され、2024（令和６）年には改正 DV 防止法が施行されました。配偶者や事実婚相手、
元配偶者、同居する恋人など親密な関係にある者からの暴力（DV）を防止し、被害者を保護する
ための法律です。 
 本法において、保護命令（接近禁止命令、退去命令など）について規定しており、命令に違反
した場合２年以下の懲役又は 200 万円以下の罰金と定めています。 

 

特定事業主行動計画                                  

 次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づき、国及び地方公共団体が「事業主」と
しての立場で、職員が仕事と家庭生活を両立し、誰もが活躍できる職場環境を整備するために策
定する計画です。 
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 は行                                          

配偶者暴力相談支援センター                               

 都道府県が設置する女性相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの
機能を果たしています。また、市町村も自らが設置する適切な施設において、同様の機能を果た
すよう努力義務が定められています。 

当センターでは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、相談対応や相談機関
の紹介、カウンセリング、被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護、自立支
援や居住支援、保護命令制度等の情報提供を行います。 

 

パタニティ・ハラスメント                                 

 男性が育児休業の取得や子育てに関わる働き方の希望・利用を理由に、職場で嫌がらせや不利
益を受けることをいいます。育児・介護休業法において、育休を申出または取得したことなどを
理由に労働者を解雇その他不利益な扱いをしてはならないと定められています。 

 

パワー・ハラスメント                                 

①優越的な関係に基づいて（優位性を背景に）、②業務の適正な範囲を超えて、③身体的もしく
は精神的苦痛を与えること、または就業環境を悪くすることという３つの要素を全て満たすもの
を言います。上司から部下に行われるものだけでなく、同僚間、さらには部下から上司に対する
ものなど、様々な優位性を背景に行われることがあります。 

 

不同意性交等罪                                    

 2023（令和５）年 7 月に施行された改正刑法により規定された、被害者が「同意しない意思を
形成、表明または全う」することが困難な状態で性交等を行った場合に成立する犯罪です（第 177
条）。「同意しない意思を形成、表明または全うすることが困難な状態」とは、暴行や脅迫、アル
コールや薬物の影響、虐待、経済的・社会的立場による影響力の利用等があります。また、同意
のない性交等を婚姻関係の有無にかかわらず広く処罰対象にしており、16 歳未満の者に対して性
交等をした場合も対象となります。 

 

 ま行                                            

マタニティ・ハラスメント                               

 働く女性が妊娠・出産・子育てを理由として解雇・雇い止めをされることや、職場で受ける精
神的・身体的なハラスメントのことで、これらを理由とする女性への不利益な取り扱いは男女雇
用機会均等法や育児・介護休業法で禁止されています。 

 

メディア・リテラシー                                

 メディア（新聞・テレビ・ラジオ・インターネットなどの情報媒体）からの情報を主体的に読
み解き、必要に応じて自ら発信・活用し、メディアを通じてコミュニケーションする能力のこと
をいいます。近年では、フェイクニュースやオンライン上のグルーミング（p.107 参照）が社会
問題化しており、これらに対応するための教育が求められています。 

 

モラル・ハラスメント                                 

 言葉や態度、身振りや文書などによって、相手の人格や尊厳を傷つけたり、精神的・肉体的に
ダメージを与える嫌がらせ行為のことで、職場をはじめ家庭や人間関係全般で起こる可能性があ
ります。 
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 ら行                                        

ロールモデル                                     

 多様な生き方や働き方を実現し、他者にとって模範となる人物や事例を指します。男女共同参
画の分野においては、「社員が将来において目指したいと思う、模範となる存在であり、そのスキ
ルや具体的な行動を学んだり模倣をしたりする対象となる人材」とされています（厚生労働省「女
性社員の活躍を推進するための『メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル』」より）。 

 

労働施策総合推進法（パワハラ防止法）                            

 正式名は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する
法律」。職場におけるパワー・ハラスメント防止対策を強化するために 2020（令和２）年に改正
法が施行されたため、パワハラ防止法ともよばれます。企業はパワハラ防止に向けた具体的な対
策を講じる必要があり、適切な措置を講じていない場合は是正指導の対象となります。 
 

 わ行                                        

ワーク・ライフ・バランス                               

 仕事と家庭生活、地域活動、自己啓発などの調和を図りながら、健康的で豊かな生活を実現す
ることを指します。多様な働き方の一環として、近年はテレワークの普及やフレックスタイム制
度の導入が進み、育児や介護をしながら働く環境が整備されています。また、仕事の質を向上さ
せると同時に、過労や長時間労働を防ぐことも目標に掲げられています。 
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